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午前 ９時００分 開会  

（出席議員 １４名） 

────────────────── 

◎開 会 宣 告 ・ 開 議 宣 告             

○議長（西村昭教君） 御出席、まことに御苦労に

存じます。 

 ただいまの出席議員は１４名でございます。 

 これより、平成２９年第４回上富良野町議会定例

会を開会いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付した

とおりであります。 

────────────────── 

◎諸 般 の 報 告             

○議長（西村昭教君） 日程に入るに先立ち、議会

運営等諸般の報告をいたさせます。 

 事務局長。 

○事務局長（林 敬永君） 御報告申し上げます。 

 本定例会は、１２月８日に告示され、同日、議案

等の配付をいたしました。 

 本定例会の運営につきましては、あらかじめ議会

運営委員会に諮り、会期及び日程等を審議いたしま

した。 

 監査委員から例月現金出納検査結果報告書の提出

がございました。 

 また、本定例会に提出の案件は、町長からの提出

議案２０件、諮問議案１件、議長からの報告案件２

件及び認定案件２件、議員からの発議案件１件であ

ります。 

 なお、諮問第１号人権擁護委員候補者の推薦につ

いての議案は、あす配付させていただきますので、

御了承願います。 

 町長から、本定例会までの主要事項について、行

政報告の発言の申し出があり、行政報告とともに、

平成２９年度建設工事発注状況を配付しましたの

で、参考に願います。 

 町の一般行政については、５名の議員から一般質

問の通告がありました。その要旨は本日配付したと

おりでございます。 

 なお、本定例会におけます説明員は、町長以下別

紙配付資料のとおりでございます。 

 以上であります。 

○議長（西村昭教君） 以上をもって、議会運営等

諸般の報告を終わります。 

────────────────── 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名について 

○議長（西村昭教君） 日程第１ 会議録署名議員

の指名について行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２０条の規定に

より、議長において、 

     １１番 米 沢 義 英 君 

     １２番 中 瀬   実 君 

を指名いたします。 

────────────────── 

◎日程第２ 会期決定について 

○議長（西村昭教君） 日程第２ 会期の決定につ

いてを議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 本定例会の会期は、本日からあす１３日までの２

日間といたしたいと思います。これに御異議ありま

せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、会期は１２月１３日までの２日間と決し

ました。 

────────────────── 

◎日程第３ 行政報告 

○議長（西村昭教君） 日程第３ 行政報告を行い

ます。 

 本定例会までの主な行政執行経過について、町長

から報告の申し出がありますので、発言を許しま

す。 

 町長、向山富夫君。 

○町長（向山富夫君） おはようございます。 

 議員各位におかれましては、公私ともに何かと御

多用のところ、第４回定例町議会に御出席を賜り、

まことにありがとうございます。 

 この機会に、去る９月定例町議会以降における町

政執行の概要につきまして、御報告させていただき

ます。 

 初めに、平成２９年度の町表彰式についてであり

ますが、多くの御来賓や関係者の御臨席を賜り、１

１月３日に挙行いたしました。 

 町の関係では、長年にわたり地方自治の振興発展

に貢献された１名に自治功労表彰を、また、地域福

祉や住民自治の振興発展、消防業務の向上に功績を

残された４名に社会貢献賞を授与いたしました。 

 教育委員会関係では、文化振興に貢献された１名

と１団体に文化功労賞を、また、文化奨励賞とス

ポーツ奨励賞には、２２名と１０団体を表彰させて

いただいたところであります。 

 国の栄典関係では、１１月３日発令の秋の叙勲に

おきまして、教育・保育功労により１名が瑞宝双光

章を受章され、また、同日発令の危険業務従事者叙

勲では、防衛功労により３名が瑞宝双光章、３名が

瑞宝単光章を受章されました。 

 受章された皆様の御功績に対し、心より敬意を表

しますとともに、ますますの御活躍と御健勝をお祈
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り申し上げる次第であります。 

 次に、全国町村長大会についてでありますが、１

１月２９日の全国町村長大会に出席するとともに、

旭川十勝道路の整備促進に向けて、期成会関係首長

の皆様と秋季の中央要望を行ってまいりました。 

 また、上京中にあわせ、東京ふらの会総会が開催

されたことから、沿線市町村長とともに出席させて

いただきました。 

 なお、本年度の札幌上富良野会総会・ふるさと交

流会につきましては、町の１２０年と会の設立３０

周年を記念し、本町で開催いただき、会員３２名の

ほか町内からも６２名が参加し、お互いに交流を深

め、有意義な時間を過ごさせていただきました。御

協力いただきました関係者の皆様に、改めてお礼を

申し上げます。 

 次に、基地対策についてでありますが、９月２６

日から２７日、１０月１０日から１１日にかけて、

富良野地方自衛隊協力会及び上富良野支部による

「上富良野駐屯地現状規模堅持更なる拡充を求める

要望」を道内選出国会議員、防衛省に対して行って

きたところであります。 

 また、１１月１７日に北海道基地協議会による中

央要望を、１１月２４日及び３０日に北海道自衛隊

駐屯地等連絡協議会による中央要望を関係機関に

行ってまいりました。 

 次に、記念行事についてでありますが、地元駐屯

地関連部隊等の記念行事にそれぞれ参加させていた

だきました。 

 このほか、１１月１４日には、野澤第２師団長を

お迎えし、富良野地方自衛隊協力会主催による防衛

講話が開催され、８０名を超える関係者とともに

「北の護り」と題した貴重なお話を拝聴したところ

であります。 

 また、１１月１８日には、本町の長年にわたる援

護支援活動の功績が認められ、陸上幕僚長感謝状を

いただいたところであります。 

 次に、十勝岳ジオパーク構想についてであります

が、９月２７日開催の日本ジオパーク委員会におい

て新規認定審査が行われ、残念ではありますが、認

定が見送られる結果となりましたが、翌日、美瑛町

と協議を行い、引き続き認定に向けた取り組みを続

けていくことで、双方の意思確認を行ったところで

あります。 

 なお、１１月７日には、日本ジオパーク委員会か

ら、このたびの審査結果に係る詳細報告が示され、

すぐれた地域資源や先進的な防災の取り組みなどが

評価された一方、推進体制等の充実・強化など、改

善すべき点について御指摘をいただいたところであ

ります。 

 郷土愛の醸成、地域の活性化等を進める上で、ジ

オパーク活動が有効であるとの認識に変わりはな

く、引き続き地域の皆様とともに活動を展開し、日

本ジオパーク認定に向けた取り組みを継続してまい

ります。 

 次に、第６次総合計画策定に伴う作業の進捗状況

についてでありますが、５月下旬から７月中旬にか

けて、２,５００名を対象にアンケート調査を実施

し、９００名の方から回答をいただくとともに、中

学生、高校生、役場職員に対しても調査を行い、調

査結果をまとめたところであります。 

 また、小学４・５年生を対象に「未来のかみふ

ら」をテーマとした絵画・作文コンクールを実施し

たほか、町内の各種活動団体にフォーカスグループ

インタビューを行い、御意見・御提言をいただいて

おります。 

 これらの結果につきましては、１２月１０日発行

の「広報かみふらの」を通じて、町民の皆様にお知

らせしたところであります。 

 また、諮問機関として、１５名の委員をもって総

合計画審議会を１２月５日に設置し、来年２月を目

途に基本構想素案を御審議いただくこととしており

ます。 

 次に、金融機関との包括連携協定についてであり

ますが、「上富良野町まち・ひと・しごと創生総合

戦略」に掲げる各施策の実効性を高めることを目的

として、１０月１８日、旭川信用金庫と「包括連携

に関する協定」を締結いたしました。 

 今後におきましては、地域経済の活性化や地域産

業の振興など、４分野２４項目に及ぶ施策・事業に

ついて連携協力を行い、この町で暮らすことに幸せ

を感じられるまちづくりにつなげてまいります。 

 次に、地域再生計画についてでありますが、９月

４日に内閣府に本計画の認定申請を行い、１１月７

日付で認定を受けることができたことから、計画に

位置づけました事業の着実な推進を図り、地域の活

性化につながるよう取り組んでまいります。 

 次に、１１月１１日と１２日の両日に開催しまし

た「ＮＨＫのど自慢ｉｎ上富良野」についてであり

ますが、１１日の予選会には２２０組の２６４名が

出場し、１２日の本選では２０組２３名の方々に

よって熱戦が繰り広げられました。 

 出場者の応援や観覧にお越しいただいた方も、両

日で２,０００名を超え、多くの皆さんに楽しんで

いただいたところであります。 

 本選当日は、ＮＨＫ総合テレビとラジオ第１で全

国に生放送され、また、予選会を含めた特別番組が

１２月１０日に放送され、１２０年を記念するすば

らしい事業となりました。 
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 次に、プレミアム商品券事業についてであります

が、本年度は例年より１,０００万円増額し、販売

額を７,０００万円として実施しているところであ

ります。１１月１６日から２１日までの予約期間に

おいて、７,１０１万円、１,５３６世帯からの予約

があり、販売額の上限を上回りましたことから、昨

年と同様に高齢者・障がい者世帯、子育て世帯を優

先した上で、１１月２４日に抽選が行われたところ

であります。 

 商工会や地元事業者の主体的・独自的な取り組み

とあわせて、本事業を相乗的に実施することによ

り、町内購買力の確保及び販売力の拡大につながる

ことを期待しているところであります。 

 次に、富良野美瑛広域観光推進協議会によるトッ

プセールスについてでありますが、１１月７日から

１１日において、今後のインバウンド需要が期待さ

れるベトナムを訪問し、協議会構成市町村の首長を

初め、観光協会関係者の皆様と当地域のＰＲを行っ

てきたところであります。 

 次に、津市との交流事業についてでありますが、

友好提携２０周年記念事業に引き続き、９月１９日

から２４日において、友好都市提携協賛事業とし

て、ボートレース津を会場に記念レースが開催さ

れ、来場者の皆様に本町の観光・農産品等をＰＲす

るとともに、優勝者の副賞として「ラベンダーオー

ナー権」等を贈呈してまいりました。 

 また、９月２５日に、ふらの農協、後藤美術研究

所と津市株式会社横山食品との間で「地域活性化有

効連携協定」の締結が行われたことから、津市長と

ともに立会させていただきました。このたびの協定

を契機として事業展開の発展を大いに期待するもの

であります。 

 さらに、１０月７日から９日の３日間、町民訪問

団を結成し津市を訪問し、７月の津市訪問団の来訪

を含め、相互訪問を通じ、お互いの理解が一層深ま

り、大きな成果を得ることができました。 

 また、１０月２５日と２６日には、東京日本橋の

三重テラスにおいて、津市との合同友好都市展を開

催し、両市町を紹介する映像や特産品販売等を通じ

てＰＲを行ってまりました。 

 今後におきましても、さまざまな交流を通じて、

双方の振興発展につながるよう取り組みを進めてま

いります。 

 次に、かみふらの収穫祭２０１７についてであり

ますが、かみふらの産業にぎわい協議会主催による

「かみふらの収穫祭２０１７」が１０月１５日に公

民館を会場に開催されました。約８００名の皆様に

御来場いただき、新米やとれ立て野菜の販売、地元

産の食材にこだわったフードブースやさまざまなア

トラクションを初め、２０１７年産のホップを使用

した「まるごとかみふらのプレミアムビール」によ

るビアホールや道内クラフトビールの販売特設コー

ナーなどが設置され、これらを通じて地元農産物へ

の理解とともに、町民同士の交流が深められたとこ

ろであります。 

 また、当イベントに合わせ、津市より農産物の大

型直売所「朝津味」の方々が来町され、里芋やミカ

ンなど、津市の特産品の販売も行われ、来場者の皆

様に好評をいただいたところであります。 

 次に、北海道治水砂防海岸事業促進同盟関係につ

いてでありますが、１１月１日に岐阜県で開催され

た全国治水砂防協会理事顧問会議に、１１月２８日

には、東京で開催された全国治水砂防促進大会へ出

席してまいりました。 

 今後におきましても、道内の河川砂防整備の促進

はもとより、当町の河川砂防施設の整備がより進捗

するよう取り組んでまいります。 

 次に、第５４回町総合文化祭についてであります

が、１１月３日から５日までの３日間、社会教育総

合センターにおいて開催いたしました。開催に当た

りましては、多くの町民の皆様に参画いただき、総

合展示、町民コンサート、小さな音楽会、芸能発表

のほか、体験コーナーなどの協賛事業が行われまし

た。 

 芸能発表においては、１２０年記念として、箏

曲、書道並びに華道のコラボレーション、菅野孝山

親子三代による三味線演奏による民謡などの事業が

行われ、延べ２,６５０名の方々に御来場いただ

き、盛会のうちに終了することができました。 

 なお、１１月１０日の特別事業について、北海道

舞台塾ふらの事業として、富良野塾ＯＢユニットに

よる「二人の天使」の公演が保健福祉総合センター

において開催され、１８４名の方々に鑑賞いただい

たところであります。 

 次に、児童生徒の部活動等における活躍状況につ

いてでありますが、上富良野中学校陸上部２名が、

１０月２７日から横浜市で開催された全国ジュニア

オリンピック陸上競技大会に出場し、加藤璃里香さ

んが女子４掛ける１００メートルリレーに北海道

チームとして出場し、３位入賞に輝きました。 

 また、同吹奏楽部においては、１１月４日に東京

で開催された日本管楽合奏コンテスト全国大会に出

場し、優秀賞と特別賞を受賞したところでありま

す。 

 今後におきましても、本町の子どもたちが各方面

で活躍いただくことを期待するとともに、優秀な成

績をおさめられた皆様に改めて拍手を送りたいと思

います。 
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 最後に、建設工事の発注状況についてであります

が、９月定例町議会で報告以降に入札執行した建設

工事は、１２月１１日現在、件数で４件、事業費総

額で３,２９４万円で、本年度累計では５０件、事

業費総額７億９,０２１万４,４００円となっており

ます。詳細につきましては、お手元に平成２９年度

建設工事発注状況を配付しておりますので、御高覧

いただきたく存じます。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） 以上をもって、行政報告を

終わります。 

────────────────── 

◎日程第４ 報告第１号 

○議長（西村昭教君） 日程第４ 報告第１号例月

現金出納検査結果報告について、監査委員より報告

を求めます。 

 代表監査委員、米田末範君。 

○代表監査委員（米田末範君） 例月現金出納検査

の結果について御報告いたします。概要のみ申し上

げますので、御了承を賜りたいと存じます。 

 地方自治法第２３５条の２第１項の規定により、

例月現金出納検査を執行いたしましたので、同条第

３項の規定により、その結果を報告いたします。 

 平成２９年度８月分から１０月分について、概要

並びに検査結果を一括して御報告いたします。 

 例月現金出納検査を別紙報告書のとおり執行し、

いずれも各会計の出納の収支状況は別紙資料に示す

とおりであり、現金は適正に保管されていることを

認めました。 

 なお、資料につきましては御高覧いただいたもの

と存じ、説明を省略させていただきます。 

 また、税の収納状況につきましては、１３ページ

にございますので、参考としていただきたいと思い

ます。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） ただいまの報告に対し、質

疑があれば賜ります。ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 質疑がなければ、これを

もって本件の報告を終わります。 

────────────────── 

◎日程第５ 報告第２号 

○議長（西村昭教君） 日程第５ 報告第２号町内

行政調査報告について、報告を求めます。 

 総務産建常任委員長、岡本康裕君。 

○総務産建常任委員長（岡本康裕君） ただいま上

程されました報告第２号町内行政調査報告について

御報告申し上げます。裏面をごらんください。 

 町内行政調査報告書。 

 平成２９年第３回定例会において議決された町内

行政調査について、次のとおり実施したので、その

結果を報告する。 

 平成２９年１２月１２日、上富良野町議会議長、

西村昭教様。 

 総務産建常任委員長、岡本康裕。厚生文教常任委

員長、荒生博一。 

 記。 

 １、調査の経過。 

 平成２９年９月２９日、全議員による合同調査と

して町内行政調査を実施し、町内公共施設等の現況

を視察し、町理事者及び所管課長等から説明を求

め、調査を行った。 

 ２、調査の結果。 

 施設等の把握をすることを重点とし、１４カ所の

現地調査を行ったところ、その実態により今後の議

会審議に資することとした。 

 調査時点では、工事などおおむね適正に進められ

ているが、今後においても適正な施工・管理に努め

られたい。 

 なお、調査した施設等は次のとおりである。 

 以下、１４カ所については御高覧願います。 

 以上、町内行政調査の御報告といたします。 

○議長（西村昭教君） ただいまの報告に対し、質

疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 質疑がなければ、これを

もって本件の報告を終わります。 

────────────────── 

◎日程第６ 報告第３号 

○議長（西村昭教君） 日程第６ 報告第３号議員

派遣結果報告について、報告を求めます。 

 議会運営委員長、佐川典子君。 

○議会運営委員長（佐川典子君） 報告第３号議員

派遣結果報告につきまして、御報告をさせていただ

きたいと思います。裏面をお開きください。 

 議員派遣結果報告を、以下、朗読をもって報告さ

せていただきます。 

 平成２９年第３回定例会において議決された議員

派遣について、次のとおり実施したので、その結果

を報告させていただきます。 

 平成２９年１２月１２日、上富良野町議会議長、

西村昭教様。 

 議会運営委員長、佐川典子。 

 記。 

 １、上川管内町村議会議員研修会。 

 （１）研修の経過。 

 本町議会は、平成２９年１０月２４日に鷹栖町で

開催された上川町村議会議長会主催の議員研修に１



― 6 ―

２名が参加いたしました。 

 （２）研修の結果。 

 政治評論家、有馬春海氏より「どうなる？今後の

日本政治」の講演と、北海道教育庁上川教育局長、

中島康則氏によります「教育の今日的課題につい

て」の講演を聴講いたしました。 

 ２、富良野沿線市町村議会議員研修会。 

 （１）研修の経過。 

 本町議会は、平成２９年１０月３０日に富良野市

で開催されました富良野沿線市町村議会議長会主催

の議員研修に１３名が参加いたしました。 

 （２）研修の結果。 

 北海道大学大学院工学研究院准教授、岸邦宏氏よ

り「鉄道のあり方を地域で議論するための論点」の

講演を聴講いたしました。 

 以上、議員派遣の結果報告でございます。お認め

いただきますようよろしくお願いいたします。 

○議長（西村昭教君） ただいまの報告に対し、質

疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 質疑がなければ、これを

もって議員派遣結果について報告を終わります。 

────────────────── 

◎日程第７ 町の一般行政についての質問 

○議長（西村昭教君） 日程第７ 町の一般行政に

ついて質問を行います。 

 質問の通告がありますので、順次発言を許しま

す。 

 初めに、１０番髙松克年君。 

○１０番（髙松克年君） さきに通告してあります

２項目７点についてお伺いいたします。 

 第１、ＪＲ北海道は昨年１１月１８日、ＪＲ富良

野線を単独維持困難路線と発表いたしました。富良

野線の我が町における今後のあり方について。 

 ２、平成２９年は、民生委員制度設立以来１００

年を迎えました。今日、家族や社会のあり方が大き

く変わる中、１万９８４人の町民の直面する生活課

題、福祉課題は多様化、深刻化しつつあります。そ

の社会福祉推進のかなめである民生委員・児童委員

の活動のあり方についてお伺いします。 

 ＪＲ北海道についてですけれども、ＪＲと沿線５

市町村のＪＲ富良野沿線連絡協議会における協議の

内容と今後の町のとるべき対応についてお伺いいた

します。 

 ２、ＪＲ富良野線が交流人口、海外旅行者の入り

込みについて果たしている役割、評価についてお伺

いいたします。 

 ３といたしまして、地域の高齢化社会への移行と

ＪＲが果たす役割は期待すべきものがあるのではな

いかと思いますが、町としては、路線確保、維持へ

の方策を見出せないか、お伺いいたします。 

 民生委員制度についてですけれども、少子高齢化

現象の中で、奉仕の精神で地域住民の相談に応じ支

援を行い、社会福祉の推進に貢献する民生委員・児

童委員の活動はますます重要になると考えますが、

委員の活動意義について、町長の見解をお伺いいた

します。 

 ２、民生委員・児童委員の現在の選任方法はどの

ように行われ、また、確保が困難で欠員が出るよう

な市町村があるとお聞きしますが、我が町の状況と

選任方法についての課題はないのか、お伺いいたし

ます。 

 ３、少子高齢化、子どもの総体的貧困など、社会

的に多様な問題が生じている現状の中で、委員の数

は十分と考えているのか、町長の見解をお伺いいた

します。 

 ４、委員の職務が多様化、複雑化し、活動の大幅

な増加が見込まれますけれども、現状の活動費で十

分と考えているのか、町長の見解をお伺いしたいと

思います。 

 以上です。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １０番髙松議員の２項目に

ついての御質問にお答えさせていただきます。 

 まず、１項目めのＪＲ富良野線に関する３点の御

質問にお答えさせていただきます。 

 昨年１１月、ＪＲ北海道より、単独では維持する

ことが困難な線区が公表されて以来、北海道を初

め、影響が及ぶ地域・自治体においてさまざまな議

論が行われてきております。富良野沿線におきまし

ても、相互の連絡連携・情報交換を目的として、５

市町で構成するＪＲ富良野線連絡会議を発足させ、

ＪＲからの情報収集はもとより、ＪＲの利用促進に

向けた取り組みを展開してきております。 

 まず、１点目のＪＲ富良野線連絡会議における協

議内容と今後のあり方に関する御質問についてであ

りますが、本連絡会議では、沿線住民を初め観光客

など、より多くの皆様に鉄道の利用を促すための方

策についての協議や活動を中心に展開しておりま

す。本年度におきましても、利用者に対する実態調

査や誘客イベントの実施、広報誌による地域住民へ

の利用呼びかけなど、さまざまな利用促進策に取り

組んでいるところであります。 

 ＪＲ北海道との存続に関する直接的な協議等につ

きましては、北海道全体として取り組むべき課題で

あると認識しており、町といたしましては、北海道

や北海道町村会、上川地方総合開発期成会等と協議

しながら、引き続き沿線自治体とも連携し、対応を
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図っていきたいと考えております。 

 次に、２点目の観光客の入り込みなど、ＪＲが果

たす役割に対する御質問でありますが、旅行者の移

動手段として、鉄道を初めレンタカーやバスが利用

されておりますが、その中にあって、近年、インバ

ウンドを中心にレンタカーの利用がふえてきている

状況にあります。しかし、既にネットワークが構築

されている鉄道は、移動手段として非常に大きな役

割を果たしており、その価値を高く評価しているも

のであります。 

 また、ＪＲ富良野線連絡会議が６月と８月に実施

したＪＲ富良野線利用実態調査でも、４割以上の方

が観光目的として鉄道を利用しており、観光を地域

づくりの大きな柱とする富良野地方においては、鉄

道が果たす役割は大きいと理解しており、今後にお

いてもその必要性は変わらないものと認識をしてお

ります。 

 次に、３点目の路線の維持確保に向けた町として

の方策についてでありますが、ＪＲ富良野線の今後

につきましては、ますます進む高齢社会における移

動手段として、あるいは積雪地帯である富良野地方

の中で安心して利用できる通学・通勤の手段とし

て、鉄道の必要性を強く感じているところであり、

存続に向けて、ＪＲ富良野線連絡会議を通じ、利用

促進策などを含めまして、沿線自治体と連携し、取

り組みを進めてまいりますので、御理解を賜りたい

と存じます。 

 次に、２項目めの民生委員・児童委員の活動のあ

り方に関する４点の御質問にお答えさせていただき

ます。 

 まず、１点目の民生委員・児童委員の活動意義に

ついてでありますが、民生委員・児童委員につきま

しては、民生委員法に基づき、厚生労働大臣から委

嘱された非常勤の地方公務員と位置づけられ、給与

を支給しない規定となっております。 

 なお、当町におきましては、各委員の活動におけ

る実費として、活動費を民生委員協議会を通じ支弁

しているところであります。委員の皆様は、日常的

に住民に最も身近なところで安心を支えるさまざま

な角度から活動されており、地域福祉の担い手とし

て極めて重要な役割を担っていただいていると理解

しているところであります。 

 とりわけ、最近の少子高齢化に伴い、本町におき

ましても核家族化、独居・高齢者世帯の増加など家

族構成が変化している状況にあり、また、ひとり親

世帯や生活保護世帯などの生活弱者も増加しており

ます。 

 このような中、民生委員・児童委員の方々におか

れましては、高齢者実態調査を初め、在宅福祉の介

護相談、生活困窮者の相談支援、要支援者の見守り

訪問、登下校時の子どもたちへの声かけなど、多岐

にわたる地域福祉活動を行っていただいており、さ

らに、さまざまな事案における福祉的な支援につい

て、行政や関係機関とのパイプ役も担っていただい

ており、民生委員・児童委員の活動意義は極めて大

きいものと理解しているところであります。 

 次に、２点目の委員の選任方法についてでありま

すが、改選時において現任委員の意向確認を行い、

その中で、退任を予定される地区の民生委員・児童

委員の選任につきましては、地域に密着した活動が

必要なことから、地域の実情に最も精通されていま

す住民会を通じて、適任者を推薦していただき、選

任しているところであります。 

 そのようなことから、現在の選任方法について

は、特に課題等はないと認識しており、引き続き住

民会を通じての推薦により選任していく考えであり

ます。 

 次に、３点目の委員の定数についてであります

が、国において一定の基準が示されており、町はそ

の基準を参酌した上で定数を決定し、北海道と協議

した上で、北海道民生委員定数条例に定められてい

るところであります。 

 国の基準におきましては、町村は、７０世帯から

２００世帯につき１人の民生委員・児童委員を配置

することとなっており、現在、本町では定数を３４

名としているところであります。 

 委員の定数につきましては、民生委員協議会の中

においても適時検討を加え、現在の定数に至ってい

ることから、適正な委員数となっているものと理解

をしておりますが、各地区における高齢者数の変動

等により、地区間のバランスが多少変わってきてい

る状況もあることから、現在、民生委員協議会にお

いて、地区別の見直しの必要性を検討されておりま

すので、御理解を賜りたいと存じます。 

 次に、４点目の活動費についてでありますが、１

項目めでも少し触れさせていただきましたように、

民生委員法において、給与を支給しないものと規定

されており、無報酬となっておりますが、民生委

員・児童委員の活動につきましては、複雑化・多様

化する社会情勢にありまして、大変大きな役割を果

たされており、活動のための交通費等の実費分を活

動費として費用弁償させていただいております。 

 本町におきましては、平成２４年度に上川管内の

活動費の状況を勘案し、見直しを行ったところであ

ります。それにより、活動費につきましては、管内

の平均的な水準にあり、ほぼ適正な額となっている

ものと認識しておりますが、今後において、活動に

支障の来すことのないよう適時検証してまいりたい
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と考えておりますので、御理解を賜りたいと存じま

す。 

○議長（西村昭教君） 再質問ございますか。 

 １０番髙松克年君。 

○１０番（髙松克年君） ＪＲの富良野線について

お伺いしたいと思います。 

 行われた実態調査についてお伺いしたいと思いま

す。各駅ごとの乗車の人数とか、あと、利用目的、

通学・通勤、そのほか通院、観光とか、それらにつ

いてもそれぞれに調査されているのかどうか。ま

た、実態調査から、富良野線において、他の線と、

特徴的なことが見られるのかどうか、その辺につい

てお伺いしたいと思います。 

○議長（西村昭教君） 企画商工観光課長、答弁。 

○企画商工観光課長（辻 剛君） １０番髙松議員

の、ただいまＪＲの実態調査にかかわります御質問

にお答えをさせていただきたいと思います。 

 人数につきましては、今ちょっと詳細の、各駅ご

との内訳についてはございませんが、富良野線全体

といたしまして、アンケート調査をした時点では、

６月の調査では７,６９０人、これは５駅合計でご

ざいます。それと、８月調査では８,１２８人とい

うことで、こちらのほうも５駅合計で、こちらの

方々にアンケート用紙を渡して、回収をしていると

ころでございます。 

 ６月、８月とも、利用の目的というところでは、

そんなにそれぞれ差はないのですけれども、やはり

観光目的での利用が６月も８月も４割を超えている

という。特に８月につきましては、５割近い方が観

光を目的として利用されているというようなアン

ケート結果が出てございます。 

 他の路線との比較までは行っていないのですけれ

ども、やはり観光エリアということもありますの

で、ほかの路線から比較すると、観光での利用目的

というお客さんは多いのではないかというふうに感

じております。 

 以上です。 

○議長（西村昭教君） １０番髙松克年君。 

○１０番（髙松克年君） その中で、今言われたよ

うに、調査したのが６月と８月ということで、観光

シーズンということもあるのかもしれませんけれど

も、４０％、５０％近いと言われるような中で、実

際に恒常的に利用している乗客の内容というか、そ

ういうものも、できればその中から拾い出してもら

えたらというふうにも思うわけです。 

 それと、観光客の利用率が高いということは知れ

たのですけれども、その中で、やはり今、我が町な

んかも置かれている問題として、現存させていくと

すれば、観光客を取り込んで、どのような方法で

もって利用促進に向けていくのか、その方策があれ

ばお伺いしたいと思います。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １０番髙松議員のＪＲ関連

に対します御質問にお答えさせていただきます。 

 利用者の比率等につきまして、観光客以外につき

ましても同様に、通勤・通学に利用されている方

は、どのシーズンを通じても４割を超えている方

が、全体の量の中で占めているということで、観光

客等の方を含めますと、もう８０％以上は安定して

利用されている路線なのかなと、そんな認識をして

いるところでございます。 

 また、観光を中心といたします利用の促進策につ

きましては、ひとり富良野線だけが頑張ってなせる

ものではないと私は思っておりまして、先ほどお答

えでも述べましたように、ネットワーク化されてい

ることに対して意義があるというふうに思っており

ますので、広い意味でＪＲの利用が促進されるよう

な意見もこれから述べてまいりたいと、そんなふう

に感じているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） １０番髙松克年君。 

○１０番（髙松克年君） 道の中で有識者でつくら

れているＪＲ再生会議の中において、この間、声明

が出たのですけれども、１年以内に路線の存廃判断

を促すという、かなりきつい内容の声明文が出され

ましたけれども、その中で、それぞれ国が行うべき

こと、道が行うべき、地方自治体が行うべきことな

どの項目も示されていますけれども、これらに対す

る町の考え方、存続を基本に考えていくのか。今の

町長のお話では、この現状を維持していくこととい

うふうにも聞こえますけれども、これ以上に、ある

意味では廃線を基本とするようなことも、また、存

続を基本としていく考え方と両立てのような形で

やっていかなけれならないと思うのですけれども、

その辺についてお伺いしたいと思います。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １０番髙松議員のＪＲ問題

に対します御質問にお答えさせていただきます。 

 議員御質問にありましたように、さきに再生推進

会議の有志の方々によります提言がなされたことも

承知をしております。これらにつきましては、知事

もそのメンバーの１人に入っておりますが、知事を

除いた方々で取りまとめられているようでございま

すが。私どもこれまでかかわってきた中の印象で申

し上げますと、やはり国鉄が民営化されて３０年た

ちましたけれども、当時の３島問題、要するに九

州、四国、北海道のＪＲの当時の民営化された時点

まで話がさかのぼらないと私は根本的な改革ができ
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ないという思いでおります。多分、知事もそういう

ような考えに基づいて、国に対する発言をしている

のだというふうに思いますが。 

 いずれにいたしましても、やはりそのあたりは

しっかりと整理されて、ほかの２島と同じ状況かと

いうことを考えますと、私としては、ＪＲ北海道と

いうのはまだまだ皆さんで共有する部分も共有しな

いと、ＪＲ北海道については、御案内のように民間

化されたとはいえ、１００％国が株主ですから、や

はりそこらのこともきちっと整理した上で、富良野

沿線に限って申し上げますと、私は富良野沿線につ

いては絶対存続しなければならない路線だと考えて

おります。ただ、ひとり富良野沿線だけが頑張って

解決できる問題ではありませんので、何回も申し上

げますか、ネットワークとしてあることが大事だと

いうことを基本に、これからも取り組んでまいりた

いと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） １０番髙松克年君。 

○１０番（髙松克年君） 町長の存続させるような

方向でというか、北海道全体でという意味合いで言

われているのだと思うのですけれども、存続させる

となれば、今、ＪＲから各路線のところで、各自治

体と個別に交渉事というか、水面下という言い方は

ありますけれども、新聞なんかで公表されているや

り方の中というか、方法の中で、上下分離、乗客の

増強というか、増加を見込む。赤字の路線において

の穴埋めというようなことも実際に遡上しているわ

けですけれども、それらについて、この町での方向

性というか、そういうものをお聞きしたいと思いま

す。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １０番高松議員の御質問に

お答えさせていただきますが、存続のための方策、

具体的な方策、例えば今、議員がおっしゃいました

上下分離だとか、そういったところまで、この富良

野線については議論をまだ進める段階ではないとい

うふうに考えております。 

 とりわけ、私が感じますのは、やはりそれぞれ線

区に応じて利用に対する密着度、住民と鉄道との密

着度が非常に差が大きいものですから、それが皆さ

ん本当に、どうしてもほかに選択肢がないと、ＪＲ

以外に選択肢がないというような強い危機感を持っ

ておられるところは、例えば上下分離も少し相談に

乗ってみようかみたいな、まず、こういう温度差が

あることは私は好ましいことではないなと思ってお

りますので、特に、議長もそういう重要な協議のメ

ンバーになっておりますので、町民や地域の声を

しっかりと把握した中で、これからも思いを伝えて

まいりたいと考えております。 

○議長（西村昭教君） １０番髙松克年君。 

○１０番（髙松克年君） その問題についても、次

の６次総合計画に向けてのアンケートの中でも、住

民の鉄道の優先度合いは確実に路線バスよりも高

く、６番目にある。住民の交通体系に対しての満足

度は低い評価が出されていると。満足度が低いとい

うことは、それらに対して、住民の意識として持っ

てるものは、もっと便利なものを求めているという

部分もあるのかと思うのですけれども、その住民の

要求に対して、今やはりＪＲを残して、乗客の増加

を見込むとすれば、その辺の手当てというのをどう

いうふうに考えていくか、これ重要なことだと思う

のです。地域の上富の町民の人たちも、ある意味で

は、どういうふうにやっていったらいいかというこ

と、また、便利さを求めているということがわかっ

ているわけですから、その辺にどういうふうに手入

れをして、乗客の増加に結びつけていくような、ま

た、先ほどからも出ているように、観光客にどうア

ピールしていくか、これらについてもう一度お伺い

したいと思います。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） 髙松議員の御質問にお答え

させていただきます。 

 それぞれＪＲの利用促進に向けましては、観光客

をターゲットとしたものと、あるいは通勤・通学等

で利用される方々、それぞれ切り口が違うというふ

うに理解しております。観光客に対しましては、

オール北海道で、やはり公共交通ネットワークとい

うものの中での鉄道の重要性というものを大いにＰ

Ｒして、これはやはりＪＲ側も大いにそういった営

業努力を期待するところでありまして、そういった

ものが一体的に活動することによって効果を得られ

るのではないかと思っているところでございます。 

 一方、地元の方の利用、これにつきましては、毎

年ＪＲと私ども沿線の首長を中心に、ＪＲ旭川の支

社と毎年意見交換をしております。いつも私どもが

要望させていただいておりますのは、まず、ハード

整備では、例えば駅舎の環境整備だとか、おかげさ

までトイレはうちは直していただいたのですが、Ｗ

ｉ－Ｆｉを設置していただくとか、あるいは一番

ネックになっているのは、やはり通学生に対する便

利のいいダイヤの組み方、これについては毎年協議

をさせていただいておりますが、非常にＪＲの苦悩

も私ども理解できる。１便ふやすために富良野へ

夜、泊めなければならない。それによって、それを

使う予定していたほかの線区の車両をどこかから手

配してこなければならない。非常に複雑なダイヤで

組まれている実態もわかります。だけれども、そう
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いうことで利用客をふやす努力もお願いしたいとい

うことは毎年申し上げておりますので、それぞれの

状況に応じた取り組みを通じて、利用増につながる

ように私どもも役目を果たしてまいりたいと考えて

おります。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） １０番髙松克年君。 

○１０番（髙松克年君） それに、やはり再生会議

の中でも、市民レベルのところまで情報を開示して

いけということが指摘されているのですけれども、

町においても、我々ちょっと残念だなと思うのは、

ここまで論議が高まっている中で、町のほうからこ

の路線云々のことについて、何か広報などに、利用

客の増強をというのはアピールはされましたけれど

も、そのほかのことで、やはりもう少し情報を欲し

いと。先ほどの満足度の中でも、低い評価を得てい

るということは、そういう答えなんかも知らされて

いなくて、実情がわからなくて、不満はたまってい

るみたいなところがちょっと出て、ちょうど期間的

に言えば、アンケートをとった時期がそういう時期

にも重なっていたのかなというふうな思いもしてい

ます。 

 そういうことで、本当に町と町民が一体となっ

て、これをどうしていくか考えなければならない時

期に来ているのだと思います。それで、ぜひこれか

らの取り組みについて、町長からの決意を聞かせて

いただきたいと思います。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） 髙松議員の御質問にお答え

させていただきます。 

 ＪＲの利用促進を町民の皆さん方にいろいろお願

い申し上げるという広報活動は、これは必要だろう

というふうに思います。しかしながら、一方では、

やはりＪＲみずからの営業努力、さらには、我々地

域を預かるものといたしましては、鉄道だけが公共

交通を構成しているわけではございませんので、他

の運輸事業者等との兼ね合いもございますので、そ

の辺はバランス感覚をしっかりと認識した中で、総

体の公共交通体系を構築していけるように努力をし

てまいりたいと考えるところでございます。 

○議長（西村昭教君） １０番髙松克年君。 

○１０番（髙松克年君） 今、町長が言われたよう

なことで、ぜひ町民の皆さんにも、公共交通として

の役割というか、それをしっかり示していってほし

いと思います。 

 次に、民生委員のことについてお伺いいたしま

す。 

 ２５年問題に象徴されるように、今後、我が町に

おいても高齢者の増加とか認知症高齢者の見守り支

援、核家族化により孤立されるような高齢者、ひと

り暮らしや孤独死の問題など、また、子どもの貧困

問題、ＤＶ問題、生活弱者の増加など指摘されてい

る中に、具体的なことは出てきていませんでしたけ

れども、多くの課題を抱えているのが現状だという

ふうに思っています。 

 住民への民生委員・児童委員の活動、日ごろ見て

はいるのですけれども、どういうことが根底にあっ

て、その活動がなされているか、そしてまた、その

活動の重要性は、それに携わっている関係者ばかり

ではなくて、多くの人たちに知らせる必要があると

思うのです。健康で健全にと言ったら語弊あります

けれども、お世話にならない人は、何のためにとい

う感じも受けていたりして、十分に知らされている

かどうかということが活動の、ある意味では困難さ

を広げているような部分もあるということもお聞き

しますので、その辺についての町長の見解をお伺い

したいと思います。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １０番髙松議員の民生委

員・児童委員の皆さん方に対する住民の理解度につ

いての御質問にお答えさせていただきますが、私の

認識といたしましては、民生委員・児童委員の皆さ

ん方は、日常的に町民のそれぞれの皆さん方とかか

わりを持っていただいていると、そういうことは、

多くの町民の皆様方が既に御理解をいただいている

ものと、まず認識をしているところでございます。 

 具体的な例を挙げまでもなく、まず、選任の時点

から、住民会の中で十分に御検討いただいて選任を

いただいている、そこからスタートしておりまし

て、もちろん高齢者の実態調査、あるいは町内の高

齢者、例えばふれあいサロンへの参加だとか、また

一方、保育所等にお子さんを預けておられる方々に

ついては、就労状況の証明をいただくのは民生委員

でございますので、そういった各階層の皆さん方と

日常的にかかわりを持っておられるという状況でご

ざいますので、もし活動についてのお知らせが不足

しているところがあれば、御指摘いただければ積極

的にお知らせしてまいりますが、住民の皆さん方に

は広く認識されている委員ではないかというふうに

理解をしているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） １０番髙松克年君。 

○１０番（髙松克年君） それで、次に、選任の問

題について、課題はないと認識しているというふう

にお答えをいただいたのですけれども、現在のよう

に自治会、住民会から選任の際に、十分に委員の仕

事の内容に精通していればいいのですけれども、な

かなかそうもいかない場合もあって、自分がちょっ
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と経験したことなのですけれども、ちょうど民生委

員の推薦を住民会がやらなければならないことに

なった年に、ちょうど住民会長をやるというような

ことになって、自分も民生委員に対しての十分な認

識が、これほど多くの仕事をやられているというこ

とに対して認識がなかったこともありますけれど

も、お願いに行ったときに、言ったらあれだけれど

も、住民会長に頼まれて俺はやっているわけでない

ぞというようなことで、なかなか引き受けてもらう

のに苦慮というか、苦労したという経験があるわけ

です。先輩の委員に、再任だったのですけれども、

お願いに行ったときだったのですけれども。 

 そういうことからしても、自分としては、委員の

仕事の内容に精通していれば、対応としては、もっ

とうまくやれたのかなと思うのですけれども、もし

もそういうようなことが出てくる場合においては、

やはり住民会長が担当者と一緒に同行して、仕事の

内容とか、お願いすることについて、十分なお話が

できて、理解をしてもらって、推薦できるというよ

うなことがあればということも思います。改善は難

しいのか、それをすることが難しいことであればい

たし方ないとも思いますけれども、ぜひ選考の場合

にそのようなことが生じたときには、担当者が同行

するなどしての配慮をお願いできればということも

思いますし、それによって、選ばれた人も十分な理

解にもとに引き受けてもらえるというようなことに

もなるのかなと思いますので、その辺の配慮をお願

いしたいと思いますけれども、どうでしょうか。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １０番髙松議員の民生委

員・児童委員の選考に対します御質問にお答えさせ

ていただきますが、ただいま議員からお話しされま

したような、そういう意味での選考についての住民

会長、あるいは住民会からの要望に対します、町当

局としての支援なり御協力は惜しむものではござい

ません。お声がけをいただければ、民生委員の役

割、仕事の内容等については、極力御説明に上がる

ことはいといませんので、お声がけいただければと

思います。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） よろしいですか。 

 １０番髙松克年君。 

○１０番（髙松克年君） 次に、委員の職務と実態

についてお伺いしたいと思うのですけれども、自分

の持っている、調べた資料の中では、２８年度、１

人当たり５６７回の出動というか、実働となってい

るのです。多様な内容と案件の多さには自分も驚い

てしまったというか、これを３４人の方々でやって

おられる、全体で実に１万８,０００回を超すよう

な仕事をしていることになるのかと思うのですけれ

ども、これがまた、年々増加しているような状況に

あるわけです。 

 各地で民生委員に対しての協力員制度というのを

設けている地域がありますけれども、これだけ多く

の仕事を助けるためには、このような民生委員の協

力員制度などができないのかどうか。また、それが

できないのであれば、定数の拡充、それらあたりを

国への要望とか道の基準の見直しとか、都市部にお

いては特に多いということなのですけれども、上富

良野でも各町内会においての難しい調整もあるよう

に伺っていますけれども、これからもこのことを続

けていかなければならないのは当然なのですけれど

も、それらについてどういうふうに考えているか、

お伺いしたいと思います。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １０番髙松議員の御質問に

お答えさせていただきます。 

 それぞれ民生委員・児童委員の活動の回数の捉え

方は、議員はどういうカウントをされて調査されて

いるか、ちょっと私では持ち合わせておりません

が、いずれにいたしましても、本町の民生委員・児

童委員の定数も含めまして、これまで民生委員協議

会の中で、それぞれの活動の実態をこれまでいろい

ろ反映した中で、地区のあり方、あるいは定数のあ

り方、そういったものの積み上げの中で今日の定数

になってきていると理解しておりますので、私ども

といたしましては、そういった、今、議員からお話

ありましたような荷重感というものが、特に今大き

な課題になっているというふうにはお聞きしており

ませんし、あるいは補完的な任務を担っていただく

ものの中には、各地域に福祉委員も既に配置させて

いただいておりますので、そういった補完もさせて

いただいていると思っておりますので、もし民生委

員協議会の中で、非常にそういう負担感だとか、あ

るいはサポートしていただきたい分野等の声があり

ましたら、それは十分に検討する必要があるという

ふうに認識しているところでございます。 

○議長（西村昭教君） １０番髙松克年君。 

○１０番（髙松克年君） 今の町長の話の中に、少

し統計的なことのお話で、自分たちとしては、それ

はどこから出ているのかという話ですけれども、民

生・児童委員活動状況年間集計表からとらせても

らったのですけれども、その中で、合計数としては

１万８,４６５回、主任児童委員として８２３回と

いう数字の中からとらせてもらって、今お伺いして

いるわけです。 

 それで、町が、ある意味では、今言われたように

福祉委員とか、いろいろなところで重なる部分で、
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保健師と重なったり、ケースワーカーの人たちとも

重なる部分なんかもあったりするのかと思うのです

けれども、この回数からいって、民生・児童委員の

人たちに、町がもう少し手分けをすれば、仕事を分

けられるようなことも、重なってやっている部分と

か、調査とか、そういうことなんかも含めて、どう

いうふうに実際としてはなっているのか、それらに

ついての考えというか、これをどうやって軽減させ

ていくかということについて、どういうふうに考え

ているか、お伺いしたいと思います。 

○議長（西村昭教君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（北川徳幸君） ただいまの１０番

髙松議員の御質問にお答えしたいと思います。 

 今、御質問あった、１人当たり約５６７回、８,

０００件という回数なのですけれども、それについ

ては、毎月、月報におきまして、相談を含め、いろ

いろ、１回出た回数を報告いただいて、種々報告い

ただいている経過にございますが、その内容につき

ましての軽減につきましては、ほかの部分に重なる

ところも一部ありますが、民生委員の範囲の中で

やっていただいてる中で、このような結果になって

おりますので、１人当たり５６７回の結果になった

ということでございます。 

 それで、今現在、民生委員協議会の中でも、総務

部会の中で、特に民生委員の配置数並びに地区割の

関係、世帯数でいきますと二十数件から３２０件と

いう、郡部と市街によって差は出てございます。そ

の中で、負担感について、中で今、協議していると

ころでございますので、その協議をもって、またこ

ちらのほうで検討していきたいと考えております。 

○議長（西村昭教君） １０番髙松克年君。 

○１０番（髙松克年君） そのような中で、やはり

しっかりと意見の調整というか、そういうものをし

て、今言われているような大きな隔たりというか、

それらあたりをどういう方法で埋めていけるか、同

じ人数の中で、先ほど言ったように協力員とか、そ

ういうものを置けないとすれば、それをどうやって

埋めていくかということを、ぜひ話を協議会の中で

進めてもらうような方法をとれないかどうかも。ま

た、それが十分にとれないとすれば、先ほど提案し

たようなこととか、ほかの福祉委員とか、そういう

人たちとも手分けして、この回数を、やはりこれだ

けの回数をある一定のところの人たちが担っている

とすれば、大変な回数、多いところもあると思うの

です。その辺についてしっかり調査もしてほしいと

いうふうに思います。 

 それで、何人かの方に話を伺ったのですけれど

も、委員は、ボランティアであるということは十分

に認識されていて、しかも、仕事の内容、働きに

も、民生委員としては誇りを持って務められている

ことは、会って話をすると伝わってくるのです。こ

れだけの仕事をしていて、言ったらあれですけれど

も、苦労はしていると思うのですけれども、それを

表に出さない。本当にプライドを持ってやられてい

るということに、自分としても非常に頭の下がる思

いで話を聞かせてもらいました。 

 また、やっている本人も、自分自身にとっても、

民生委員を引き受けたことによって、本当に大きな

人生経験をさせてもらったと。自分自身にとって

も、世間というか社会というか、それが非常に広く

なったというようなことも返ってきました。 

 そうなのですけれども、残念なことに、それが自

己犠牲の上に成り立っているとすれば、我々はそれ

に本当に、ただ単に、御苦労さまと言うだけでいい

のですかねという感じを受けました。世代が変わっ

ていくと、どのような受けとめ方に、民生委員とい

うのが変わっていくか。また、その人が言っていた

のですけれども、私も家族がいるから、支えられて

この仕事ができていると。これが例えば夫婦２人で

子育てをしながらとか、それを少し終えたとして

も、それでできるかどうかということなんかも話が

出るぐらい、やはり民生委員になっている人たちの

家族の人たちも、本当にこれを支えている。それ

は、この町を支えているということにもなると思う

のです。 

 そのようなことでも、重要な役割を担ってもらお

うとすれば、答弁書にも書かれているように、管内

の平均であればとか、本当にそれで正しい評価を、

民生委員の人たちへの評価として、この町における

仕事として評価をしているのかどうか、このことが

問われるのではないかと思うわけです。 

 それで、もう一度聞きたいのですけれども、これ

らについても、町長としてはどういうふうに、将来

像も含めて、民生委員のあり方を考えているのか、

お伺いしたいと思います。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １０番髙松議員の御質問に

お答えさせていただきます。 

 まず、民生委員・児童委員のみならず、町内には

さまざまな角度からさまざまな形で御協力いただい

ている方が多数いらっしゃいます。それぞれその任

をしっかりと御理解いただいて、多くの皆さん方

が、やはりボランティア精神を基本に御活躍をいた

だいております。その中の民生委員・児童委員も一

つの位置づけになるのだろうというふうに理解をし

ているところでございます。 

 また、活動費等についてのお尋ねもございました

が、これも冒頭お答えさせていただいておりますよ
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うに、これまで長い年月をかけて、それぞれ客観的

に、あるいは協議会の中で御議論を重ねてきた中で

構築されてきたものでございますので、私はそれを

尊重するべきだというふうに考えているところでご

ざいます。 

 また、負担感等につきましても、これまでも民生

委員協議会の中でいろいろと検討されていたり、あ

るいはそういった中を通じて、地区を見直したり、

あるいは定数をふやしたりということを、これまで

も歩みの中で続けてきております。今後もそういっ

た活動、あるいは検討、研究を通じる中で、あるべ

き姿に収れんされていくものというふうに理解して

おりますので、それらの動きについては、町は十分

に理解をしていく思いでございますので、御理解を

賜りたいと存じます。 

○議長（西村昭教君） １０番髙松克年君。 

○１０番（髙松克年君） 協働のまちづくりを標榜

しているとすれば、どこかに負担をかけての協働で

あれば、これは非常にいびつな形になってしまって

いて、それがきちっと正しく、意味合いどおりに理

解されるかどうかという問題も生じてくるように思

いますから、言葉だけではなくて、ぜひお互いにつ

くり上げていくという誇りと実働、それを含めて考

えていかれるようにお願いしたいというふうに思い

ます。 

 質問を終わります。 

○議長（西村昭教君） 以上をもちまして、１０番

髙松克年君の一般質問を終了いたします。 

 暫時休憩といたします。 

 再開は１０時半といたします。 

─────────────── 

午前１０時２０分 休憩 

午前１０時３０分 再開 

─────────────── 

○議長（西村昭教君） 休憩前に引き続き、会議を

再開いたします。 

 次に、２人目の一般質問。 

 １３番村上和子君。 

○１３番（村上和子君） 私は、さきに通告してあ

ります２項目について質問いたします。 

 まず１項目めは、日本ジオパーク新規認定に向け

ての今後の取り組みについて。 

 残念ながら認定見送りとなったが、認定に向けて

の今後の取り組みについてお伺いしたい。 

 上富良野町は、十勝岳ジオパーク構想のもと、美

瑛町と２町で２０１５年４月に、十勝岳山麓ジオ

パーク推進協議会設立後、地域おこし協力隊２名の

方はもとより、担当課もありとあらゆる方法で、観

光・行政・防災教育・住民会・各種団体などの出前

講座、学習調査・研究ネットワーク活動、ジオパー

ク構想のもとに目標をつくり、町民の多くが町の活

性化のために理解を深めてきた。回数にすれば２３

４回で、これだけの取り組みを本当によくやられた

と思う反面、こういう結果になってしまったことは

残念で仕方がないが、以前よりハードルが高くなっ

ており、事務局が美瑛町、上富良野町の二つの町に

置かれているため、ジオパークとしての計画が実施

できる持続可能な運営体制になっていないというこ

とで、認定が見送られることになった。 

 また、認定に何年もかかるという見方もあるが、

美瑛町との温度差を感じており、今後については、

上富良野町だけでは不可能と思われるが、美瑛町と

モチベーションを保ちながらやっていけるのか、来

年度の予算づけ方法と、今までと違った活動によっ

て、認定にこぎ着けることができるのか、今後の取

り組みについて、町長にお伺いいたします。 

 ２項目めは、元気高齢者づくりとボランティア活

動に参加しやすい仕組みづくりを。 

 第６次上富良野町総合計画策定のための町民アン

ケート調査によると、町の愛着度については、年齢

別では、７０歳以上で８割、８４.７％を超えてお

り、健康増進についても、取り組んでいる人は、７

０歳以上で８割、８１.３％であるが、一方で、地

元公園等のボランティア活動をしている人は、７０

歳以上で約４割、３７.５％と低い数値になってい

る。 

 北海道が今年度より開始した「赤れんが・地域応

援シニアバンク」の目的は、人材不足が懸念される

市町村や地域の公共的・公益的団体の円滑な業務推

進をサポートするため、幅広い行政分野において専

門的な知識や経験・技能を有する道職員などの退職

者にボランティアスタッフとして登録してもらい、

市町村等の求めに応じて登録者を紹介する制度であ

る。これを市町村に置きかえて、本町において導入

するよう検討する考えはないのか、町長にお伺いし

たいと思います。 

 以上でございます。どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １３番村上議員の２項目に

ついての御質問にお答えさせていただきます。 

 まず、１項目めの十勝岳ジオパークに関する御質

問にお答えさせていただきます。 

 平成２９年度の新規認定申請に対しまして、日本

ジオパーク委員会の審査において、今回については

認定を見送るという結果となりましたが、これまで

多くの地域の方々に活動への御理解やさまざまな取

り組みに参加をいただくなど、多大な御協力をいた
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だいたことを考えますと、今回の結果は非常に残念

であります。地域の皆様や関係者の方々には、改め

て心から感謝を申し上げる次第であります。 

 この間、日本ジオパークネットワークから、今回

の審査結果について示され、審査結果報告書を受け

取ったところでありまして、この報告内容につきま

しては、行政ホームページにも掲載しているところ

であります。 

 報告書の中では、事務局や協議会の運営体制のほ

か、活動の持続性が見えづらいなど、現状では十分

な活動実績が積み上がっていないとの御指摘もいた

だきましたが、これらの指摘事項につきましては、

今後のジオパーク活動の取り組み方へのアドバイス

であると受けとめておりまして、一方、防災意識の

高さやジオサイトの保全、ジオツーリズム等では評

価もいただいておりますことから、これらのことを

十分参考に、与えられました課題をしっかりと受け

とめ、引き続き美瑛町とともに十勝岳ジオパーク推

進協議会を核といたしまして、ボトムアップにより

ますジオパーク活動を一体的に推進し、極力早期の

認定となるよう、一層の取り組みの充実を図ってま

いりたいと考えております。 

 なお、近々、十勝岳ジオパーク推進協議会の臨時

総会が予定されておりますことから、本会議におい

ても意思統一や今後への対応方針等が決定されてい

くものと思いますが、基本的には、日本ジオパーク

認定を目指すとともに、すぐれた地質・地形を保全

しながら、これらを教育・防災・観光など多面的に

活用し、地域の活性化につながるよう、継続的に活

動を進めていくことがジオパークの取り組みの基本

であると認識しておりますので、御理解を賜りたい

と存じます。 

 次に、２項目めの元気高齢者づくりとボランティ

ア活動に参加しやすい仕組みづくりに関する御質問

にお答えさせていただきます。 

 議員も御承知のとおり、我が国の平均寿命は年々

延びており、世界に先駆けて超高齢化社会を迎える

中で、当町におきましても、健康な生活を享受でき

るよう、健康づくりのまち宣言を初めとして、健康

寿命を延ばすことを目的とした施策を進めてきてお

り、町民の皆様にも着実に定着してきていることが

アンケート結果にもあらわれてきているものと捉え

ております。 

 議員から御提言のありました北海道が行っており

ます赤れんが・地域応援シニアバンクにつきまして

は、道内の市町村等で課題解決のために不足してお

ります専門的な知識や経験・技能を有する人材の確

保のため、北海道職員等を退職後、自身の専門的知

識・経験や資格を生かし、道内市町村の課題解決を

図ろうとするものでありまして、活動を希望する

方々にとりましても大変有意義な制度と理解をして

おります。 

 この制度を町に置きかえての導入につきまして

は、町内には、役場退職者や自衛隊退職者の方々な

ど、専門的な知識・経験を有する方が多くおられま

すが、既に自治会活動や社会福祉活動などさまざま

な場面で御活躍をいただいており、当町においてシ

ニアバンク等の設置は難しいものと思われます。 

 一方、ボランティア活動につきましては、本人が

希望する活動とのマッチングも必要なことから、こ

れらにつきましては、社会福祉協議会のボランティ

アセンターなどを通じ、充実を図ってまいりたいと

考えておりますので、御理解を賜りたいと存じま

す。 

○議長（西村昭教君） 再質問ございますか。 

 １３番村上和子君。 

○１３番（村上和子君） １項目めの再質問でござ

いますけれども、美瑛町長と引き続き認定を目指し

てやっていくということをお互いに確認し合ったと

いうことで、引き続きやっていくということはわ

かったのですけれども、今回の審査結果報告の中

に、解決すべき課題として、活動の持続性が見えづ

らい。それから、上富良野町と美瑛町で、それぞれ

が独自にジオパークを解釈して、それぞれが活動す

るならば、この二つの町で一つのジオパークを運営

する意味はないと、こういうふうな御指摘もあり、

美瑛町、上富良野町としてでなく、十勝岳ジオパー

クとしての実績として申請書をまとめて、基本計画

を策定、見直しを図っていくという体制が必要だ

と、それが改善しなければいけないということに

なっているのですけれども、町長の答弁では、一つ

一つ課題を検証する、していくと、そういうことで

すけれども、上富良野町と美瑛町とでなく、十勝岳

ジオパークとして、一体的な推進の強化を図るとな

れば、一つの例として、ジオガイド養成をお互いに

しているのですけれども、そういったジオガイドの

方が、美瑛町のジオガイドが上富良野町のジオガイ

ドの説明なんかも十分に知り得ていると。逆に上富

良野町のジオガイドが美瑛町のガイドなんかも、い

ろいろなことが説明ができるというか、こういった

教育、養成ということをやっていけば、一つの共

有、連携化といいましょうか、そういったことにも

なるのではないかと思うのですけれども、そのジオ

パーク活動の一体化の強化策というのは、これから

共通の、上富良野は上富良野、美瑛は美瑛ではなく

て、共通の専門家、これをもう少し、何名か設置す

る必要はないのでしょうか。それから、予算も今ま

でより増額と、それをするには予算も少し増額にな
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るのかなと。 

 それからまた、極力早期の認定となるよう取り組

むということでございますけれども、いつごろ再申

請予定、ある程度のめどというのを立てなければい

けないと思うのですけれども、再申請の予定はいつ

ごろと考えておられるのか、お伺いしたいと思いま

す。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １３番村上議員のジオパー

クに関します御質問にお答えさせていただきます。 

 ジオパークの認定見送りにつきまして、その後、

ジオパーク委員会からいただきました報告書等も私

どもなりに検討もさせていただきました。今回御指

摘をいただきました点につきましては、私どもとい

たしましても、そうだなと、そういうところの少

し、まだ定着度と申しましょうか、活動の実態が見

えづらいなということは私どもも理解するところで

ございまして、これらについては、しっかりと実績

が感じ取れるような活動に育てていきたいというふ

うに思っております。 

 また、ジオガイドの養成等につきましては、これ

はもう、両町のガイドがどちらもガイドできるよう

な、そういったことは非常に大切でございます。ま

さしくそういうところにも目を向けられております

ので、これはぜひそういう形で、そして人数ももっ

ともっとふえるような取り組みは、これは必要であ

ろうというふうに考えております。 

 一方、専門員の方、学芸員的な働きをしていただ

く方の設置は、これはジオパークを目指す中には、

これは絶対避けて通れない重要な役割を果たす、

担ってもらう立場の方になりますので、これは引き

続き、私どもの町といたしましても、ジオパークの

ネットワーク委員会と思いが共有できるような形で

配置していきたいというふうに考えております。こ

れは、美瑛町とも今後の協議の中で、どうやって認

めていただくような位置づけをしていくかというこ

とは、これから議論になりますので、議員から御質

問にありましたように、そこはしっかりと皆さんに

わかるような形で配置していく必要は感じていると

ころでございます。 

 再申請の見込みにつきましては、来年早々にとい

うのは非常にハードルが高いと理解しておりまし

て、一般的に再申請をされている例を見ますと、や

はり１年置いて、再来年ということが一般的な形と

いうふうに理解しておりますので、そのようになろ

うかと思います。 

 また、先ほどの御質問に戻りますが、専門員等の

配置につきましては、当然予算が伴うわけでござい

ますので、これはまた、推進協議会の中で形づくり

が決定しました暁には、また、予算についても皆さ

ん方に御提示してまいりたいと、こんなふうに考え

ております。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） １３番村上和子君。 

○１３番（村上和子君） 再申請の予定としては、

来年だとちょっと時期尚早ではないかと、再来年の

大体５月ぐらいはどうでしょうか、これから考えて

いかれると思うのですけれども、大体そういう時期

を考えているということはわかったのですけれど

も。 

 それと、近いうちに美瑛町と十勝岳ジオパーク推

進協議会があるということでございますけれども、

そこで、今後の対応方針、それから意思統一を図る

ということでございますけれども、一体化した案と

いうものも一つや二つは用意していく必要があると

思うのですけれども、それらについてはどういう構

想をお持ちなのでしょうか、ちょっとお聞かせいた

だきたいと思います。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １３番村上議員の御質問に

お答えさせていただきます。 

 基本的な私どもの認識は変わっておりません。た

だ、ジオパークの委員会の皆さん方の、美瑛、上富

良野で取り組んでいる形が、委員会の皆さん方の見

る目から見て、また、私どもが目指しているものと

少しかみ合っていない部分も私は感じておりますの

で、そういったことは、さらに実態をよく見ていた

だくなり、御指摘をいただいている中で、我々みず

から、やはりそこは少し足りないよなと感じるとこ

ろもございますので、それらを少し整理した中で。

私よく審査委員の方々ともお話しさせていただいて

いるのですが、一体化という定義が、ジオパーク委

員会の学者の先生方がうたわれる一体化と、また、

私ども各地域づくりを担う自治体としての一体化と

いうものが必ずしも同じだということではないので

す。それらのいずさを解きほぐしていく、我々努力

も必要だと考えておりますので、ことし、申請させ

ていただいた申請内容については、私どもは間違っ

ていないというふうに理解しておりますので、もう

ちょっと精査して、お互いに一体化されているとい

うふうに理解してもらえるような方向に向かうよう

に改善をしてまいりたいと考えております。 

○議長（西村昭教君） １３番村上和子君。 

○１３番（村上和子君） 今までの方向は間違って

いないという町長のかたい信念をお持ちなのですけ

れども、今まで非常に町民もいろいろとジオパーク

構想に向けて、理解を深めることで一生懸命やって

まいりました。私も出前講座を３回か４回聞かせて
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いただいて、本当によく頑張ってやってきたなと

思っているのですけれども、美瑛町、両町との活動

の積み重ねがまだちょっと足りないと。 

 それと、共通の専門職という人の、今、学芸員と

いうことをとおっしゃいましたけれども、そういっ

たいろいろな調査・研究もされております。それは

わかるのですけれども、そういった強い、この人を

大体ここら辺までというお考えを、変わっていらっ

しゃるのかどうか、ちょっとお尋ねしたいと思いま

す。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） 村上議員の御質問にお答え

させていただきますが、当初目指した、今の、少な

くても美瑛町と私どもとでとっております体制につ

きましては、多分ジオパーク委員会の中では、申請

内容については非常に高い評価をいただいておりま

す。申請内容と審査委員の先生方から見る目が、申

請書に書かれているような、うたい上げられている

ような実態が、地域から少し受けとめづらいという

ところを今回御指摘いただいたものだと思っており

ますので、申請内容に忠実に、合うような実際の体

制を整備していくことを求められていると思います

ので、専門員も含めまして、しっかりと申請内容に

ふさわしいような、中身が伴うような体制を両町で

これから築くことになっていくと思いますので、御

理解をいただきたいと思います。 

○議長（西村昭教君） １３番村上和子君。 

○１３番（村上和子君） 町長のかたい決意はわか

りますけれども、これからもずっとジオパークの多

方面での取り組み活動の、美瑛町とのモチベーショ

ンを保ちながらやっいくということは本当に大変で

なかろうかなと私は、モチベーションを両町が、活

動の連携を積み上げるということになれば、美瑛町

長の今後の認定に向けてやっていこうと確認し合っ

ているわけですから、そこはわかるのですけれど

も、町長の胸のうちはちょっと、今回、十勝岳ジオ

パーク推進協議会でいろいろなことが話されるので

しょうけれども、やっていこうという確約、かたい

ものもあるのではないかと思いますけれども、一つ

か二つ、聞かせていただけないですか。１町だけで

語るというのも難しいかもしれませんけれども、ど

うでしょうか、いかがですか。モチベーションを

保ってやっていけますか。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １３番村上議員のジオパー

クに対します御質問にお答えさせていただきます。 

 ジオパークに対する熱い思いを継続していくこと

は、これは可能であると思いますし、そういう前提

は崩すつもりもございません。 

 一般論で申し上げて恐縮ですが、全国に既に４

３カ所の認定された地域がございます。また、目指

しているところも多数ございますが、複数の自治体

にまたがってジオパークが構成されているところも

いっぱいございますので、そういった実例もこれか

ら多いに参考させていただきながら、特別私は高い

ハードルだとは思っておりませんので、全国にそう

いう実例が多々ございますので、必ず認定に向けて

進んでいけるものと確信をしているところでござい

ます。 

○議長（西村昭教君） １３番村上和子君。 

○１３番（村上和子君） しっかり取り組みをお願

いしたいと思います。 

 それでは、２項目めの再質問をさせていただきた

いと思います。 

 元気高齢者づくりとボランティア活動の参加しや

すい仕組みにづくりについてでございますけれど

も、社会参加は高齢者の元気のもとでして、元気高

齢者をつくるということは、社会保障費も軽減され

ますし、そうした対策として、少し体を動かすボラ

ンティア活動が最適。それには、今、道でやってい

る赤れんが・地域応援シニアバンクを町村において

設置すればいいと考えましたけれども、町長は、有

意義なこととは思うが、上富良野町でのシニアバン

クの設置は難しいということで、社会福祉協議会の

ボランティアセンターを通じ、充実を図るとの御答

弁をいただきましたけれども。 

 実は、社会福祉協議会のボランティアセンター、

コーディネーターもいるのですけれども、ボラン

ティア体制づくりを支援するところでもあるのです

けれども、今なかなか、現在の状況としては、そう

いう組織として、そうはなっていないというものも

感じるところでございまして、役場退職者は専門的

な知識も、それからいろいろ経験も豊富でいらっ

しゃいますし、指導者的な立場としてどうかなとい

うふうに申し上げているわけで。 

 今、超々高齢化で、今、平均寿命は世界第２位

で、女性が８７歳、男性が８１歳、８年後には団塊

の世代が、町長もよく御存じかと思いますけれど

も、７５歳になる時代ということでございます。国

でも１００年計画構想を今考えているということで

ありまして、６次総合計画のアンケートにあるよう

に、高齢者ほど町に愛着心がありまして、また、健

康づくりもしっかりしながら、そして、元気高齢者

は社会参加活動を望む声もふえているのです、多い

のです。 

 ですけれども、地域応援、こういった役場退職者

みたいな方が、活動に町民を巻き込む、行政として

も、社会福祉協議会ばかりにお任せするものではな
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いと、私は、行政も一肌脱ぐべきではないかという

ことで質問申し上げているのですけれども、町長、

この点についてどのようにお考えなのか、お尋ねし

たいと思います。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １３番村上議員のシニア世

代の活躍に対する御質問にお答えさせていただきま

すが、まず、お尋ねにありました上富良野のシニア

世代の方々についての活躍のほどにつきましては、

先ほどお答えさせていただきましたように、少なく

ても自衛隊の退職をなされた方、あるいは役場職員

を退職した方、それらの方々は、見ていただいたら

一目、御理解いただけるように、さまざまな方面で

現在活躍をいただいております。当然町の事業に関

連いたします分野でも大勢の方が活躍していただい

ておりますし、地域活動においては、本当に中心的

な立場で御活躍をいただいております。 

 そういう観点から見て、北海道が今回設立いたし

ましたシニアバンクというようなものを、さらに上

富良野で必要かといえば、それはもう既に機能して

いるというふうに私は理解しているところでござい

ます。 

 それと、御質問にありましたボランティア活動に

対します考え方でございますが、これも実は、ボラ

ンティア活動をしたいという希望を持っておられる

方は、登録者については、団体も含めると１,００

０人を超えている実態だそうでございます。 

 ただ、議員から御心配の向きがありましたけれど

も、本当に自分が求めている分野で活躍ができてい

るかということについては、実は私もまだそこは不

十分だというふうに理解しております。こういった

課題を社会福祉協議会とずっと早くから実は共有し

ております。何とかボランティアセンターがさらに

機能をアップできないかということで、現在も協議

を続けております。なるべくこれが、せっかく活動

を希望されておられる方がたくさんおられますの

で、しっかりとマッチングできるような、実の伴っ

た体制に、組織に強化してまいりたいと。社会福祉

協議会のみならず、私どもも積極的に応援して、そ

ういう形をつくり上げていきたいと考えております

ので、ぜひ御支援賜りたいと思います。 

○議長（西村昭教君） １３番村上和子君。 

○１３番（村上和子君） 町長、前にもそのような

ことをおっしゃったかなと思っているのですけれど

も、今、社会福祉協議会にボランティア登録してい

るのは１,１８６名でして、１,１８６名というの

は、中央婦人部が７６人、日赤奉仕団が何人、それ

からＪＡ女性部、そういう人数の合計が１,１８６

名でございまして、個人的には７６名しか登録して

いないというような実態もございます。これは高齢

者ばかりではございません。 

 そういうので、今、実際にアンケートなんかも見

ましたら、高齢者ほど町に愛着心があって、そして

健康づくりもしながら頑張っていて、これからまだ

まだ健康寿命も延びてきている中にあって、やっぱ

りちょっと体を動かすこと、ボランティアしたいと

思っている人はたくさんいるのです。どういうふう

なことをしていいのかわからない。 

 そういったところを、社会福祉協議会のボラン

ティアセンターを充実するとおっしゃっても、充実

するということの言葉だけではちょっと、行政、町

としても、地域での支え合いである互助の考え方、

お互いに元気な高齢者、ちょっとボランティアに参

加して、社会、地域に貢献したいと、そういうこと

で、元気な高齢者が社会参加、活動への誘導の政策

という、そういう政策づくり、こういうのが必要だ

と思うのですけれども、社会福祉協議会のボラン

ティアセンターを充実すると、このような御答弁ば

かりいただくのですけれども、私は、町行政として

も、これから超高齢化に向けて、そういう政策が必

要なのではないかと思いまして質問させていただい

ていますが、町長、その点について、お考えを聞か

せていただきたいと思います。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） 村上議員の御質問にお答え

させていただきます。 

 ボランティア活動を充実させていくということ

は、これはもう申し上げるまでもなく、非常に大き

な、重要なものであると理解しております。 

 ただ、議員がどういう形をイメージされているか

はちょっとわかりませんが、私どもといたしまして

は、社会福祉協議会の、せっかくそういう機能を備

えた仕組みができておりますので、そこに行政とし

て積極的にかかわることが、行政として果たしてい

く役割としては、あるべき姿だと思っておりますの

で、ただ充実してください、充実してくださいとい

うことをただ申し上げるという意味で私は申し上げ

ておりませんので、やはり主体的に町もかかわっ

て、さらに、それがどういう形かは、例えば人材で

協力することなのか、あるいは活動費で協力するこ

となのか、そういったことは具体的にまだ提言もご

ざいませんが、私ども当事者意識は持っております

ので、そういうことで深くかかわって、このボラン

ティアセンターというものの充実を図ってまいりた

いというのが私の思いでございます。 

○議長（西村昭教君） １３番村上和子君。 

○１３番（村上和子君） 今、町長の答弁で、充実

するばかりでないとおっしゃいましたけれども、人
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材で協力ということで、役場の退職者の方は経験も

豊富だし、いろいろな知識もお持ちだからというこ

とで、シニアバンクみたいなものをということを申

し上げているので、地域での支え合う互助精神、元

気な高齢者が社会参加、活動へ誘導できるような、

巻き込むことができるような政策づくり、これに人

材をどうでしょうかと申し上げているので、そこら

辺にもう少し行政としても力を入れていっていただ

きたいなと、このように考えているのですけれど

も、もう一度、いかがですか。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １３番村上議員の御質問に

お答えさせていただきますが、議員から御質問いた

だきました、北海道が設置しておりますシニアバン

クというのは、直接、例えば土木技術だとか建築技

術だとか、あるいは農林・林務、そういった分野

で、専門的な知識を持っているＯＢの方が退職され

て自宅にいたのでは、せっかくのそういう技能が発

揮できないために、バンクをつくって、それぞれ市

町村から、こういう専門家はいませんでしょうかと

いう求めに対して応じているというのがシニアバン

ク制度でございます。それは上富良野町にとって

は、もう既にそれぞれの分野で活躍されているの

で、非常に上富良野にはなかなかマッチしないとい

うことで申し上げております。 

 例えばボランティアセンターでのスタッフとし

て、職員のＯＢだとか、あるいはそういうことに積

極的な方を活用していくのかどうかということは、

これはまた別でございますので、それについては、

そういう求め、あるいは意欲を持っておられる方は

積極的に御活躍いただくような条件づくりは、これ

はしていくべきだと、そんなふうに理解をしており

ますので、どうか御理解を賜りたいと存じます。 

○議長（西村昭教君） １３番村上和子君。 

○１３番（村上和子君） 北海道でつくられている

赤れんがの、それと全く同じことをというのではな

くて、そういうこともありますのでということで、

そういったものを参考にしてつくられたどうですか

と。そういう人方がそういうリーダーとなって、

コーディネーター的な役割でやっていったらどうで

しょうかということで、社会福祉協議会のボラン

ティアセンターばかりではなくて、お任せでなく

て、もっとかかわっていかなければいけないという

ことを申し上げているので、もっとかかわっていっ

ていただきたいということで。 

 今、介護保険も今度は、要支援１、２は外されて

いますけれども、介護１、２も今度は給付から外す

というような話もあるわけですから、やっぱり元気

な高齢者をたくさんつくっていくということは、社

会保障費にも軽減することになりますから、もう一

度ちょっとお尋ねしたいと思います。それと仕組み

づくりをお願いしたいと申し上げます。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １３番村上議員の御質問に

お答えさせていただきます。 

 仕組みを持って、そういった町が仕組みをつくっ

て、そういうさまざまな分野へ人を派遣のようなイ

メージを持たれる組織というのは、上富良野の町の

人口分布から申し上げて、町がそういう組織を設け

るというような必要性は、今は求められている状況

ではないというふうに理解をしております。 

○議長（西村昭教君） １３番村上和子君。 

○１３番（村上和子君） もう少し町長、社会福祉

協議会の実態ということも、よく実態を踏まえて、

活動をそこにお任せとまでは言いませんけれども、

やっぱりもう少し行政でかかわって、指導なり、そ

ういう強化を図っていきませんと、もう少し、私は

余り社会福祉協議会の実態をよく御存じではないの

ではないかなと、そういうあれなのですよね。ボラ

ンティアづくりを支援する体制、そういったところ

ではありますけれども、現況はそうはなっていない

ので、やっぱりコーディネーターもいらっしゃるの

ですけれども、なかなかプログラムもちょっとかみ

合っていないものもありますし、そういったこと

で、もう少し行政としても力を入れてかかわってい

ただきたい。再度お願いします。 

○議長（西村昭教君） 村上議員、もう少し具体的

な質問をしてください。余りにも抽象的過ぎる。答

弁もできないような質問ですので。 

○１３番（村上和子君） そういうことです。もう

一度聞かせください。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １３番村上議員の御質問に

お答えさせていただきます。 

 町としては、やはりそういったボランティア活動

等の主体をなすのは社会福祉協議会の活動を通じて

行われることが、あるべき姿だというふうに思って

おります。そういう意味で、先ほども申し上げまし

たが、社会福祉協議会に町が積極的にかかわってい

くことによって、思いを共有できますので、そうい

う中で、人材を多方面に活躍願うような、そういう

環境づくりは大事だと思っていますので、努力を続

けてまいりたいと考えております。 

○議長（西村昭教君） 以上をもちまして、１３番

村上和子君の一般質問を終了いたします。 

 次に、１２番中瀬実君の発言を許します。 

○１２番（中瀬 実君） 私は、さきに通告してあ

ります以下の点について町長の考えを伺います。 
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 町道の維持管理についてということで、町道は、

１級、２級路線合わせて５８路線、総延長４１５キ

ロと承知していますが、町道の維持管理についての

３点についてお伺いをいたします。 

 １番目、デリネーターの取り扱いについて。 

 現在、町道に設置されているデリネーターは、本

来の役目を果たしていないものが多く目立つが、撤

去とか修理についての考えを伺います。 

 ２番目、町道１級路線の草刈りについて、町で行

うことができないのか。 

 ３番目、町道の各所に見られる段差解消につい

て。橋とか工事跡の段差が町内各地で見られるが、

修繕の目安というものはあるのかということをお伺

いします。 

 ２番目、ごみ処理場等の水質検査について伺いま

す。 

 １番目、現在、町で行っている水質検査は、東中

地区とクリーンセンター内の２カ所と承知していま

すが、その目的について伺います。 

 ２番目、今後、過去にごみ処理場であったところ

の水質を、毎年でなくても検査をする考えはあるの

か。 

 ３番目、水質検査の結果報告はどのような方法で

周知されているのか。 

 ３項目め、ＴＰＰ対策について、町の基本的な考

えを伺います。 

 米国抜きの１１カ国によるＴＰＰの大筋合意がな

されました。このことにより、食糧基地北海道各町

村、現場に不安が広がっています。我が町において

も影響は多大であると思われます。 

 １番、これらの影響を最小限にするため、農家の

不安を解消するために町としてできる対策を想定し

ているのか。 

 ２番目、国際競争に対処し、機械の作業効率を高

めるためにも農地の基盤整備がより強く求められる

と思います。今後どのような形で取り組むか、暗

渠、区画整理、層圧調整について、町長の考えを伺

います。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １２番中瀬議員の３項目に

ついての御質問にお答えをさせていただきます。 

 まず、１項目めの町道の維持管理に関する３点の

御質問にお答えをさせていただきます。 

 １点目のデリネーターの取り扱いについてであり

ますが、議員御質問のとおり、設置からかなりの年

数を経過している路線も多く、除雪作業や事故等に

より、反射体の破損やポールが傾くなど、本来の機

能を満たしていない箇所もあると認識をしておりま

す。 

 デリネーターは、夜間、霧や降雨、降雪などの視

界不良時に、運転者に対しまして路側や道路線形の

視認性を高め、交通の安全を確保する意味におきま

しても必要な施設と理解をしております。本年度に

おいても一部更新をしたところでありますが、今後

においても現状を把握し、重要度等も考慮して、損

傷箇所の修繕及び更新を図ってまいりたいと考えて

おりますので、御理解を賜りたいと存じます。 

 次に、２点目の町道の草刈りについてであります

が、現在、町道の草刈りは、基本的に年１回、町に

おいて実施しておりますが、観光上必要な路線につ

きましては複数回行っている実態であります。 

 また、郊外路線においても、町において刈り取り

を行っておりますが、それぞれの地先の方々が草刈

りをしていただいている箇所も相当数あり、道路環

境や美観上も大変ありがたいと感じているところで

あります。 

 一方、国道及び道道におきましても、町と同時期

に行われるよう北海道開発局及び北海道に依頼をし

ているところでありますので、御理解を賜りたいと

思います。 

 次に、３点目の町道の段差解消についてでありま

すが、段差の起きる原因といたしまして、過去に行

われた工事における舗装切断復旧をした箇所に大型

車両等の走行による舗装面の沈下、橋の前後におけ

る段差や舗装面の亀裂、陥没などが全町的に発生し

ており、その都度補修対応をしているところであり

ます。 

 また、住民の皆様からの情報提供や道路パトロー

ルにより、現地を確認し、緊急性の高い箇所から早

急に補修を行い、さらに、注意喚起の必要な箇所に

は注意看板設置などを行っており、今後におきまし

ても引き続き安全確保に努めてまいりますので、御

理解を賜りたいと存じます。 

 次に、２項目めのごみ処分場等の水質検査に関す

る３点の御質問にお答えさせていただきます。 

 まず、１点目の水質検査の目的と、３点目の結果

報告につきましては関連がございますので、あわせ

てお答えさせていただきます。 

 町のごみ処分場における水質検査につきまして

は、対象となる施設はクリーンセンター最終処分場

と旧東中ごみ埋立地の２カ所であり、この２カ所に

ついて実施しているところであります。 

 まず、クリーンセンター最終処分場の水質検査

は、一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終

処分場に係る技術上の基準を定める省令に基づき、

設置者である町が実施することとなっておりますの

で、検査委託管理事業所による検査を実施し、放流

水及び周辺地下水、周辺井水について、随時報告を
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いただいております。 

 また、結果につきましては、日新地区の一般廃棄

物処理施設設置地区連絡協議会研修会において報告

しておりますが、周辺井水につきましては、個人情

報にかかわるため、個人に情報提供をさせていただ

いております。 

 次に、旧東中ごみ埋立地の水質検査につきまして

は、平成１１年３月末にごみ埋立地を閉鎖するに当

たり、地域住民から、保有水等集排水設備が整備さ

れていない処分場であること、閉鎖後に覆土とし

て、地区河川改修に係る土砂等の搬入を継続するに

当たり、引き続き水質検査の実施について要望があ

りましたことから、地域との協議により、基準省令

に基づく水質検査項目を参考とし、地下水等の検査

を実施し、検査結果につきましては、地域代表者に

報告をさせていただいております。 

 なお、クリーンセンター最終処分場における周辺

井水の検査項目以外の水質検査結果につきまして

は、町の情報提供コーナー及びホームページにおい

ても公開させていただいております。 

 次に、２点目の過去のごみ処分場の水質検査につ

いてでありますが、それぞれごみ処分場の閉鎖に伴

い、法令に基づき、既に対処し終えていることか

ら、今後において新たな水質検査を行う必要性はな

いものと考えておりますので、御理解を賜りたいと

存じます。 

 次に、３項目めのＴＰＰ対策に関する３点の御質

問にお答えさせていただきます。 

 国では、これまでアメリカを含む１２カ国でのＴ

ＰＰ協定を想定しておりましたが、アメリカが離脱

したことにより、１１カ国での推進を図ることとな

り、本年１１月、大筋合意となったものでありま

す。しかし、アメリカの離脱により、協定内容の見

直しも必要となり、加えて、日欧ＥＰＡ協議も進め

られ、このたび妥結いたしましたが、いまだ具体的

な協定については不透明なものとなっており、日本

農業、とりわけ北海道農業にとりまして、畜産を初

め、その不安感は依然として払拭されるものではあ

りません。 

 このような状況にありますので、１点目にありま

す町としての対策につきましては、議員の御質問に

ありますように、ＴＰＰ協定そのものが本町の農畜

産物へも大きな影響を与えることが懸念されますこ

とから、町といたしましては、国や北海道の動向を

注視するとともに、第７次農業振興計画の確実な実

現を図るため、農業・農村振興実践プランを策定

し、これに基づき、各事業を実施しているところで

あります。 

 その中におきまして、土地改良などの農業基盤整

備事業や生産者の競争力強化に向けた施策として、

次世代を担うすぐれた担い手の育成、支援、高収益

作物に対する補助事業など、農業の体質強化の取り

組みを通じ、足腰の強い経営体の育成を積極的に進

めてまいります。 

 また、地域農業に対する影響が見込まれる場合に

おきましては、情報収集に努めまして、関係機関と

連携しながら適切に対応を図ってまいります。 

 次に、２点目の農地基盤整備の今後の取り組みに

ついてでありますが、議員御質問のとおり、今後の

農業形態は大規模化、効率化を高めるためにも農業

機械の効率利用が重要になるものと考えておりま

す。 

 現在、道営事業として、東中地区においては、区

画整理による圃場の大区画等を初め農道整備、用排

水路の整備、また、島津地区においては用排水路整

備を実施しているところであり、進捗状況は各地区

により差はありますが、全体計画の約７０％の整備

が完了しており、まずはこの事業を早期に完了する

ことを当面の課題として、北海道にも要望を進めて

いるところであります。 

 なお、現在までの町内における国営、道営による

農業基盤整備事業につきましては、計画・実施済み

を含め、総面積の約４２％に当たる２,２００ヘク

タールとなっており、耕地面積の５０％も満たさ

ず、今後も引き続き整備を進めてまいりたいと考え

ております。 

 一方、小規模な暗渠整備、石礫破砕などの土地改

良事業につきましては、中山間地等直接支払事業を

活用した中で、引き続き実施するとともに、現在、

ＪＡふらので行っております基盤整備促進事業の暗

渠整備につきましては、設計費の補助を行ってまい

ります。 

 今後も集落協議会、ＪＡふらのと協力し、農業者

が効率よく農業生産ができるよう土地改良事業を推

進してまいります。よろしくお願いいたします。 

○議長（西村昭教君） 再質問ございますか。 

 １２番中瀬実君。 

○１２番（中瀬 実君） 再質問させていただきま

す。 

 町内にデリネーター、いわゆる視線誘導標という

ものが町道に設置されていると思いますけれども、

これらの本数的なものを、いわゆる町のほうで把握

をきちっとされているかということと。それから、

役目を果たしていないようなデリネーターはどれく

らいあるかという調査はしたことありますか、ま

ず、この点についてお伺いします。 

○議長（西村昭教君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（佐藤 清君） １２番中瀬議員の
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視線誘導標、デリネーターの本数、役目についての

部分の御質問にお答えさせていただきます。 

 まず、本数につきましては、全体の把握はしてお

りません。過日、主要幹線道路の１級町道の２８路

線ございますが、そのうちの１０路線を調査してお

ります。約４４キロございましたが、その中で設置

箇所をちょっと把握しましたところ１,２００カ所

ございました。それに対しまして、反射板の破損や

極端な傾きで機能を発揮していないものが２８０カ

所ございました。約２３％ぐらい、そういう破損等

があったところでございます。こういう部分につい

ては、今後、計画的な修繕を行っていきたいという

ふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） １２番中瀬実君。 

○１２番（中瀬 実君） まだ全体的な、デリネー

ターの役目を果たしていない部分、それから総体の

本数そのものがきちっと把握されていないというこ

とは、ただいま答弁でわかりましたけれども、今後

において、いわゆる役目を果たしていないデリネー

ターをきちっと把握する必要があると思うのです。

それらの調査をする考えが、当面、来年度に向けて

調査をする考えがあるかどうかを、まず伺いたいと

思います。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １２番中瀬議員のデリネー

ターの管理状況に対します御質問にお答えさせてい

ただきます。 

 全体の設置数についての確認についての認識でご

ざいますが、これについては、主要幹線を中心に、

今回サンプル調査をさせていただきました。全体調

査を早急に必要かどうかという認識につきまして

は、そういった緊急度を考えますと、毎年ある程

度、一定数の取りかえ、あるいは補修等を行ってお

りますので、そういったことを通じて把握していく

ことで、今、対応については、そういうことで進め

ることでいいのではないかというような認識でござ

います。 

○議長（西村昭教君） １２番中瀬実君。 

○１２番（中瀬 実君） いわゆる更新をしていく

ということなのですが、伺っているところによりま

すと、本年度も何本かの更新をされたという話を聞

いておりますけれども、ことし更新されたデリネー

ターというのは何本ぐらいあるのかということと。

それから、１本のデリネーターの価格というのはど

ういうふうになっているかということをちょっとお

伺いします。 

○議長（西村昭教君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（佐藤 清君） １２番中瀬議員の

御質問にお答えさせていただきます。 

 本年度におきましては、更新を３５本行っており

ます。１本当たり１万５,２６１円かかっておりま

す。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） １２番中瀬実君。 

○１２番（中瀬 実君） ただいま単価を教えてい

ただきましたけれども、これは消費税込みなのです

よね。そうすると、デリネーターの１本の価格は、

この値段、お聞きしました。取りかえるに当たりま

しては、そのデリネーターを、だめなものを撤去し

て、そこに取りつける、その費用というのはこの金

額には入っていませんよね、これを教えていただき

ます。 

○議長（西村昭教君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（佐藤 清君） １２番中瀬議員の

御質問にお答えさせていただきます。 

 ちょっと説明不足で申しわけございません。１本

当たり１万５,２６１円の中には、経費、諸経費、

手間代も全部含まれております。ですから、既存の

ものを抜いて、そして設置する値段でございます。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） １２番中瀬実君。 

○１２番（中瀬 実君） デリネーターについて

は、道路をつくるときに、補助事業とかいろいろな

ことがあって、これらを設置しなければならないと

いうような基準があって、これらをつけていると思

いますけれども、このデリネーターの設置基準とい

うのがあるのであれば、何メートル間隔でつけなけ

ればならないとか、例えば、もし設置したものを、

先ほど町長から答弁ありましたけれども、長年経過

しますと、当然だめになってくるものが出てくるわ

けですけれども、それらを絶対維持していかなけれ

ばならないものなのか、そこら辺をお聞きしたいと

思います。 

○議長（西村昭教君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（佐藤 清君） １２番中瀬議員の

御質問にお答えさせていただきます。 

 まず、基準でございますが、４０メートル千鳥で

ございます。ですから、片側につきましては、８０

メートル間隔ということでなっております。それ

と、壊れたものについては、重要度のある部分から

逐次修繕を行っていきたいというふうに考えており

ます。 

 交通量の多いところから常の復旧していきたいと

思っておりますけれども、交通量の少ないところに

ついては、全部が全部直していかなければいけない

という考えはございません。義務化されているかと

いいますと、義務化はされておりません。つけたほ
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うがいいというような形になっております。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） １２番中瀬実君。 

○１２番（中瀬 実君） ということであれば、い

わゆる目的を果たしていないデリネーターの中で

も、本当にこれは全く目的を果たしていないという

ものと、それから左右に変形している、そういった

いろいろなタイプのものがあるのです。ですから、

それらのものについては、傾いているものであれ

ば、それらを直すということが第一前提になると思

いますし、そして、本当に役に立たないデリネー

ターは撤去すべきではないかと私は思っているので

すが、そこら辺のところも含めて、今後、早急対応

するかどうかについてお伺いします。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １２番中瀬議員の御質問に

お答えさせていただきます。 

 まず、必要性があって設置するものでございます

ので、基本的には、損傷して倒れていたりする姿も

実際に私も見ておりますけれども、しっかりと、例

えば反射鏡がとれていても、しっかりと真っすぐ立

て直すということは私はするべきだというふうに

思っております。あるものを、美観上もよくありま

せん、倒れているのは。それを撤去してということ

は、選択肢としては持つべきではないのではないか

なというふうに考えております。 

 また一方、本来、反射鏡も含めて、視認性を高め

る役割を持つのが一番の目的でございますが、現実

に道路を走行される皆様方が、夜間だとか暗いとき

にカーブの存在だとか、大きく線形が変わるような

ところを、視認性を高める上において重要度の高い

ところは、本来の機能を満たしてまいりたいと考え

ているところでございまして、多分一般的な箇所に

つきましては、冬の除雪なんかのときには、反射鏡

が抜けたところへポールを刺したりして、除雪事業

者がしっかりと安全確保できるようなことを、みず

からやっていただいておりますので、そういう対応

を引き続きしていくことが町としてできることかな

と、そんなふうに理解しているところでございま

す。 

○議長（西村昭教君） １２番中瀬実君。 

○１２番（中瀬 実君） 町長が答弁されているよ

うに、いわゆるデリネーターというのは、通行上重

要な役割を果たしているという部分では、当然だ

と、私もそう思っていますから、これらについて

は、町の管理の責任上において、適切に管理をして

いただくというのが基本だと思っています。いわゆ

る今後において、費用とかいろいろな面があるので

しょうから、一遍にそれらを解決するということは

難しいことだと思いますけれども、どれぐらいの年

度をめどに、ある程度これらを改修していくという

めどがあれば教えていただければと思います。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） 中瀬議員の御質問にお答え

させていただきますが、これが少しずつでも補修、

改修をして、本来の形に復旧していくということ

は、残念ながらエンドレスだと思っていますので、

直す一方で破損していくところが出てきますので、

これはエンドレスなものであろうと。そういう中で

一定程度の予算、あるいは箇所数、重要度、そう

いったものを総合的に勘案いたしまして、必要な部

分を可能な予算の範囲内で維持していくというのが

基本であろうかと、そんなふうに理解をしていると

ころでございます。 

○議長（西村昭教君） １２番中瀬実君。 

○１２番（中瀬 実君） 必要な部分ということで

ありますので、きちっと予算づけをして、適切に管

理をしていただきたいと思います。 

 ２番目ですが、町道の草刈りについてであります

けれども、私はこの質問書を出させていただいたと

きには、１級路線について、草刈りをどうするかと

いうことでの質問であったと私は思っていますけれ

ども、その辺のところの答弁がちょっと抜けている

のかなという気もしますけれども、そこら辺ちょっ

と補足していただけませんでしょうか。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １２番中瀬議員の道路の草

刈りについての御質問にお答えさせていただきます

が、１級路線、２級路線、それらも含めまして、町

道全て、４１５キロ全て、１００％ではないのは事

実でございますが、１、２級道路含めて町が草刈り

をさせていただいているということで、１級も当然

含まれております。 

○議長（西村昭教君） １２番中瀬実君。 

○１２番（中瀬 実君） この草刈りについては、

町でやっていただいている部分というのは、当然私

も理解はしております。 

 たまたま町道の草刈りを、中山間事業の関係で、

地域で草刈り機を購入して、そしてトラクターによ

り草刈りを実施しているところがあります。そのこ

とによって、時期については地域の判断で草刈りを

しているわけですけれども、町道というのはある程

度、一定のときに一斉に草刈りをしたほうが、通行

する、車を運転する側にとっても、非常に交通安全

上も好ましいことだと私は思っております。 

 そんな中で、今行われている中の一部の例として

は、地域によっては草刈りが終わっている、地域に

よっては草刈りが終わっていない。そういうアンバ
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ランス、バランスがとれていないような草刈り状況

になっているということは、非常に景観上もよくな

いことだと思っております。ですから、一斉に草刈

りをしていただいたほうがいいのかなというふうに

思っておりますので、そこら辺のところをもう１回

確認をさせていただきたいと思います。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） 中瀬議員の草刈り等への対

応についての御質問にお答えさせていただきます

が、議員がお話しいただきましたように、美観上も

含めて、一斉に草刈りができることは、これは理想

でございます。しかし、現実的に、やはり限られた

草刈り機の台数の中で実施する上におきましては、

やはりその中で、道路状況あるいは美観、あるいは

観光上といったことを勘案いたしまして、やはり優

先順位というものを設けて作業を行わざるを得ない

というのが実態でございまして、いっときに一遍に

済むことは理想でございますが、現実といたしまし

ては、優先順位等を考慮しながら草刈りをさせてい

ただいているのが実態でございまして、今後もそう

いう形でいくのかなというふうに理解しているとこ

ろでございます。 

○議長（西村昭教君） １２番中瀬実君。 

○１２番（中瀬 実君） 草刈りの関係は、地域に

よって地域で草刈りをしていただいている。それ

が、交通量の多いところ、いわゆる１級路線も特に

そうなのですが、そういったところで、トラクター

による草刈りが交通障害になってみたり、あるいは

最近では、外国人観光客がレンタカー等を利用して

道路を通過するときに、低速走行の車だとわからな

い状態で来て、事故に遭う寸前の例を何件か私も聞

いております。 

 そういったことから考えたときに、私が１級路線

をなぜ町で草刈りをできないのかと言った背景に

は、そういった部分があるからこのことを聞いてい

るわけです。ですから、でき得れば１級路線につい

ては町のほうでやっていただいて、そしてそれか

ら、２級路線とかほかの、交通量のある程度少ない

ところについては、地域の方々に協力してもらっ

て、草刈りをしてもらうのがいいのかなというふう

に思っていますけれども、その辺はどうでしょう

か。 

○議長（西村昭教君） 農業振興課長、答弁。 

○農業振興課長（狩野寿志君） ただいまの１２番

中瀬議員の御質問にお答えさせていただきます。 

 農業の中で、中山間事業、また、多面的事業とい

うことで、活動団体の中で圃場の防疫、それから用

排水路の管理という面で草刈りを実施しているとこ

ろでございます。草刈りにつきましては、活動団体

の中で計画をして、その中で草刈りを実施している

ところでございますので、町で要望しているとか、

そういうことではございませんので、御理解賜りた

いと思います。 

○議長（西村昭教君） １２番中瀬実君。 

○１２番（中瀬 実君） 私が聞いているのはその

ことではないのです。中山間事業とか、地域に任せ

て刈ってもらっているということは、それは当然、

たまたま私は江幌ですけれども、江幌の地域にもそ

ういった組織があります。それをやっています。そ

れが交通上、いわゆる危険を伴う作業だということ

で、でき得れば余りやらないほうがいいのではない

かという指摘を受けまして、ことしはやっていませ

ん。それで、町のほうにお願いをして草刈りをして

もらっています。 

 これは、地域がばらばらに草刈りをすることがい

いのかどうか、先ほどのことにもう１回戻ることに

なりますけれども、片方は１週間前に草刈りをしま

した、片方は２週間後に草刈りしました。例えばう

ちらのほうは全然刈っていません。役場のほうにお

願いしたら、もうそろそろ刈ってもらわなければ、

これだけ草が伸びたら大変だよと言って初めて刈っ

てくれた。そういう実態の中を踏まえたときに、本

当にそういう状況の中で草刈りをして本当にいいの

かどうかということでのお話をしているのであっ

て、中山間事業だとか、そういったことでお任せし

ているからどうのこうのという話は聞こうとしてい

るわけではありません。そこをもう一度確認させて

ください。 

○議長（西村昭教君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（佐藤 清君） １２番中瀬議員の

御質問にお答えさせていただきます。 

 町は、毎年６月の第２週から７月１０日ぐらいま

で、全町全域を草刈りするように指導しているとこ

ろでございます。これはなぜかというと、観光シー

ズンの前ということで、時期は統一して、これも北

海道、開発も同じような時期に草刈りをお願いして

いるところでございます。これは第１回目の部分で

す。 

 第２回目については、観光道路、それから広域農

免とか観光道路、そういう部分について第２回目を

行っているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） １２番中瀬実君。 

○１２番（中瀬 実君） 後でまた触れることにな

ると思いますけれども、道路パトロールという、道

路を監視している車があります。道路パトロールが

道路をいろいろと見て回って、草刈りのこともそう

でしょうし、後から出てくる道路の段差の問題だと
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か、そういったことも含めて、道路パトロールが見

た段階で、ここの状況は、例えば草刈りの件につい

て言えば、ここはきれいに草刈っているけれども、

ここは刈っていないなと、ここはこれから刈るのか

なと、見た目ですぐわかるような状況であれば、こ

こは刈っているから、もう町では刈らなければなら

ないという、そういうふうな報告というのは、道路

パトロールの中で、そういう報告は逐次受けて、段

差の問題も後から出てきますけれども、そういうこ

とをやっているのですよね。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） 中瀬議員の御質問にお答え

させていただきます。 

 まず、草刈りについてのお尋ねについてにお答え

させていただきますが、私も大体イメージはできま

すが、それぞれ地先の皆さん方が自発的に草刈り等

を行っていただいた時期と、先ほど佐藤担当課長が

お答えさせていただきましたように、あらかじめ時

期を定めて刈り取る予定の時期、その前に地元の

方々が自発的に刈っていただくことによって、残っ

た部分が非常に、何でここがぽつんと残っているの

だというような状況を想定されているのかと思いま

すが、それにつきましては、残っているのではなく

て、あらかじめ予定した時期にそこは刈ることに

なっておりますので、そういった現象が起こること

は避けざるを得ません。そこの区間が刈り取りがな

されていなくて、残っているからと、そこだけ刈り

に行くといくは、むしろ統一した草刈りのルールが

乱れることになりますので、そういうふうに見受け

られる部分が起きているということは想定できま

す。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） １２番中瀬実君。 

○１２番（中瀬 実君） 今の町長の答弁に私は非

常に不信感を持っています。というのは、時期をあ

る程度、確かに観光シーズンがどうのこうのという

話もありましたけれども、時期をある程度、例えば

地元の人たちが刈っている状況にきちっと合わせ

て、町も合わせて刈ってくれるのであれば、それは

いいかもしれませんけれども、残っている部分はい

ずれ刈るのだから、決してそれを無視しているわけ

ではないとか、そういった考えで、町の方針として

考えるのは私はちょっとおかしいなと思っておりま

す。 

 地域の人たちは、自分たちが通る道路でもある

し、きちっと視界をよくするためにも草刈りをして

くれているわけですから、道路パトロール等が道路

を見たときに、この地域はもう草刈りが始まったと

いうことであれば、それらの日にちにある程度合わ

せて、２回なら、同じ２回でも、地域の人たちに、

例えば何月ごろまでに刈って、町もそれに合わせま

すとか、そういった方向をとれないのかということ

での私の気持ちを言っているので、その辺のところ

はどうなのでしょうか。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） 中瀬議員の御質問にお答え

させていただきます。 

 ぜひ御理解いただきたいと思いますのは、それぞ

れ地域の皆さん方に自発的に草刈りを町がお願いし

ているケースはございません。基本的には、町が計

画的に刈り取りを行うということをもって現在も

行っております。 

 そういう中で、地域の方々が自発的に、例えば虫

が湧かないように早く刈りたいと思う人もいるで

しょうし、たまたま仕事がその時期に少し手がすい

て、草刈りをしておこうかということでされる方も

いるでしょうし、それぞれさまざまに取り組んでお

られる実態かと思います。 

 そういうことで、町といたしましては、何度も申

し上げておりますが、計画した、予定した時期に刈

り取りを進めるということを現在も行っております

し、刈り取りに行ったときに、地域で皆さんが刈り

取りを行ってくれている時期もさまざまでございま

すので、そのときに既に刈られているところもあり

ますし、既に刈って何日もたっているところもあり

ますが、そういう中で、町が基本的に刈ることを大

前提としておりますので、地域の皆様方と刈り取り

時期を協議しながら刈るというような方針は持って

おりませんので、そこはぜひ御理解いただきたいと

思います。 

○議長（西村昭教君） １２番中瀬実君。 

○１２番（中瀬 実君） 基本的に住民からの要望

があって、草刈りはいつするのだと、いろいろな要

望があって初めて、たまたま町のほうにお願いする

という結果が今回の事例であります。ですから、道

を通行する方にとっては、そういった事情というの

はわかっていないわけです。だから、何でここは刈

らないのだ、何で刈ってくれないのだというふうな

ことを思っているわけです。 

 だから、いろいろな町長の言われるような事情は

わかりますけれども、これは、やはりある程度考え

の中に入れて、草刈りを計画的にやっていただきた

いなと思っています。その辺のところをよろしくお

願いしたいと思います。 

 次に、水質検査の関係についてお聞きをしたいと

思います。 

 ごみ処分場であったところの水質検査の関係につ

いてでありますけれども、この水質検査というの
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は、東中地域とクリーンセンター、これらについて

は、東中地域は毎年１回、クリーンセンターは毎

月、検査項目は、東中は２６項目のクリーンセン

ターは４１項目ということで、金額については、東

中は２１万６,０００円、クリーンセンターは１３

４万円ということで、これは間違いないか、確認さ

せていただきます。 

○議長（西村昭教君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（鈴木真弓君） １２番中瀬議員の

御質問にお答えいたします。 

 旧東中ごみ埋立地につきましては、２９年度、１

０月１９日に検査を実施し、議員質問のとおり、有

害項目２１項目、一般５項目の合計２６項目、地下

水等における上流・下流、２カ所におきまして実施

しておりまして、２９年度につきましては２１万

６,０００円となってございます。 

 クリーンセンターにつきましては、放流水、周辺

地下水、周辺井水と三つの分野に検査項目は分かれ

て実施しておりまして、放流水につきましては、最

終処分場から放流される水質につきまして、有害項

目、一般項目合わせまして４４項目、あと、ダイオ

キシン１検体も実施させていただいております。 

 周辺地下水につきましては３１項目を、上流、下

流ということで実施しておりまして、ことしは５月

９日、年１回の部分については実施し、毎月実施し

ている内容については、別途毎月実施させていただ

いております。 

 予算に対しましては、これにつきましては、ク

リーンセンターの管理業務業者のほうに、年間委託

費の中に算出させていただいておりまして、２９年

度算定におきましては１２５万７,０００円という

ことで算出させていただいております。 

 以上です。 

○議長（西村昭教君） １２番中瀬実君。 

○１２番（中瀬 実君） これらの水質検査につい

ては、放流水、地下水、それらの水の採取、検体を

とる場所というのは毎回同じ場所なのかということ

と。 

 これらの検査をする業者というのは、先ほど説明

もありましたけれども、業者は全く同じ業者が、毎

回同じことを同じ業者がやっているということで理

解していいのかということと。 

 金額については、ほかの業者と比較をしたことは

あるのか、ないのかについてお伺いします。 

○議長（西村昭教君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（鈴木真弓君） １２番中瀬議員の

御質問にお答えさせていただきます。 

 １点目の水の検査の採取場所につきましては、ク

リーンセンター、旧東中ごみ埋立地につきまして

も、同一の箇所を限定させていただいております。 

 次に、２点目の業者における、選定につきまして

は、まず、クリーンセンターにつきましては、管理

業務を委託している会社から選定をし、そちらのほ

うで検査を受注しているというふうに報告をいただ

いております。 

 なお、旧東中ごみ埋立地につきましては、毎年度

３カ所から見積書を徴収し、一番価格の安いところ

に検査委託をお願いさせていただいております。 

 以上です。 

○議長（西村昭教君） １２番中瀬実君。 

○１２番（中瀬 実君） 金額について他者と比較

したことがあるかということですが、安い業者とい

うことの今、答弁だったのですが、これは、比較は

当然されているのですよね、確認します。 

○議長（西村昭教君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（鈴木真弓君） １２番中瀬議員の

御質問にお答えします。 

 まず、検査項目につきましては、実施する項目を

決めてございますので、この項目の検査につきまし

ての見積もりを徴収させていただいておりますの

で、全て同検査項目、東中でしたら２６項目につい

ての見積もりを徴収したところ、その検査の見積額

の安価な金額のところに検査をお願いしているもの

でございます。決して検査項目が違うとか、水質検

査のやり方が違うということの比較ではございませ

ん。 

 以上です。 

○議長（西村昭教君） １２番中瀬実君。 

○１２番（中瀬 実君） 東中地域の集排水設備の

整備されていない処分場であるから、いわゆる水質

検査をしなければならないというふうなことですけ

れども、ここで言う集排水設備が整備というのは、

どういう部分を指して、このことを言っているのか

ちょっと確認させてください。 

○議長（西村昭教君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（鈴木真弓君） １２番中瀬議員の

御質問にお答えします。 

 旧東中ごみ埋立地につきましては、遮水シートな

どを施さない安定型最終処分場ということで町が整

備しておりますので、そこから水質にまじる水につ

きましては、先ほど申し上げましたように、湧水と

集排水設備が整備されていないという処分場の施設

となってございます。 

 なお、クリーンセンターにつきましては、管理型

最終処分場ということで、遮水シートについては施

した処分場であることから、検査項目が、そのよう

な設備であるということで、町のほうでは整備して

いることを御報告させていただきます。 
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○議長（西村昭教君） １２番中瀬実君。 

○１２番（中瀬 実君） これらの検査結果という

のが地域の協議会、日新の場合であれば協議会、そ

れから東中であれば代表者に報告をしているという

ことですけれども、検査の結果からいけば、特に問

題はないというふうな水質検査の中身だと思ってい

ます。だとすれば、地域の人たちだけでなく、例え

ば広報とかに、こういうふうになっていますという

ことを町民の皆さんに知らせても問題はないのかな

という気がしていますけれども、そこら辺のところ

は、そういうふうにする考えはないのか、あるのか

を確認させてください。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １２番中瀬議員の御質問に

お答えさせていただきますが、さきの答弁でもお答

えさせていただいておりますように、ホームページ

で公開させていただいております。 

○議長（西村昭教君） １２番中瀬実君。 

○１２番（中瀬 実君） よく聞く言葉で、ホーム

ページに掲載してあるからそれを見れということで

しょうけれども、ホームページとか町の開示コー

ナー等について、関心のある人は見に行くのでしょ

うけれども、それも確かに必要な部分だと思います

けれども、特に問題がなければ、そんなにページ数

もとるわけでもありませんので、安心・安全、情報

開示する、いろいろな今の状況の中では、やっても

問題はないと思いますけれども、全くそういうこと

は考えないということですか。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） 中瀬議員の御質問にお答え

させていただきます。 

 町民の皆さん方にどういった形でどういう情報を

提供させていただくかということは、制限された中

で、例えば広報紙にとりましても、限られたページ

数の中で、何をもって優先的に町民の皆さん方にお

知らせをしていくかということは常に検討しながら

させていただいているところでございます。 

 そういう中で、今、御質問にありますような水質

検査等につきましては、関係受益地区の皆さん方が

やはり最優先であろうということで、あるいは公益

性も考えまして、ホームページで掲載させていただ

く、あるいは情報提供コーナーでお知らせさせてい

ただくことで、その公共的役割は果たされていると

いうふうに理解をしているところでございます。 

○議長（西村昭教君） これからの質疑について

は、昼食休憩後に再開したいと思いますので、暫時

休憩といたします。 

 再開は１時といたします。 

─────────────── 

午後 ０時０２分 休憩 

午後 １時００分 再開 

─────────────── 

○議長（西村昭教君） 午前中に引き続き、会議を

再開いたします。 

 午前中の中瀬実君の発言を許します。 

 再質問ございますか。 

 １２番中瀬実君。 

○１２番（中瀬 実君） ごみ処理場の関係につい

て、２項目めの件でお伺いをします。 

 上富良野町には、過去にごみ処分場であったとこ

ろが何カ所かあると思われますけれども、そういっ

たところの水質検査というのはやることを考えてい

ないという答弁をいただきましたけれども、一つお

聞きしたいことがありますけれども、里仁地区にあ

りました、産業廃棄物だと思いますけれども、その

ところの、富良野の業者、リ・ステーションがその

ごみ処理場を使っていたわけですけれども、そこが

閉鎖をされております。 

 なぜ私がここでこのようなことを聞くかというこ

とは、私どもの西部水道の水源地が、そこから２キ

ロ先にリ・ステーションのごみ捨て場があります。

水の流れとか地下水の流れは私たちはわかりませ

ん。だけれども、そういう水質がもし万が一、私ど

もの西部地区の水道のところに影響を与えるような

ことがあってはならないと思っていますし、そう

いったところを想定しながら水質検査をする予定が

あるかないか、まずお伺いいたします。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １２番中瀬議員の御質問に

お答えさせていただきます。 

 ただいま御質問いただきました、過去に処分場と

して設置されておりました箇所が存在することは私

どもも理解をしておりますが、その閉鎖に当たりま

して、それは北海道が所管いたします処分場でござ

いまして、法令に基づいた処理がなされて、現在既

に役割を終えているということでございまして、私

どもその箇所に対しましてのその後の動きと、ある

いは懸念要素については把握していないと申しま

しょうか、特に感じを持っているわけではございま

せん。 

○議長（西村昭教君） １２番中瀬実君。 

○１２番（中瀬 実君） この場所についても、以

前にあった処分場についても、今後については、水

質検査をする考えはないということで理解していい

ということですね。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） 中瀬議員の御質問にお答え

させていただきますが、町が水質検査の対象地域と
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して想定はしておりません。 

○議長（西村昭教君） １２番中瀬実君。 

○１２番（中瀬 実君） 先のことを心配したって

どうしょうもならないことだとは思いますけれど

も、水源地とかいろいろなことを考えたときに、

やっぱりこれは大事な部門だと思っていますけれど

も、今後において何らかの形で、そういうことがで

きるような対策を考えていただければと思っており

ます。 

 次に、ＴＰＰの絡みですけれども、これは私ども

農業者にとりましては、ＴＰＰがこれで締結をされ

て、日欧のＥＰＡ、これらも当然今後の課題になっ

てくると思いますけれども、農業者にとっては非常

に脅威というか、今までにない経験をするようなこ

とになると思いますけれども、向山町長は、農業者

出身の町長として、一番農業に関しては理解をして

くれている人だと私は思っていますし、そういった

中で、当面、上富良野町の農業がこのＴＰＰによっ

て影響を受ける部分についての、最大限、これだけ

は上富良野で何とかしなければならない部分という

のを、もしお持ちでしたらお聞かせいただきたい。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） 中瀬議員のＴＰＰ等に関連

いたします御質問にお答えさせていただきます。 

 上富良野町を預かる者といたしまして、やはり上

富良野町の農業者がこういった国際競争の中にさら

されつつも、やはり再生産がしっかりとできる所得

を得ること、そして国民の皆さん方から、非常に重

要な産業であると認知をしていただく、そういった

国の世論喚起、そういったことを最優先にやはり求

めていくべきだし、それを目指していきたいという

ふうに考えております。 

○議長（西村昭教君） １２番中瀬実君。 

○１２番（中瀬 実君） 今、町長にお聞きしたの

は、いわゆるほかの首長さんと違って、いろいろな

農業経験をされている町長ですから、いろいろなと

ころから農業関係の情報は仕入れていると思います

し、今後の対策についても考えておられるのだと

思っています。だけれども、具体的に上富良野町は

こういうことで生きていかなければならないよなと

いう方針というか、そういったものをある程度持っ

ているのだと私は思っています。だから、その部分

について、こういうふうにしたらいいのではないか

ということがあればということでお伺いをしている

のです。その辺もう一度お願いいたします。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） 中瀬議員の御質問にお答え

させていただきます。 

 まず、それが最優先かどうかということは、前提

ではございませんが、やはり先ほどのお答えでも申

し上げましたように、まず、農業者が、一番のバロ

メーターは、やはり後継者が、担い手がしっかりと

つながっていくというような、職業としての魅力

度、そういったものが備わっていることが、全てを

はかるバロメーターだというふうに考えております

ので、そのためには、冒頭のお答えでも申し上げま

したように、生産基盤をしっかりと確立していく

と。 

 そして、特に上富良野町の持つ特質、やはり上富

良野の主産品であります水田、あるいは畑作産品、

そういったものがしっかりと、特に畑作物につきま

しては、輪作体系がしっかりと行われるような、安

定した生産ができるような圃場条件整備だとか、あ

るいはそういったことを盤石にしておくと。そし

て、まずは、国際競争力の前に、国内の他の産地と

しっかりと伍していけるような、そういう体制を整

えていくことに、当面、力を注いでいるところでご

ざいます。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） 以上をもちまして、１２番

中瀬実君の一般質問を終了いたします。 

 次に、１１番米沢義英君の発言を許します。 

○１１番（米沢義英君） 私は、さきに通告してあ

りました点についてお伺いいたします。 

 一つ目には、十勝岳ジオパーク認定の取り組みに

ついてであります。 

 町においては、十勝岳ジオパーク認定に向け、十

勝岳や丘陵などの地質遺産や地域資源を活用するプ

ログラム構想の認定を目指し、専門員の配置をしな

がら事業の推進を図ってきましたが、残念なことに

認定に至りませんでした。 

 その主な理由として、事務局が２町に置かれてい

ること。各専門部会などの協議会の活動も取り組み

が始まったばかりで、持続的な運営体制になってい

ない等々の点が指摘されました。今後、町において

は、審査内容の評価をどのように考え、今後、認定

に向けてどのように取り組みをされ、その評価を反

映されようとしているのか、お伺いいたします。 

 二つ目には、予約型乗り合いタクシーについてお

伺いいたします。 

 ６月議会では、祝祭日の運行、町内、郊外の利用

料金や買い物、通院時における時間設定の見直し

と、利用者アンケートの実施を求め、質問してきま

した。 

 町は、この７月からアンケートを行い、アンケー

トの結果の公表、運行の改善を、アンケート結果に

基づいてどのように検討されるのか、お伺いいたし

ます。 
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 三つ目には、保育料の負担軽減についてお伺いい

たします。 

 北海道においては、今年度より少子化対策の事業

として、子育て世帯の経済負担を軽減し、安心して

子どもを産み育てることができる環境づくりを目指

し、第２子以降の３歳未満児を対象とした保育料を

無償化にする補助制度を設けました。６月の議会で

は、北海道の保育料の無償化にする事業を生かし、

子育ての支援を充実すべきだと求めてきましたが、

この間、どのように検討されているのか、お伺いい

たします。 

 四つ目には、障がい者の就労支援事業についてお

伺いいたします。 

 障がい者の人が一般企業への就職が難しい状況も

見受けられます。しかし、近年では、障がい者の就

労を支援する事業所、ＮＰＯ、社会福祉法人等が出

てきて、障がい者の就労を支援するという状況が生

まれてきています。 

 その中でも、例えば内容を見てみますと、障がい

の度合いに応じて、適正を見きわめ、介護施設での

清掃や農作業等々をしながら収入を得て、生活環境

を変えることで、障がい者の人たちが働いて、喜び

につながる、そういう支援をするという状況になっ

てきています。 

 しかし、問題は、まだ社会通念においては、障が

い者を雇用する理解が十分されていないという問題

があります。障がい者を受け入れる事業所などが少

ないというところが大きな問題になっております。

現在、事業所などに委託している、上富良野町にお

いては、委託している清掃業務などの一部を障がい

者の就労事業に委託するなどの検討とあわせて、今

後、支援体制のあり方を含めた検討も当然必要と考

えますが、今後の対応についてお伺いいたします。 

 次に、社会教育総合センターのトイレの改修につ

いてお伺いいたします。 

 社会教育総合センター、トレイの改修について

は、利用している人たちから、和式トイレを洋式ト

イレの便座にと望む声が以前からも出てきておりま

す。前にもこの件について質問しました。今後、検

討してみるとの答弁でした。どのように現在検討さ

れているのか、お伺いいたします。 

 次に、スクールバスの運行について、中学校に通

学する保護者の方から、スクールバスの乗車距離に

ついての相談がありました。その内容は、スクール

バスに乗る乗車申請を出したところ、規定距離にわ

ずか届かなかったために乗車ができないとの回答

だったという話であります。その距離を計測したと

ころ、わずかな距離であったという話であります。

もう少し改善できないのでしょうかという相談でし

た。今後、柔軟な対応を図ることも必要だと考えま

す。乗車距離の見直しについてどのように今後対応

されるのか、町長及び教育長にお伺いいたします。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １１番米沢議員の６項目の

御質問についてお答えさせていただきます。 

 まず、１項目めの十勝岳ジオパーク認定の取り組

みに関する御質問についてでありますが、御質問に

あります審査内容の評価や今後の取り組みへの反映

につきましては、さきの村上議員への御質問にお答

えさせていただいたとおりでありますが、今後にお

きましては、審査報告で示されました点につきまし

て、しっかりと検証・検討を行い、両町の連携をさ

らに強め、十勝岳ジオパーク推進協議会において、

早期の認定に向けて取り組んでまいりたいと考えて

おりますので、御理解を賜りたいと存じます。 

 次に、２項目めの予約型乗り合いタクシーの利用

者アンケートの結果と改善策についてであります

が、利用者アンケートにつきましては、７月６日か

ら２４日の期間で行い、利用登録者８７８人の中、

４００人の方から回答をいただき、その結果につき

ましては、町ホームページにおいて掲載させていた

だいているところであります。 

 今回のアンケートの集計結果から、利用度、負担

感、満足度、達成度、要望事項の５点について見て

みますと、利用度につきましては、町の６５歳以上

の高齢者数に対しまして７.１％と、前回より０.５

％増加しており、制度の定着が進んでいる状況と思

われます。 

 また、利用登録者数についても、スタート時の４

０６人から８７８人と倍増しており、アンケートか

らも、今後利用したいという記述が多く見られまし

た。 

 次に、利用料金の負担感につきましては、９５.

４％の方が「安いと思う」「ちょうどよい」と回答

されており、前回結果と同様に、ほとんどの利用者

が理解をいただいているものと思っております。 

 次に、満足度につきましては、７９.５％の方が

「生活が便利になった」と回答されており、運行当

初から高い水準で推移をしております。 

 次に、達成度につきましては、本制度が路線バス

廃止に伴う公共交通機関の代替措置として、高齢者

の閉じこもり防止や活動範囲の拡大を目的としてい

る面から、高齢者の生活支援事業としての達成度に

ついては、「外出の機会がふえた」と回答された方

は３３％と、前回から微減しているものの、５０％

の方が「以前と変わらない」と回答しており、高齢

者の日常生活の移動手段として十分活用されている

実態にあることが示され、事業目的についてもほぼ
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達成しているものと認識しているところでありま

す。 

 また、要望事項につきましては、約４０％の方

が、「このままでよい」と回答されておりますが、

５６％の方が日曜日運行についても希望されており

ます。 

 一方、稼働率については、現在、９０％を超え、

試行開始時から比較いたしますと１.６倍を超える

実績となっており、運行事業者におきましては、慢

性的な運転手不足などの課題を抱えており、本事業

との兼ね合いから、本業への影響についても懸念さ

れているところであります。 

 特に、タクシー運転手の労働時間は、その職務の

特質上、拘束時間が長くなることから、休日の確保

について、適正な勤務体制の整備が事業所に求めら

れており、このような現状で、さらに運行日数を拡

大することは、現状においては非常に難しい状況に

あると認識しているところであります。 

 いずれにいたしましても、本事業は、町内の公共

交通機関としての性格を有し、町内運行事業者の協

力を得ながら構築した制度でありますので、当該事

業者の本業への影響を考慮しながら、利用者、事業

者ともに安定した制度を維持できるよう、引き続き

研究を進めてまいりますので、御理解を賜りたいと

存じます。 

 次に、３項目めの保育料の負担軽減に関する御質

問にお答えいたします。 

 議員御質問のとおり、北海道においては、平成２

９年度より少子化対策の独自事業として、子育て世

帯の経済的負担を軽減し、安心して子どもを産み育

てることができる環境づくりを目指し、保育所等を

利用する第２子以降の３歳児未満の保育料を無償化

する「多子世帯の保育料軽減支援事業」を創設した

ところであります。 

 町におきましても、本制度につきましては、少子

化対策、子育て世帯への経済的負担軽減に寄与する

施策と理解をしておりますことから、この間、各事

業者と、対象となる３歳未満児の入所に対しての保

育士の配置基準や施設の設備基準など、認定子ども

園や認可保育所の受け入れ態勢について検討を進め

てきたところであります。 

 その後、教育・保育施設連絡会議におきまして、

各事業者と意見交換を行った結果、３歳未満児の入

所に対して、新年度の入園申し込みを踏まえた中

で、一定程度受け入れが可能と判断し、平成３０年

度より、北海道の多子世帯の保育料軽減支援事業に

準じまして、保育料の負担軽減策を実施する方向で

検討しておりますので、御理解を賜りたいと存じま

す。 

 次に、４項目めの障がい者の就労支援事業に関す

る御質問にお答えいたします。 

 障がい者の就労支援につきましては、本町におい

ても、障害者総合支援法に基づき、障がい者計画の

中で、障がい者の就労・雇用の促進に関する取り組

み方策を定め、推進しているところであります。 

 現在、町内では３事業所におきまして、就労継続

支援事業の一環として、利用者の一般就労への移行

や就労能力の向上を図ることを目的に、施設外就労

を行っており、施設外就労先としましては、各事業

所の御努力や受け入れ先の就労支援への御理解によ

り、農作業及び福祉施設や温泉施設での清掃業務、

高齢者宅の除雪サービスなどを行っております。 

 今後におきましても、各事業所と連携した中で、

就労支援に御協力をいただける企業等がふえていく

よう、広報等で周知しながら、働きかけを行ってま

いりたいと考えております。 

 また、御質問にあります町の施設での清掃等の業

務については、現在、委託契約の多くのが長期継続

契約を結んでおりますことから、町が直接仕事を提

供できる状態ではありませんが、委託先において、

施設外就労の内容、目的などを御理解いただく中

で、就労に結びつくよう協力をお願いしてまいりた

いと考えております。 

 あわせて、町で行っております障がい者就労施設

からの物品等の優先調達につきましても、毎年各事

業所から供給できる物品、役務の届け出をいただい

ており、障がいのある人が自立した生活を送ること

ができるよう、役場関係の各部署に示して、優先

的、積極的な調達を行うとともに、民間企業や町民

などへも御協力いただけるよう周知してまいりま

す。 

 いずれにいたしましても、障がい者の働く力を発

揮する場所の確保は大変重要なことと理解してお

り、それぞれの持つ力や特徴に合わせた就労を支援

できるよう取り組んでまいりたいと考えております

ので、御理解を賜りたいと存じます。 

○議長（西村昭教君） 次に、教育長、答弁。 

○教育長（服部久和君） １１番米沢議員の５項目

めの社会教育総合センタートイレの改修に関する御

質問にお答えいたします。 

 社会教育総合センターのトイレの現状につきまし

ては、昭和６２年の開設時からラウンジ側トレイ及

びアリーナ側トイレの男女それぞれ１カ所と、多目

的トイレが洋式トイレに整備されているところであ

ります。 

 また、２階のトイレについては未整備でありまし

たことから、平成２７年度に男女各１カ所、洋式化

の改修を実施したところであります。 
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 各種大会、団体利用など利用者が多いときには、

洋式トイレが混雑することから、トイレの洋式化の

必要性は強く認識しております。できるだけ早期に

対応するよう考えておりますので、御理解を賜りた

いと存じます。 

 次に、６項目めのスクールバスの運行に関する御

質問にお答えいたします。 

 スクールバスの運行につきましては、学校の統廃

合に伴うもの、また、児童生徒の遠距離通学の解消

を図るため、一定の基準を設け運行しているところ

であります。 

 これまでも児童生徒数の減少、道路の整備状況、

路線バスの廃止など、その状況に応じて制度の見直

しを図りながら対応をしてきたところであります。

現在のところ、現行の基準で運行することが適当と

考えているところであります。 

 なお、足のけが、身体障がいなど特別な状況にあ

る場合は、特例乗車など柔軟に対応しているところ

でありますので、御理解を賜りたいと存じます。 

○議長（西村昭教君） 再質問ございますか。 

 １１番米沢義英君。 

○１１番（米沢義英君） 先ほどから同僚の議員の

方がジオパーク認定についての取り組みを質問され

ております。それに対して、認定評価に当たっての

町の見解等についても述べられているという状況

だったかというふうに思います。 

 この評価表を見ますと、すぐれている点も多々あ

ります。解決すべき課題として、管理運営体制の問

題だということが指摘されております。現在、２町

で一つの運営大差があるという状況の中で、町長も

答弁されているように、持続的かつ継続的な運営が

なされていないというような評価であります。また

同時に、現在のジオパークの専任職員が任期採用と

いう状況の中で、こういう状況の中で継続的な調査

や教育活動が行われるのかどうなのかという疑問も

呈しているというのが、ここに記されているという

状況があります。 

 そういうことを考えれば、当然持続的に今後事務

局体制を維持し、そして専従の職員をやはりきっち

り配置し、関連づけたジオパークの一体的な活動体

系が浮き彫りにされないと、やはりなかなか難しい

のかなというふうに、この文章を見て感じていると

ころです。 

 そういう意味では、今後、町としては、職員の配

置、今後どのようにされるのか、どのように位置づ

けされようとしているのか、この点もう一度確認し

ておきたいと思います。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １１番米沢議員のジオパー

クに関します御質問にお答えさせていただきます。 

 まず、運営体制につきましては、ＪＧＮ、日本ジ

オパークネットワークのほうから、いろいろ現地調

査、あるいは全国大会等でディスカッションさせて

いただきますと、現在、美瑛町、上富良野町それぞ

れがプロパー職員をもって、それぞれに事務局を置

いて、本部を美瑛町に置いているという状況でござ

います。 

 ＪＧＮのほうがイメージいたしますのは、推進協

議会のプロパー職員、雇っている職員を置いていな

いのかというところがみそになっているというふう

に思います。委員会としては、協議会の職員体制が

とれないのかというようなイメージを持っておられ

ますので、これらについては、両町と今、推進協議

会の中で、可能性をどういうふうに求めていくかと

いうことは検討してまいります。 

 それから、専門員につきましては、現在、地域お

こし協力隊が担っていただいておりますが、これに

ついては、プロパー職員として位置づけていくとい

うことは私は選択肢に入っておりますので、そう

いったことを積み上げていく中で、認定に近づいて

いけるのかなと、そんなふうに理解をしているとこ

ろでございます。 

○議長（西村昭教君） １１番米沢義英君。 

○１１番（米沢義英君） やはりそういった点が指

摘されていまして、当然、そうしますと、継続的に

職員の配置も含めて考えられるわけで、これをき

ちっと対応しない限りはだめではないかなというふ

うに思います。いろいろな要素がありますけれど

も、勘どころかなというふうに思っております。 

 もう一つお聞きしたいのは、十勝岳と丘陵地帯を

つなぐストーリーの構築とジオツーリズムの実践と

いう点で課題がありますということなのです。言う

なれば、それぞれの町が単独で今は行っていて、そ

のよさを売り込んでいるけれども、これが一体的に

なっていないと、それぞればらばらなのですと。 

 やはり十勝岳の魅力というのは、古くから火山活

動をして、噴火して泥流が流れたり、そこでいろい

ろな農作業が、肥沃な大地が生まれて、それが人々

の生活の営みがそこで出てきて、一つの町となって

きて、そういった自然景観、美しさ、噴火によりも

たらした恵み等々、こういったものが一体的に写ら

ないという形で、ここで表現されております。 

 そういう意味では、町長はこの間、職員の方の話

を聞きましたら、相当努力もされて、研究もされて

いました。そういった意味で、人間のすることです

から、わからないところであったりだとか、そうい

うのも十分考えられるわけです。 

 なお、今回、初めての取り組みということもあり
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ますから、そういった部分の構築的な取り組み、継

続的な取り組み、さらに積み上げるという点で、こ

ういった部分も非常に一つ重要な要素になっている

のかなというふうに思いますので、この点はどうで

しょうか、今後の取り組みにおいて。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） 米沢議員の御質問にお答え

させていただきます。 

 ここは、現在、ジオパーク委員会の先生方ともお

話しさせていただいておりますが、お互いにわかる

のですよね、一体的な一つの塊としてのプロジェク

トがなされるべきでないかというのは、私も理想型

としては十分理解をしております。 

 現実には、美瑛町は美瑛町のカラーを出した、ジ

オパークを通じて、カラーを出した事業展開を目指

しております。また、上富良野は上富良野で、ジオ

パークを活用した上富良野らしさの事業展開を、そ

れぞれ目指しているところでございます。しかし、

委員会は、そういうことは参酌しませんから、言っ

てみれば、一つの自治体のようなイメージを持って

おられるのです。私も直接委員の先生方と、それぞ

れ自治体というのは、自治体のカラーをしっかり出

して、魅力を高めていくという、そういう宿命を

持っているものなのですよと言うと、そうなのだよ

なと、我々もそこが自己矛盾を持っているのだよな

と。内部でもそこを乗り越えられていないらしいの

です、委員会の中でも。それは、これからいろいろ

お互いに協議を重ねていく中で、どの程度まで共有

部分があればいいのかなということは、これからだ

んだん見えてくると思いますので、その中で整理さ

せていただきたいと考えております。 

○議長（西村昭教君） １１番米沢義英君。 

○１１番（米沢義英君） そのほかにもいろいろ指

摘事項がありますが、大まかに勘どころとして、そ

ういうものも含めた総体的なジオパーク認定に向け

ての取り組みを、案内看板だとか、いわゆる学術的

な誤り等が、まだまだ未整備なところがあるという

ことが指摘されておりますから、そういうものを基

本として、美瑛町と上富良野町との、さらに力を合

わせながら、地域の特色も出しながら、ぜひ前へ向

かって前進してほしいというふうに考えておりま

す。 

 次に、予約型乗り合いタクシーの問題についてお

伺いいたします。 

 おおむね評価としては、満足度が高いというよう

な評価になっているかというふうに思います。しか

し一方で、依然として、利用者の方からも利用時間

等の問題等について、もうちょっと便利にならない

のかというような回答が返ってきております。 

 このアンケートの回答を見ますと、自宅発便に関

することでいえば、１０時の便があったほうがいい

とか、１１時の便があったほうがいい。目的、発に

ついては１０時、１３時から１４時の間、１５時が

あったほうがいいという、どれも切実な回答がアン

ケートの中から読み取られています。確かに満足度

は高いけれども、一方で、変更してほしい内容等に

ついて、どれも切実な問題だというふうに思ってい

ます。 

 前回のときも質問の中で、病院の診療時間が延び

たときに、ちょうどいい１２時帯だとか、バスがな

いとかという形になります。これを見ますと、１３

時まで待たなければならないとか、そういう形にな

ります。地方では、他方のデマンド方式のタクシー

の利用を見ましたら、１０時あるいは１２時に便数

が、利用しやすいような形での時間帯を設定したり

しておりますし、そういう意味で、もっといろいろ

な形の対応が必要ではないかというふうに思いま

す。 

 この点、ただ問題は、ここにも書かれております

事業者間との、いわゆる配車の問題、人の配置とい

う問題がありますけれども、しかし、そうであれ

ば、一方で町がそれにかわる車を配置するなどの対

策も必要ではないかというふうに思いますし、この

点、まずお伺いしておきたいというふうに思いま

す。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） 米沢議員の予約型乗り合い

タクシーの御質問に対してお答えをさせていただき

ますが、さまざまな要望がアンケートの中からも読

み取れているところでございます。我々といたしま

しては、極力皆さん方の思いにかなう運行を目指し

ているわけでございますが、いかんせん、事業者と

の調整もございますし、どうしても乗り越えられな

いところもございます。今お尋ねにありました車両

を確保してというようなことも、実は協議の中で御

提案させていただいたことがあります。車があって

も人はいないのだというところに行き着きます。そ

ういったところで、非常に困難な課題が今横たわっ

ているという実態も御理解いただければと。そうい

う中で、どういう工夫ができるかということは、

日々、事業者と検討をさせていただいているところ

でございます。 

○議長（西村昭教君） １１番米沢義英君。 

○１１番（米沢義英君） ぜひ協議を前に進めてい

ただきたいというふうに思っています。乗用車の確

保にしても、やっぱりこれだけ要望があるわけです

から、町としても配車そのものを確保するなどしな

ければならない。業者待ちという点だけでは前には
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進まない部分があるというふうに思いますので、こ

の点は、町で人も車も確保した、そういった部分と

いうのは、現実的に実現可能ではないかというふう

に思いますが、この点についてお聞かせください。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １１番米沢議員の御質問に

お答えいたしますが、一部分を切り取って町が主体

的に事業を行うということは、事業そのもののバラ

ンスが非常に保てなくなります。そういうことを考

えますと、やはり総体的に公共交通事業の一端を

担っていただいている事業者にやはり大きく、そこ

は主導的な立場を担っていただくということは、安

定的な運行ができる私は大きな要素だというふうに

思っておりますので。事業者の皆さん方も非常に努

力をしていただいております。例えば人材確保なん

かの情報提供だとか、そういうＰＲだとか、そうい

う面では、お手伝いできるようなところがあれば、

積極的にお手伝いすることも方法かなと、そんなこ

とは考えております。 

○議長（西村昭教君） １１番米沢義英君。 

○１１番（米沢義英君） いつまでかということに

なると、恐らく答えが出ない話なのかというふうに

思います。 

 アンケートの中では、日曜日を運行してほしいと

いうのが１３４回答が寄せられているのです。この

ままでよいは９３ありますけれども、回答率では、

５６％という形になっております。 

 これからも、このアンケートを見ますと、乗り合

いタクシーを、運転免許を持っていても利用してい

る人もいますし、これからもまた、現在利用してい

ないけれども、利用したいというふうに思っている

方が、このアンケートの中ではあります。多少大き

めな段ボールも持ち込めるようにしてほしいとか、

こういう答えがあるわけで、やはりこういう回答に

対して、町も積極的に対応すべきではないかという

ふうに思います。確かに相手方の、会社の車の配

置、人の雇用の問題等がありますけれども、やはり

こういった切実な、今求められている要求が目の前

にあるわけですから、今後、この点をいつまでに、

どの時点で最終的に結論を出そうとしているのか、

お伺いいたします。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １１番米沢議員のアンケー

トを通じたさまざまな要望事項についての実現の見

通しにつきましては、いつの時期までに、こういっ

た要望を満たしてまいりたいということを、今この

時点でお答えすることは大変困難なことかというふ

うに。いずれにいたしましても、そういった要望全

てを満たすということは到底不可能でございますの

で、どういった要望を優先させて、改善の方向へ向

けていくかということは、日々の取り組みの中で努

力していくことしか、お答えすることはできない状

況でございます。 

○議長（西村昭教君） １１番米沢義英君。 

○１１番（米沢義英君） そうしますと、少なくと

も、こういう改善してほしいという要望には、現時

点も近い将来も、なかなか先が見えない話なのかな

というふうに思いますけれども、こういう回答を寄

せた方に、町長はどういうような返事を出されます

か。もう少し待ってほしいと。将来の見通しが立つ

まで待ってくださいというような状況になるのかな

というふうに思いますが。要するに私は、こういっ

た要求がある以上、行政としても、やはり公共交通

機関としての役割をきっちり前へ進める意味でも、

こういう要望に対して、何らかの形で早急な対応が

必要だというふうに思いますが、もう一度この点に

ついての町長の回答を求めます。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １１番米沢議員の乗り合い

タクシーについての御質問にお答えさせていただき

ますが、町がアンケートに答えていただきましたの

は、現在のサービス以外に希望するサービスについ

て、望みたいものについてのお答えをいただいたと

いうふうに、そういう内容でございます。希望する

ことに対して全てを応えていくということは、非常

にこれはハードルの高いことでございまして、その

中から、特に公益性が高い、あるいはこの事業の目

的を高める上において必要なことを取捨選択し、ま

た、現在行っている中で、また少し見直しがあって

もいいというようなことがあれば、それも見直しを

含めて、常に改善をしていく方向で検討していくべ

きものだというふうに考えておりますので、そこは

取捨選択をしながら改善を図ってまいりたいと考え

ておりますので、不断に見直しを続けてまいりま

す。 

○議長（西村昭教君） １１番米沢義英君。 

○１１番（米沢義英君） こういう切実な要求があ

るわけですから、ぜひ改善をしていただきたいとい

うふうに思っております。 

 次に、保育料の負担軽減については、平成３０年

から実施するということで、非常にこれは喜ばれる

制度であります。今、国においては、非課税世帯あ

るいは生保世帯に対しては免除制度をとっておりま

すが、それに加えて、なおかつ多子世帯に対する保

育制度の負担軽減ということであるから、喜ばしい

ことで、実現されるということでありますので、ぜ

ひ進めていただきたいというふうに思います。 

 次に、障がい者の就労支援事業についてお伺いい
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たします。 

 この問題についてですが、何カ所かの事業所の中

からお話を聞きましたが、それぞれ事業所で努力を

しながら、仕事の就労先を見つけながら、大変苦労

もされています。ただ、言われていたのは、なかな

か相手の事業所もそれぞれ都合があって、また、理

解不足というのもあるのかもしれないけれども、な

かなか就労に結びつけるということになると大変だ

ということを言われています。 

 就労ＡとＢというふうにありますけれども、就労

Ａは、将来、みずから自立して、地域の中で仕事を

しながら、やはり将来の生計を立てられるような方

向での仕事という形になっております。そうします

と、なかなか今現在においては、社会的にもようや

くこういった部分に対する光が当たるようになって

きまして、働く場所、あるいは障がいに対する意

識、見方というのが変わってきている部分が見受け

られます。しかし、総体的にはどうなのかというこ

とになると、やはり、なかなか狭い範囲の中で仕事

を選択しなければならないという状況になっていま

す。 

 そういう意味では、上富良野町が実施している、

いわゆる清掃業務、こういったところに、将来何ら

かの形で仕事を確保できるように働きかけてもらう

ということが前提になりますし、また、事業所その

ものも当然努力しなければなりませんけれども、こ

ういった部分で、町の委託先に対する、確認したい

のですが、働きかけをしていただいて、清掃業務等

にかわれるような仕事の確保ができるような、そう

いった支援も町でできるのかなというふうに思いま

すが、この点、確認しておきたいと思います。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １１番米沢議員の障がい者

の就労支援についての御質問にお答えさせていただ

きます。 

 障がい者の就労支援につきましては、私はこれは

非常に、障がいを持っておられる方、御本人はとも

かく、御家族の方も含めて非常に期待をしている部

分かなというふうに思っております。 

 特に、就労Ａ型につきましては、やはり自立して

いく道筋をつけるわけですから、さまざまな町内の

事業者の皆さん方に対してもぜひ、隠れた才能を

持っておられる方も多分おられるのではないかと思

うのです。そういう方を発掘できるような環境も整

えていきたいと思いますし、とにかくそういう実態

を事業者の方にお知らせすることは、まだまだ十分

ではないと思っていますので、それとあわせて、御

質問にありました町内の長期契約をしております清

掃業務等の業者につきましても、新たな契約更新の

時期等の機会を捉えまして、そういった方を積極的

に雇用していただくような、そういうお願いもして

まいりますので。 

 また、そういうときには、町にはこういう実態が

ありますということもあわせてお知らせしながら、

少しでも就労支援が拡大されるような環境づくりを

行ってまいりたいと考えておりますので、ぜひ御理

解を賜りたいと思います。 

○議長（西村昭教君） １１番米沢義英君。 

○１１番（米沢義英君） 家族の方の声をちょっと

紹介したいのですが、当然子どもは、親御さんにし

てみれば、将来、自分が先に逝くことになると。そ

のためにも、この子どもたちが一定程度自立でき、

また、環境そのものも変わらなければならないのだ

けれども、やはり何らかの就労支援ができれば、収

入を得て生活できる、それが毎日、やはり大切なこ

とだし、そうしなければならないし、私ができるこ

とといえば、わずかなことで、本当に子どもに話し

て、諭すことができるぐらいだというような話で、

本当に苦悩しているような話を聞かされました。 

 そういう中で、先進的な地域を見ますと、やはり

コーディネートがしっかりできていて、つなぎがで

きる、いわゆる働く場所を確保する。どういう仕事

がＡという方に合っているのだろうというところ

も、やっぱり事業所と、どこになるかはわかりませ

んけれども、自治体なのか、それに関するところが

担うのかはわかりませんけれども、そういったつな

ぎができて、しっかり就労支援に結びついていると

いうところが比較的最近出てきました。 

 そういう意味で、上富良野町を見たときに、そう

いう支援は確かにありますけれども、まだまだ町

が、周りの支援体制がなかなかできていないという

こともあるのかなというふうに思いますけれども、

町がある程度中心になって、仕事を確保、ただハ

ローワークを紹介するだけではなくて、そういった

ところに、そういうものも含めて結びつけるよう

な、そういう支援体制がやっぱり少し薄いのではな

いかなというふうに思っていますので、この点、町

長はどのようにお考えでしょうか。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １１番米沢議員の御質問に

お答えいたします。 

 御家族の心情等もお話を伺いました。全くそのと

おりだというふうに私も理解できております。これ

から、そういったきめ細やかなマッチング、あるい

は情報提供というものの必要性も感じておりますの

で、特に、そういった方がワンストップで、そうい

う思いを受けとめてあげられるような環境をつくり

たいというふうに、それは全くおっしゃるとおりで
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ございますので、今後、そういう先進事例等も参酌

しながら、さらに、本当に安心して上富良野で住ん

でいただけるような状況づくりを心がけてまいりま

すので、よろしく御理解をお願いしたいと思いま

す。 

○議長（西村昭教君） １１番米沢義英君。 

○１１番（米沢義英君） ぜひそういった点での取

り組みを大いに進めていただきたいというふうに

思っているところです。職員の方もそれぞれ忙し

さ、受け持つ部門もありますから、なかなか大変だ

というふうに思いますが、後押しできればというふ

うに思っております。 

 次に、社会教育総合センターのトイレの改修につ

いてでありますが、この点については、早期に検討

するということでありますが、めどとしてどのぐら

い、財源の確保等があるかというふうに思います

が、この点は、大まかで、わかるのであれば、わか

る範囲でよろしいですのでお答えいただきたいとい

うふうに思っております。 

○議長（西村昭教君） 教育長、答弁。 

○教育長（服部久和君） １１番米沢議員の御質問

にお答えしたいと思います。 

 早急に対応するということで、次年度の予算に要

求したいということで、作業を進めているところで

ございます。 

 以上です。 

○議長（西村昭教君） よろしいですか。再質問は

ありませんね。 

 以上をもちまして、１１番米沢義英君の一般質問

を終了いたします。 

 次に、９番荒生博一君の発言を許します。 

○９番（荒生博一君） 私は、さきに通告しており

ます２項目６点について町長にお伺いいたします。 

 まず、１項目めの十勝岳ジオパーク構想につい

て。 

 今年度、認定を目指していた日本ジオパーク新規

認定の審査結果において、残念ながら十勝岳ジオ

パークの認定は見送られました。その後、１１月７

日付で正式な審査結果報告がなされております。そ

の結果を踏まえ、今後どのような考えで、十勝岳ジ

オパーク認定に向けた具体的な取り組みを進めるの

か、３点について町長にお伺いいたします。 

 まず１点目、認定見送りになった結果について、

町長はどのように受けとめているのか、お伺いしま

す。 

 ２点目、今回の審査結果報告の中で、解決すべき

課題として挙げられた①ジオパーク推進協議会の体

制の改善。②専門員も含め、事務局体制の強化。③

拠点施設及び案内板、解説板についての改善等、こ

れら諸問題をどのように解決していくのか、お伺い

いたします。 

 ３点目、ジオパーク活動をまちづくりの核として

決め、認定に向けた活動をこの２年間で行い、多く

の投資がなされてきております。今回の審査結果

後、町から町民に対しての報告は、広報１０月号

で、それから、ホームページ上では、１１月２８日

付にて、企画商工観光課ジオパーク推進室のページ

で、認定結果報告を行っているだけで、理事者か

ら、これからの思いなどは一切発信されておりませ

ん。多額の予算を必要とするからには、より多くの

町民の方々の理解や協力を得なければならないと思

うが、今後の取り組みに対する町長の考えをお伺い

いたします。 

 次に、２項目め、人口減対策の具体的な取り組み

と、その成果についてお伺いします。 

 平成３１年度までの５カ年計画で策定された上富

良野まち・ひと・しごと創生総合戦略では、人口減

少問題の研究を行っている国立社会保障・人口問題

研究所の将来推計人口は、２０４０年には、現在の

１万１,０００人から８,０００人になると推計が示

されました。そのことを受け、町では１万程度の確

保を目標に、持続可能なまちづくりに向け、若者の

人口流出を抑制するとともに、高齢者の安心な暮ら

しを支えながら、定住・交流人口の増加を図ってい

くことを目標に掲げております。 

 そこで、これまでの取り組みの成果について３

点、町長にお伺いいたします。 

 まず１点目、上富良野町のよさを宣伝し、定住・

移住を促進するための取り組み策として、現在の町

のホームページをもっと見やすくなるよう工夫をす

る必要があると考えるが、町長の考えを伺います。 

 ２点目、交流人口の増に向けた観光振興策の取り

組みについては、観光振興計画における観光客入り

込み数の目標数値に対し、交流人口である宿泊、日

帰り客の実際の数値は目標を大幅に下回っておりま

す。観光振興計画最終年度の平成３０年度の９０万

人という目標数値達成に向け、どのような具体的取

り組みを行うのか、お伺いいたします。 

 ３点目、若者の人口流出や抑制や定住・移住の促

進のためには、雇用の場、働く場所の確保は何より

も優先されなければならないと考えます。今後どの

ように取り組みを進め、効果があったのか、お伺い

いたします。 

 以上です。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ９番荒生議員の２項目につ

いての御質問にお答えさせていただきます。 

 まず、１項目めの十勝岳ジオパークに関する３点
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の御質問にお答えさせていただきます。 

 １点目の今回の認定見送りの結果に対しての私の

受けとめについてでありますが、さきの村上議員に

もお答えさせていただきましたように、大変残念に

感じているところであります。 

 また、２点目の個別の課題解決につきましては、

これも村上議員への答弁と重複いたしますが、今

後、十勝岳ジオパーク推進協議会におきまして、そ

の一つ一つを十分に検証・検討を行い、課題への対

応を図ってまいりたいと思っているところでありま

す。 

 次に、３点目のジオパークの認定見送り後の経過

や今後への情報提供、情報発信についてであります

が、このたびの結果につきましては、町広報誌に掲

載し、審査結果の内容につきましてはホームページ

で公表したところであります。 

 まず、今後に対する基本認識につきましては、審

査結果を受けた後、美瑛町長と私とで、引き続き認

定を目指し、活動を継続していくことで、既に確認

をさせていただいており、この後、近々予定をして

おります十勝岳ジオパーク推進協議会臨時総会にお

きまして、今後の活動についての具体的な協議が行

われますので、その結果を踏まえ、今後の進め方等

の内容や町としての取り組み等について、速やかに

町民の方々へ説明をさせていただきたいと考えてお

りますので、改めて本活動への御理解と御協力をお

願い申し上げます。 

 次に、２項目めの人口減対策の取り組みに関する

３点の御質問にお答えさせていただきます。 

 まず、１点目の定住・移住を推進するための町の

ホームページに関する御質問についてであります

が、定住・移住を希望または検討されている方々に

とりましては、各自治体が発信するこれらの地域情

報に対し、大きな関心を持たれているものと思いま

す。特に、情報の入手方法としましては、インター

ネットやＳＮＳ等さまざまな情報ツールが果たす役

割や効果は大変大きいものと認識しており、とりわ

け、町のホームページの充実については、必要性を

強く感じておりますことから、定住・移住の取り組

みが成果につながるためにも、多くの方々に関心を

持って見ていただけるようなホームページとなるよ

う、さらに工夫をしてまいります。 

 次に、２点目の交流人口増に向けた観光振興策の

取り組みについてでありますが、平成３０年度まで

を計画期間とする観光振興計画に基づき、観光客入

り込み数について、目標達成に向けた取り組みを展

開しているところでありますが、議員御発言のとお

り、その実態は厳しい状況にあると認識しておりま

す。 

 この間、大型観光施設の撤退等もあり、観光入り

込み数が伸びない要因について、これらの影響も含

め、一定の分析をしているところでありますが、富

良野圏域全体を見ましても入り込み数がやや頭打ち

の状態にあり、本町はもとより、圏域全体としても

新たな魅力づくりが求められていると判断している

ところであります。 

 私といたしましては、このような状況や巷間聞か

れるような、地域内で上富良野が埋没しているので

はとの閉塞感を解消し、新鮮な町の魅力づくりや誘

客につながるような具体的な取り組みが重要と捉

え、このたび国の地域再生事業を活用する中で、活

性化を図っていきたいと考えているところでありま

す。 

 いずれにいたしましても、観光振興は、官民挙げ

ての一体的な取り組みがなければ成果に結びつかな

いと理解をしており、今後は、町民の皆様を含めた

意識の醸成や業種・業態を越えた取り組みが観光振

興に欠かせないと考えておりますので、御理解を賜

りたいと存じます。 

 次に、３点目の雇用の場、働く場所の確保につい

てでありますが、地元に働く場所がないということ

は、人口の流出を招くことはもちろん、町自体に対

する関心や魅力について低下を招くとともに、恵ま

れた自然環境や食資源がありながら、定住・移住に

結びつきにくく、雇用の場や働く場所の確保は大変

重要な要素であると認識しております。 

 本町における雇用機会の状況につきましては、業

種・職種は広くなく、決して潤沢に選択肢があると

は言えませんが、町内の幾つかの事業所において

は、恒常的に人員を募集している状態にあり、働く

場所と働く人とのマッチングが図れていないという

のが実態ではないかと感じております。 

 町といたしましても、企業訪問等により、町内事

業所の規模拡張や設備投資の促進を初め、新規開業

や新規就農など、それぞれに支援策を講じる中か

ら、雇用機会の確保に努めてきたところであり、一

定の成果が生まれてきていると認識をしているとこ

ろであります。 

 また、働き手に対する求人情報の発信につきまし

ても、町独自の取り組みとして、町民の方が多く訪

れる公共窓口や金融機関、コンビニエンスストア等

の御協力を得て、町内事業所の求人情報を提供させ

ていただいており、移住希望者に対しましても必要

な情報提供をさせていただいているところでありま

す。 

 今後におきましても、町内における経済活動が活

性化するよう、雇用の場や働く場所がふえていくよ

う取り組んでまいりますので、御理解を賜りたいと
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存じます。 

○議長（西村昭教君） 再質問ございますか。 

 ９番荒生博一君。 

○９番（荒生博一君） 本日の定例会冒頭で、町長

は行政報告の中で、このジオパーク事業に関するこ

れからの取り組みについて述べられました。また、

村上副議長の一般質問の答弁においては、これまで

かかわっていただいた多くの地域の方々に心より感

謝申し上げるというお言葉を述べられました。 

 まさに僕が聞きたかったのは、きょうのお言葉

だったのです。これまで、９月２７日の認定の可否

の決定がなされた以後、発信のチャンスは多分あら

れたと思うのですが、町長みずからのお言葉で、こ

のような、町民が感心を寄せ、興味を持っている案

件だからこそ、本日、定例会において３人の議員

が、今後の取り組みについての一般質問と相なりま

した。 

 残念ながら本日まで、町長からのお言葉が発信さ

れなかった経緯と申しますか、理由がありましたら

お聞かせください。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ９番荒生議員のジオパーク

に関します御質問にお答えさせていただきます。 

 ジオパークについての私なりの思いを町民の皆様

方、あるいは関係者の皆様方にお伝えする機会云々

もございますが、まず、協議会の会長であります、

やはり美瑛町長がまず地域の皆さん方に発信をする

ことが、まず、私は第一義だ。その中で、上富良野

町長として、上富良野町民の皆さん方や地域の皆さ

ん方に私の思いをお伝えするべきだということが基

本認識にございました。今回の認定見送りについて

の総括がまだなされていないと、形式上なされてい

ないという中でございますので、精いっぱい、私は

町民の皆様方に対しては、私の思いを機会を通じて

述べさせていただいておりますし、また、支援して

いただきました専門部会の皆さん方とは接する機会

がございますので、そういう中で私の思いは、あれ

以降何度もお伝えさせていただいている状況にござ

います。 

○議長（西村昭教君） ９番荒生博一君。 

○９番（荒生博一君） これから、今月先に推進協

議会の臨時会が開催されます。その中で町長は、上

富良野のトップリーダーとして、ある一定程度の考

えを持って協議会臨時会に臨まれることと、先ほど

の同僚議員からの御答弁でも、いろいろ細かい事項

に関しては、一つ一つ検証、それから結果をどう

いった形で受けとめ、今後、協議会において一つ一

つつくり上げていくという御答弁でしたので、細か

なことは伺いません。協議会に対する上富良野の

トップリーダーとしての臨み方に関して、私、今の

町長の御答弁を聞くと、どうも浜田町長に重きを置

いて、町長自身も、両町で行う事業なわけですか

ら、それぞれがイニシアチブをとり、一体化すると

いうことは十分あり得ることだと思うので、もう一

度、これからの臨時会に臨む上富良野のトップリー

ダーとしての意気込みをお聞かせください。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ９番荒生議員の御質問にお

答えさせていただきます。 

 ２点お答えさせてください。 

 まず１点目は、９月２７日に結果について内示を

いただきました。翌日、私が美瑛町へ出向いて、美

瑛町長と、めげないで、引き続き認定を目指して頑

張っていこうという確認に行きました。これをもっ

て、まずひとつ御理解をいただきたいと思います。 

 それから、その後、１０月に秋田県でありました

全国大会にも、認定見送りを受けながら、私はこの

協議会の思いを全国の皆さん方に、あるいはＪＧＮ

の皆さん方に感じていただくために出席してまいり

ました。認定見送りになって行っているわけですか

ら、それをもって御理解いただければと思います。 

○議長（西村昭教君） ９番荒生博一君。 

○９番（荒生博一君） 強い決意を聞かせていただ

きましたので。このジオパーク事業は発足当初か

ら、ボトムアップ型ということで、町民の方々の理

解や協力なしには行えない事業だと強く認識してお

ります。 

 今の強い意思を確認できましたので、先ほど４３

の認定地域の中には、それぞれ近隣の自治体と協力

をして行っているジオパークの事例が幾つもあると

いうことで、先ほど町長は、決してハードルは高く

ないという強いお言葉もいただきました。再来年の

認定に向け、ぜひリスタートを強く切っていただく

という思いは感じ取れましたので、この事業に関し

て引き続き応援をしたいと思いますので、よろしく

お願いします。 

 次に、２項目めの人口減の対策に関してお伺いさ

せていただきます。 

 まず、この質問は３点行わせていただきますが、

１点目、町のホームページ、特に、移住相談という

ページがありますが、私はこの質問を考える以前よ

り、ずっと移住・定住の、移住関係のホームページ

は毎日のように見させていただいている中で、残念

な点、これは挙げると切りがないのですけれども、

すぐに改善いただきたい点が三つございます。 

 まずは、町の概要として、定住のページでは、人

口、ことしの３月のデータのアップが最終になって

おりまして、残念ながら当町のホームページのトッ
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プページの町の人口は、現在、１０月末の数字に

なっておりますが、こういったところでも、同じ当

町のホームページの一つの先として、移住相談とい

う窓口があるのに、うまく連動されていないという

のが残念です。 

 それから、移住相談のページでは、昨年１２月

に、本年度、２９年の頭からの「お試し暮らし住宅

の御案内」という情報がアップされた以後、ことし

の１０月の北海道移住フェアに参加しますという案

内をもってして、お知らせというのが１０カ月間も

更新されていません。この件も残念で仕方ありませ

ん。 

 あと、３点目。交通情報の中で、公共交通機関の

ＪＲの時刻表、これも最新のものにはなっていませ

ん。朝の時間帯、時間は数分ずれが生じています。

本来、リアルタイムな情報を提供する町のホーム

ページの中の一つのページであるわけですから、こ

れは、見る方に全くウエルカム感が感じられず、そ

れでして、定住・移住、移住、来てください我が町

にということは言えません。僕が思うに、現在の体

制ではこれが無理なのであれば、専門的な職員を配

置して、しっかりと真剣に対策を練る必要があると

思いますが、その件に関してお伺いします。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ９番荒生議員のホームペー

ジに関します御質問にお答えさせていただきます。 

 ただいま御指摘いただきました不備の状況で公開

されているということにつきましては、全く反省を

しなければならないと、率直に受けとめさせていた

だくところでございます。 

 ただ、どのようにそれを、リアルタイムの情報を

提供できるような仕組みにするかということは、定

住・移住に関する情報提供だけではなくて、ホーム

ページの情報提供のあり方そのものに関しますこと

ですので、ぜひそういった御提言を受けまして、私

といたしましては、ホームページを充実させていく

システムづくり、システムがしっかりできているの

かどうかということも早急に検証いたしまして、全

ての情報提供のものが常に最新の情報になっている

こととあわせて、やはりホームページが視覚にうま

く訴えているかどうかということもまた大事な要素

でございますので、それが自賄いできるのか、ある

いは専門の方の知恵もかりなければならないのか、

そういったことも含めて検証させていただきたいと

思いますので、少し猶予をいただければと思いま

す。 

○議長（西村昭教君） ９番荒生博一君。 

○９番（荒生博一君） ホームページのことに関し

ては、検証後しっかりと、見る方にわかりやすく、

リアルタイムな情報が発信できるように創意工夫を

重ねていただければと思います。 

 そして、私の質問の中で、そういった今の現体制

では、更新等々が、担当の方が忙しいのか何かわか

りません。もし、例えば１人、専門職を雇用すると

か、もしくは現職員の中で、その知識にたけた者を

そこの部署に配置するなど、さまざまな考え方があ

る中、たまたま私、１１月２１日、２２日と２日間

で行われた第６回政策調整会議の会議録を見ること

がありました。いろいろな施策の案件の中で、１６

項目めに、定住移住マネジャーという項目を見つけ

まして、（地域おこし協力隊）ということでの事業

化なのか、そういったイメージで今後取り進めてい

きたいという文面がつづられている中で、いろいろ

検証においては、必要性とか緊急性等々をＡ、Ｂ、

Ｃ評価でなされている中で、残念ながら緊急性は、

私の記憶ではＢ、それから最後の方向といったとこ

ろでは、②今後、要は、検討した上で実施を行うと

いうことで、見た感じでは、すぐ来年度の予算に反

映されるのかどうかというのは、私はプロの行政マ

ンではないのでわかりませんが、その位置づけたる

ものというのは、現在どのような形で考え、また、

今、私から指摘したホームページの管理も含めて、

定住・移住というのは本当に大事な問題だと思いま

す。 

 平成２３年３月に策定されております上富良野町

定住・移住促進計画においては、町長も前回、こと

しの頭、農業の窓口のワンストップ化を施行され、

定住・移住の促進計画にもワンストップという文言

がやっぱりあるのです。その中には、例えば空き地

や住宅の情報を、要は土地の所有者から収集して、

リアルタイムに発信をしたりということで、定住ま

たは移住の希望者に対して、その情報を一元化して

そちらで発信をするというワンストップ、これも含

めて、今、緊急性がＢである地域おこし協力隊を利

用する定住移住マネジャー、これこそ、今そういっ

た過去に策定されました案件と、今まさにリンクし

ているものと思いますので、できることならば早期

の設置検討をいただきたいのですが、その件に関し

てお答えください。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ９番荒生議員の大きく２点

についてお尋ねいただいているかと思いますので、

お答えさせていただきます。 

 まず、ホームページ等の管理の町の状況につきま

しては、非常に町の職員体制の現況の中で、ここ近

年、大きな課題として私は捉えておりまして、とり

わけ、いろいろな行政システム、電子媒体を使う業

務のシステム構築の上において、全てを業者に委ね
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て、お任せして、コストをもって取り組んでいる自

治体も多くあります。我が町におきましては、おか

げさまで非常にたけた職員がおりまして、かなりの

部分が自賄いできているという状況でございまし

て、かといって、反面、優秀な人材を固定化してし

まうおそれがありますので、これを何とか解消した

いということで、今どういう方法がとれるか、大分

検討は進んでおります。そういう状況にございま

す。それで、ホームページの管理等につきまして

も、そういう専従体制がいいのか、あるいは今の職

員の中で、人手不足があってそういうことになって

いるのか、そこら辺は少し検証させてください。 

 それと、地域おこし協力隊を活用してのマネジメ

ント、これにつきましては、今、政策調整会議のほ

うでテーマとしている状況でございますが、私とい

たしましては、仕組みとして否定するものは何もご

ざいません。ただ、やはり定住・移住を促進すると

いうことは、むしろ、この町についてのことはエキ

スパートでなければならないという観点から見ます

と、地域おこし協力隊のような性格を持ったスタッ

フは、果たして上富良野町の本当に隅々の、移住・

定住を希望されておられる方に情報をうまく、しっ

かりとコーディネートできるような働きを期待でき

るのかどうかということを、どうしてもまだ越えら

れないものがございまして、人材を求めることは容

易ですけれども、果たしてそれが行政効果として発

揮できるかということは、まだ少し詰め切れており

ませんので、今後の検討課題としているところでご

ざいますが、いずれにいたしましても、平成３０年

の予算の組み立てまでに結論は出しますので、少し

お待ちいただきたいと思います。 

○議長（西村昭教君） よろしいですか。 

 ９番荒生博一君。 

○９番（荒生博一君） この地域おこし協力隊の任

用については、懸念されている材料も十分把握しま

したので、ぜひ３０年度の予算までに、どのように

行うかという結論を予定どおり出していただければ

と思います。 

 次に、２点目の交流人口、特に観光に関しての件

ですけれども、町長の御答弁にありましたとおり、

この間、大型店舗の当町よりの撤退等々で、要は交

流人口の数値が伸び悩んでいる、頭打ちだというの

は十分、私も旅行サービス業界の１人として認識し

ており、それが重立った要因だということはわかり

ます。 

 そんな中で、御答弁では、広域圏域でも新たな魅

力づくりが必要だということを述べられています。

町長の考える新たな魅力づくりというのは何です

か。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ９番荒生議員の御質問にお

答えさせていただきます。 

 まず、上富良野町における魅力づくり、今お話し

できることは限られておりますが、まず、先ほど来

話題になっておりますジオパークを推進することも

一つの魅力づくりにつながっていくというふうに

思っております。 

 それから、冒頭の当初のお答えでお話しさせてい

ただきました、今回の地域再生事業、こういったこ

とも非常に地域にとってインパクトを与えられる要

素かなということで理解をしているところでござい

ます。 

 それから、一方、上富良野町以外でも、圏域とい

うことで考えますと、富良野市でも、例えば宿泊の

キャパをふやすとか、中富良野町においてもさまざ

まな取り組みが今予定されておりまして、そういっ

たことが一体的に機能すれば、誘客、集客につなが

る大きなインパクトを与えると思っておりますの

で、上富良野町といたしまして、今、町ができるこ

とに向けて、今、新たな事業展開を通じて、魅力づ

くりをしたいと考えておりますので、御理解を賜り

たいと存じます。 

○議長（西村昭教君） ９番荒生博一君。 

○９番（荒生博一君） 今お言葉にありました地域

再生事業を活用する中で活性化を図っていきたい。

このことに関して、述べられる範囲で結構です。ど

のような具体策を持って地域再生事業を行うのか、

お聞かせください。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ９番荒生議員の御質問にお

答えさせていただきます。 

 もう既に御案内をさせていただいておりますが、

本地域再生事業につきましては、大きく今は２本の

柱を立てております。 

 まず１点目は、十勝岳を利用した観光振興に結び

つく、あるいは産業振興に結びつく事業展開、それ

からもう１点は、映画づくりを通じた地域振興、こ

の２点が、今、地域再生事業を申請内容でございま

すので、これらの活動を具現化する中で、魅力づく

りを図っていきたいと考えているところでございま

す。 

○議長（西村昭教君） ９番荒生博一君。 

○９番（荒生博一君） それでは、新たな魅力づく

りに関しては、事業計画を持ってしっかりと策定い

ただくようお願いいたします。 

 最後に、今回、３点目ということで、若者の雇

用、働く場に関してですけれども、当町の住民基本

台帳によりますと、平成２８年度、昨年は、出生、



― 39 ―

死亡者、そういった自然動向と、あと、社会的動向

と、二つの要因からに分かれますけれども、大体百

何十名が減員となっている実態の中で、出生数とい

うのは、多分、正確な数字はあれなのですが、７３

名ぐらいかと思われましたけれども、今年度、２９

年度においては、現在、１２月１日時点で６６名、

多分これから１２月末にかけて生まれても、２人か

３人ぐらいかもしれません。７０という数字が目標

とかというわけではありませんので、こういった背

景がある中、どうしても若い方の移住を求めるにお

いては、我が町の職業支援、それからそういった働

く場の情報の開示というのが、もう一つ工夫が必要

だと思うのですが、今回の答弁書では、コンビニエ

ンスストアや金融機関等々に、当町の雇用の情報の

掲載を御協力いただいているということでしたが、

例えば札幌で今、ジョブカフェとかということで、

就業されたい若者がそこに集い、そこでリアルタイ

ムな情報を得ることができるということも聞いてお

ります。 

 また、事業者によっては、ハローワークに掲示せ

ず、事業所の中でのみ求人広告を張っていたりとい

うような求人というのは、実は隠れ求人と言いまし

て、結構町内の業種にもあると思います。 

 先ほどの定住・移住のワンストップ化のことも含

めてなのですが、もし今こういった就業機会を求め

る若い移住者の方に向けて、総合的に一つの場所を

使い、そういった情報発信を行うという考えがない

のか、お聞かせください。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ９番荒生議員の定住・移住

者、特に若者の思いを酌めるような仕組みづくりで

ございますが、町が主体的に求人活動をするという

ことは、これは一定程度制約があるのかなと思って

おりますが、町が介在していろいろ働く場所の情報

提供ということは可能だと思いますので、今、ジョ

ブカフェといったことも御提案いただきましたけれ

ども、私ちょっとそういう中身について熟知してお

りませんが、いずれにいたしましても、若い人が上

富良野で働けるというような情報を提供することは

大事ですので、ぜひアイデアをいただければと思い

ます。 

 また、出生人口が少ないという実態もございます

が、ただ、そういう世論、社会情勢ではあります

が、上富良野町について申し上げれば、非常に今、

自衛隊の若い隊員の皆さん方が上富良野に定住率が

高くなっております。そういうことで、７０人前後

でございますけれども、まだ上富良野は出生者が多

いと、出生率が高いという状況でございますので、

もっともっとそういうところにも目を向けていきた

いというふうに思っておりますので、いろいろアイ

デアがございましたら、ぜひお聞かせいただければ

と思うところでございます。 

○議長（西村昭教君） ９番荒生博一君。 

○９番（荒生博一君） それでは、２０４０年の国

立社会保障・人口問題研究所の将来推計の人口８,

０００人ということをぜひ回避できるよう、目標の

１万人の数字を目指し、今後も一生懸命定住・移住

策に取り組んでいただければと思います。答弁は要

りません。 

○議長（西村昭教君） 以上をもちまして、９番荒

生博一君の一般質問を終了いたします。 

────────────────── 

◎散 会 宣 告             

○議長（西村昭教君） 以上で、本日の日程は全部

終了いたしました。 

 本日は、これにて散会いたします。 

 あすの予定につき、事務局長から報告いたさせま

す。 

 事務局長。 

○事務局長（林 敬永君） 御報告申し上げます。 

 あす１２月１３日は本定例会の最終日で、開会は

午前９時でございます。定刻までに御参集賜ります

ようお願い申し上げます。 

 以上であります。 

午後 ２時３２分 散会 
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午前 ９時００分 開議  

（出席議員 １４名） 

────────────────── 

◎開 議 宣 告             

○議長（西村昭教君） 御出席、まことに御苦労に

存じます。 

 ただいまの出席議員は１４名でございます。 

 これより、平成２９年第４回上富良野町議会定例

会２日目を開会いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付した

とおりであります。 

────────────────── 

◎諸 般 の 報 告             

○議長（西村昭教君） 日程に入るに先立ち、議会

運営等諸般の報告をいたさせます。 

 事務局長。 

○事務局長（林 敬永君） 御報告申し上げます。 

 諮問第１号人権擁護委員候補者の推薦についての

議案につきましては、後ほど配付させていただきま

すので御了承願います。 

 また、議会運営委員長、総務産建常任委員長及び

厚生文教常任委員長から閉会中の継続調査として、

別紙配付のとおり申し出がございました。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） 以上をもって、議会運営等

諸般の報告を終わります。 

────────────────── 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名について 

○議長（西村昭教君） 日程第１ 会議録署名議員

の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２０条の規定に

より、議長において、 

     １番 中 澤 良 隆 君 

    １３番 村 上 和 子 君 

を指名いたします。 

────────────────── 

◎日程第２ 議案１０号 

○議長（西村昭教君） 日程第２ 議案第１０号特

別職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する

条例を議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 総務課長。 

○総務課長（宮下正美君） ただいま上程いただき

ました議案第１０号特別職の職員の給与に関する条

例等の一部を改正する条例につきまして、提案の要

旨を御説明申し上げます。 

 特別職の給与並びに議会議員の報酬等につきまし

ては、平成２４年度に特別職の職員の給与に関する

条例の一部を改正した以降５年を経過したところで

ありますが、平成２７年度に行いました特別職報酬

等審議会においては、当時の状況を総合的に判断さ

れ、特別職の給与並びに議会議員の報酬等について

は、据え置きとすることが適当とする旨の答申とと

もに、その附帯意見として２年程度をめどに定期的

な審議会を開催する必要があることなどの意見をい

ただいたところであります。 

 また、この間におきまして、改正、地方教育行政

の組織及び運営に関する法律の施行により、教育長

の身分及び職責が変わるなど特別職の給与に対する

状況変化もありましたことから、現時点での報酬額

等のあり方について意見を求めるため、本年５月１

５日に特別職報酬等審議会を設置し、３回の会議を

経て、６月１６日に答申をいただいたところであり

ます。 

 答申の内容の概略については、特別職、議会議員

ともに、これまでの取り組みを踏まえつつも、現状

において他の自治体の水準と比較し一定の乖離が認

められることから、年額ベースにおいて総体として

引き上げる内容となったため、今回その答申内容に

沿って特別職の職員の給与に関する条例並びに上富

良野町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条

例を改正するため、本条例を提案するものでありま

す。 

 以下につきましては、条例の朗読を省略させてい

ただき、改正内容を説明させていただきます。 

 特別職の給料月額並びに議会議員の報酬月額につ

いては、町長「７２万円」から「７５万円」に、副

町長「６０万円」から「６１万２,０００円」に、

教育長「５５万５,０００円」から「５７万６,００

０円」に、副議長「２０万５,０００円」から「２

０万９,０００円」に、常任委員長及び議会運営委

員長「１８万５,０００円」から「１８万９,０００

円」に、議員「１７万円」から「１７万９,０００

円」にそれぞれ引き上げるとともに、期末手当支給

月数については、年間「３.５月」を「４月」に引

き上げ、６月分「１００分の１７０」から「１００

分の１９０」に、１２月分「１００分の１８０」か

ら「１００分の２１０」にそれぞれ引き上げるもの

であります。 

 施行期日は、平成３０年４月１日から施行するこ

ととしております。 

 なお、当該改正による年間影響額については、総

額で４７８万円と見込んでおります。 

 以上で議案第１０号特別職の職員の給与に関する

条例等の一部を改正する条例の説明といたします。

御審議いただき、議決くださいますようお願い申し

上げます。 
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○議長（西村昭教君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

 １１番米沢義英君。 

○１１番（米沢義英君） 今回、報酬審議会におい

て答申がなされました。他の自治体との比較等々も

含めた中での最終決定という形になっております。

それぞれの役職の町長初め教育長、副町長という形

の中で、大変重責も担っているというふうに思いま

す。また同時に、今回の判断基準において、何点か

ちょっと質問させていただきたいと思います。 

 答申の中では、確かに類似町村との比較の中で、

町長等においては最下位等だとか、副町長、教育長

も含めて低い状況にあるということがわかります。

しかしもう一方で、一般の働く方の給与水準が現行

ではなかなか上がっていないという状況が見受けら

れるのかなというふうに思いますが、今回の答申の

中には、そういった部分のいわゆる上富良野町も含

めてなのですが、比較検討がされた状況というのは

あるのかどうなのか。わかる範囲でよろしいのです

が、答申の中身ですからわからないところもあると

思いますが、この点、まずお伺いしておきたいと思

います。 

 それと、二つ目には、議員の報酬も上がるという

ことですから、この部分については答えられない部

分、何とも言えない部分もあるのかもしれません

が、私としては、現行の所得水準が上がらない中

で、政府の統計調査の中でも、やはり３０代、４０

代の働く階層の人たちがなかなか障壁が喚起ができ

ないでいると。その背景には、給与がなかなか改善

されない、もろもろの税の負担も含めてですがある

というような報道もなされております。 

 そういう中で、私、この議員の報酬を上げるもの

はいかばかりなのかなというふうに考えているわけ

で、こういったものも含めて、町長、副町長、教育

長も、同時にこういう判断に基づいて今回の報酬審

議会の答申が妥当なのかということになれば、私は

ちょっと、私自身の考えでありますが疑問に感じる

ところがありますので、この点お伺いしておきたい

と思います。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １１番米沢議員の御質問

に、全てお答えできませんが、特別職に関する部分

だけお答えさせていただきますが、報酬審議委員の

皆さん方は、ただいま委員からお尋ねにありました

ような社会情勢、あるいは社会の経済状況の流れ、

あるいは一般のお勤めをされている方の給与水準、

そういったものを念頭にそれぞれが置きながらの審

議が行われたと、改めて議題として上げないにして

も、そういうことを参酌しながら答申をいただいた

と、そんなふうに理解をしているところでございま

す。 

○議長（西村昭教君） １１番米沢義英君。 

○１１番（米沢義英君） あらゆる角度から審議が

されたということでありますが、ただ、議会の部分

でいえば、本来、議員提案というのが一番妥当なの

かもしれませんが、しかし、まだ議会改革も道半ば

であるという状況の中で、確かに類似町村から見て

も低い状況にあるかもしれません。しかし、給与水

準が一般的に低い状況の中では、やはり上げられる

条件として、私自身考えるには、やはり議会改革が

進んで、そういったものが住民の皆さん方に一定程

度理解されて、それでは議員もなり手不足の解消も

あるだろうと、将来のことを考えれば、それなりの

報酬も必要だろうという経緯に至った段階で、私は

議員報酬も引き上げるべきだというふうに思います

が、現行の中では、まだその点が十分達成されてい

ない状況の中では、私は今回の報酬の引き上げ等と

いうのは納得できないものだというふうに考えてお

ります。 

○議長（西村昭教君） 答弁はよろしいですか。 

○１１番（米沢義英君） いいです。 

○議長（西村昭教君） ほかに、質問ございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） なければ、これをもって質

疑を終了いたします。 

 討論を省略し、これより議案第１０号を起立によ

り採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決することに賛成の諸君の

起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（西村昭教君） 起立多数であります。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第３ 議案第１１号 

○議長（西村昭教君） 日程第３ 議案第１１号上

富良野町職員の給与に関する条例の一部を改正する

条例を議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 総務課長。 

○総務課長（宮下正美君） ただいま上程いただき

ました議案１１号上富良野町職員の給与に関する条

例の一部を改正する条例につきまして、提案の要旨

を御説明申し上げます。 

 本年８月に、人事院は国家公務員の給与及びボー

ナスについて、民間が公務員を上回り、その格差を

解消するため引き上げる勧告がなされ、当該勧告ど
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おり実施する旨閣議決定を経て、このたび法改正が

なされたところであります。 

 本町の職員の給与についても、人事院勧告及び国

家公務員給与の改正内容を参酌し、所要の改定を行

うため、給与条例の一部を改正しようとするもので

あります。 

 あわせまして、給与制度の総合的見直しによる経

過措置が今年度末をもって終了することから、その

後の職務職責に応じた処遇措置として管理職手当の

引き上げを行うとともに、救急病院として指定を受

けております町立病院の救急医療体制の確保、向上

を図るため、特殊勤務手当の一部を改正しようとす

るものであります。 

 改正の主な内容についてでありますが、１点目と

して、月例給については民間との格差を解消するた

め、１級の初任給を１,０００円引き上げるととも

に、若年層については同程度の改定をするよう若年

層に重点を置いた引き上げで、平均０.２％の引き

上げ改定を行うものであります。 

 また、ボーナスについては、民間の支給割合に見

合うよう、現行年間４.３月を４.４月に０.１月引

き上げ、引き上げ分は勤勉手当に配分を行うもので

あります。 

 ２点目として、管理職手当については、現行より

課長職、主幹職とも月額５,０００円を引き上げる

とともに、５５歳を超える課長職については、さら

に月額５,０００円引き上げるものであります。 

 ３点目として、現行、町立病院に勤務する医療職

に対する医療従事待機手当については、救急医療業

務に従事するために、待機を命じられた放射線技師

及び臨床検査技師がその支給対象となっております

が、今回、看護師及び准看護師についても支給対象

者に追加するよう改正するものであります。 

 以下につきましては、条例の朗読を省略させてい

ただき、条を追って、その主な改正点を説明させて

いただきます。 

 まず、改正条例第１条は、公布の日から施行し、

月例給については平成２９年４月１日に、勤勉手当

については平成２９年１２月１日に遡及適用をする

内容で、勤勉手当に配分する０.１月分の引き上げ

分については本年１２月支給分に配分し、月例給の

改定は別表第１、別表第２で規定している行政職給

料表及び看護職給料表の改正を規定するものであり

ます。 

 改正条例第２条は、平成３０年度以降の勤勉手当

について、６月分及び１２月分にそれぞれ０.０５

月分ずつ配分し直すこと、医療従事待機手当の支給

範囲に看護師及び准看護師を追加すること、管理職

手当については、課長職については月額４万円を４

万５,０００円に、主幹職については月額３万円を

３万５,０００円に、５５歳を超える課長職につい

ては月額４万円を５万円に引き上げる改正を規定し

ており、医療従事待機手当の改正については、平成

３０年１月１日施行、勤勉手当及び管理職手当の改

正については平成３０年４月１日施行とするもので

あります。 

 なお、附則についてですが、第１項及び第２項

は、前段御説明したとおり、当該条例の施行日及び

適用日を規定するとともに、第３項は、月例給の遡

及適用により、改正前の給料表による給与について

は、改正後の給料表による給与の内払いとみなす規

定であります。また、第４項は委任規定でありま

す。 

 また、当該改正による影響額については、月例給

及び勤勉手当遡及適用に要するものとして５９５万

円、管理職手当引き上げに要するものとして年間２

９４万円、医療従事待機手当支給範囲追加に要する

ものとして年間６８万円と見込んでおります。 

 以上で、議案第１１号上富良野町職員の給与に関

する条例の一部を改正する条例の説明といたしま

す。御審議いただき、議決くださいますようお願い

申し上げます。 

○議長（西村昭教君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） なければ、これをもって質

疑を終了いたします。 

 討論を省略し、これより議案第１１号を採決いた

します。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ありま

せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第４ 議案第１２号 

○議長（西村昭教君） 日程第４ 議案第１２号第

７次地方分権一括法の施行に伴う関係条例の整備に

関する条例を議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 総務課長。 

○総務課長（宮下正美君） ただいま上程いただき

ました議案第１２号第７次地方分権一括法の施行に

伴う関係条例の整備に関する条例につきまして、提

案の要旨を御説明申し上げます。 

 本年４月２６日に公布された地域の自主性及び自

主性を高めるための改革の推進を図るための、関係



― 46 ―

法律の整備に関する法律、通称、第７次地方分権一

括法、一括法関連法の施行に伴い、一括法により改

正された法令等を引用している関係条例について改

正としようとするものであります。 

 主な内容でございますが、１点目として、町営住

宅管理に関し、認知症患者等の町営住宅入居者の家

賃決定に関する特例が追加されたこととあわせ、引

用法令の条項移動により条項ずれが発生することか

ら、所要の改正をするものであります。 

 ２点目として、認定こども園の運営に関し、引用

法令の条例移動により条項ずれが発生することか

ら、所要の改正をするものであります。 

 以下につきましては、条例の朗読を省略させてい

ただき、順を追って、その主な改正点を説明させて

いただきます。 

 改正条例第１条は、上富良野町営住宅管理条例に

ついて、認知症患者等の町営住宅入居者の家賃決定

に関し、収入の申告をすること等が困難な場合につ

いては、事業主体が官公署における必要な書類の閲

覧により把握した収入により家賃を決定できる特例

規定を追加するとともに、当該特例規定について

は、高額所得者に対する家賃決定の特例からは除外

する旨の改正を規定するほか、公営住宅法施行令及

び公営住宅法施行規則の引用条項について所要の改

正を行うものであります。 

 改正条例第２条は、上富良野町特定教育・保育施

設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定

める条例について、就学前の子どもに関する教育・

保育等の総合的な提供の推進に関する法律の引用条

項について、所要の改正を行うものであります。 

 なお、附則についてですが、施行期日について

は、第１条の改正規定は平成３０年１月１日から、

第２条の改正規定については平成３０年４月１日か

らとするものであります。 

 以上で、議案第１２号第７次地方分権一括法の施

行に伴う関係条例の整備に関する条例の説明といた

します。御審議いただき、議決くださいますようお

願い申し上げます。 

○議長（西村昭教君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） なければ、これをもって質

疑を終了いたします。 

 討論を省略し、これより議案第１２号を採決いた

します。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ありま

せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第５ 議案第１３号 

○議長（西村昭教君） 日程第５ 議案第１３号上

富良野町個人情報保護条例の一部を改正する条例を

議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 総務課長。 

○総務課長（宮下正美君） ただいま上程いただき

ました議案第１３号上富良野町個人情報保護条例の

一部を改正する条例につきまして、提案の要旨を御

説明申し上げます。 

 本年５月２９日に施行された行政機関の保有する

個人情報の保護に関する法律において、新たに非識

別加工情報の導入、そのほか個人情報の定義の改正

が行われたところでありますが、このうち個人情報

の定義の改正につきましては、当町の個人情報保護

についても関連があることから、上富良野町個人情

報保護条例の改正をしようとするものであります。 

 改正の主な内容についてでありますが、１点目と

して、個人情報の定義に関し、これまでは個人に関

する情報であって、特定の個人が識別されるもの全

てという総体的な規定でしたが、この定義を明確化

するとともに個人情報の範囲について、個人識別符

号と個人識別符号を含まない個人情報とに区分する

よう、所要の改正をするものであります。 

 ２点目として、これまで収集制限のある個人情報

としていた思想、信仰や社会的差別の原因となるよ

うな機微な個人情報について、新たに要配慮個人情

報として定義するよう所要の改正をするものであり

ます。 

 以下につきましては、条例の朗読を省略させてい

ただき、条を追って、その主な改正点を説明させて

いただきます。 

 第２条の改正については、個人情報の定義につい

て、これまでより具体的に規定するとともに、新た

に個人識別符号及び要配慮者個人情報の定義につい

て追加するものであります。 

 個人情報については、個人識別符号を除く当該情

報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等によ

り特定の個人を識別することができるもの、または

個人識別符号とし、いずれかに該当するものを個人

情報とするものであります。 

 個人識別符号については、特定の個人の身体の一

部の特徴を変換したもので、当該特定の個人を識別

することができるもの、または個人に割り当てられ

た符号で特定のものを識別することができるものの

いずれかに該当するものを個人識別符号とするもの
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であります。 

 要配慮個人情報については、本人に対する不当な

差別、偏見、その他の不利益が生じないようにその

取り扱いに特に配慮を要するものが含まれる個人情

報とするものであります。 

 なお、個人情報の定義に関しましては、国の法律

では生存する個人に関する情報となっております

が、当町の条例におきましては、条例制定時から亡

くなられた方の個人情報も適切に扱うことを基本理

念としていることから、その理念については引き続

き維持しております。 

 第７条第５項の改正については、機微な個人情報

を要配慮個人情報として定義したことから、当該個

人情報を引き続き収集制限のある情報とするよう改

正するものであります。 

 第１２条第２号の改正については、開示してはな

らない個人情報について、個人情報の定義改正に合

わせて所要の改正を行うものであります。 

 なお、附則についてですが、施行期日については

公布の日からとするものであります。 

 以上で、議案第１３号上富良野町個人情報保護条

例の一部を改正する条例の説明といたします。御審

議いただき、議決くださいますようお願い申し上げ

ます。 

○議長（西村昭教君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） なければ、質疑を終了いた

します。 

 討論を省略し、これより議案第１３号を採決いた

します。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ありま

せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第６ 議案第１４号 

○議長（西村昭教君） 日程第６ 議案第１４号上

富良野町国民健康保険条例の一部を改正する条例を

議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 町民生活課長。 

○町民生活課長（鈴木真弓君） ただいま上程いた

だきました議案第１４号上富良野町国民健康保険条

例の一部を改正する条例について御説明申し上げま

す。 

 このたびの改正は、平成３０年４月１日から始ま

る新たな国民健康保険制度において、北海道と市町

村が一体となり、事務の広域化や効率化を推進する

ため、平成３０年改正後の国民健康保険法（昭和３

３年法律第１９２号）第８２条の２の規定に基づ

き、北海道が策定する北海道国民健康保険運営方針

により葬祭費の支給額について３万円に統一される

ことから改正するものでございます。 

 以下、議案を朗読し、御説明申し上げます。 

 議案第１４号上富良野町国民健康保険条例の一部

を改正する条例。 

 上富良野町国民健康保険条例（昭和３４年上富良

野町条例第４号）の一部を次のように改正する。 

 第７条第１項中「１万円」を「３万円」に改め

る。 

 附則。 

 １、この条例は、平成３０年４月１日から施行す

る。 

 ２、この条例による改正後の上富良野町国民健康

保険条例第７条の規定は、この条例の施行の日（以

下「施行日」という。）以後に死亡した被保険者に

かかわる葬祭費について適用し、施行日前に死亡し

た被保険者に係る葬祭費については、なお従前の例

による。 

 以上をもちまして、議案第１４号上富良野町国民

健康保険条例の一部を改正する条例の説明といたし

ます。御審議いただきまして、御議決いただきます

ようお願い申し上げます。 

○議長（西村昭教君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 質疑がなければ、質疑を終

了いたします。 

 討論を省略し、これより議案第１４号を採決いた

します。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ありま

せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第７ 議案第１５号 

○議長（西村昭教君） 日程第７ 議案第１５号上

富良野町土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条

例等の一部を改正する条例を議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 農業振興課長。 

○農業振興課長（狩野寿志君） ただいま上程いた

だきました議案第１５号上富良野町土地改良事業の



― 48 ―

経費の賦課徴収に関する条例等の一部を改正する条

例につきまして、提案の要旨を御説明申し上げま

す。 

 当該条例の制定目的の根拠となる土地改良法が改

正され、本年５月２６日に公布されたことに伴い、

同法における本条例に引用していた根拠条文の条項

移動がなされたことから、上富良野町土地改良事業

の経費の賦課徴収に関する条例及び上富良野町国営

土地改良事業負担金等徴収条例を改正するもので

す。 

 以下、議案を朗読し、説明といたします。 

 議案第１５号上富良野町土地改良事業の経費の賦

課徴収に関する条例等の一部を改正する条例。 

 （上富良野町土地改良事業の経費の賦課徴収に関

する条例の一部改正）。 

 第１条、上富良野町土地改良事業の経費の賦課徴

収に関する条例（昭和５６年上富良野町条例第３５

号）の一部を次のように改正する。 

 第３条第１項中「法第１１３条の２第２項」を

「法第１１３の３第３項」に改める。 

 第４条中「法第８８条第１項」を「法第８７条の

５第１項」に改める。 

 （上富良野町国営土地改良事業負担金等徴収条例

の一部改正）。 

 第２条、上富良野町国営土地改良事業負担金等徴

収条例（昭和５８年上富良野町条例第４０号）の一

部を次のように改正する。 

 第５条第２項中「法第８８条第１項」を「法第８

７条の５第１項」に改める。 

 附則。 

 この条例は、平成３０年１月１日から施行する。 

 以上で議案第１５号上富良野町土地改良事業の経

費の賦課徴収に関する条例等の一部を改正する条例

の説明とさせていただきます。御審議いただきまし

て、議決賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（西村昭教君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） なければ、質疑を終了いた

します。 

 討論を省略し、これより議案第１５号を採決いた

します。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ありま

せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第８ 議案第１６号 

○議長（西村昭教君） 日程第８ 議案第１６号特

別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関

する条例の一部を改正する条例を議題といたしま

す。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 教育振興課長。 

○教育振興課長（北川和宏君） ただいま上程いた

だきました議案第１６号特別職の職員で非常勤のも

のの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正す

る条例につきまして、提案の要旨を御説明申し上げ

ます。 

 上富良野町学校運営協議会、コミュニティ・ス

クールの設置に伴い、委員の報酬額を規定するた

め、条例の一部を改正するものであります。 

 以下、議案の朗読は省略させていただき、その改

正点のみの説明とさせていただきますので、御了承

願いたいと思います。 

 第１条の規定により定める別表の委員の区分に

「学校運営協議会委員」を追加し、報酬の額を「年

額１万８００円」とするものであります。あわせ

て、同別表中の「体育指導員」を「スポーツ推進委

員」に改めるものであります。 

 なお、この条例は、公布の日から施行するもので

あります。 

 以上で議案第１６号特別職の職員で非常勤のもの

の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する

条例の説明といたします。御審議いただきまして、

議決くださいますようお願い申し上げます。 

○議長（西村昭教君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

 １番中澤良隆君。 

○１番（中澤良隆君） ただいまの条例の中で、体

育指導員がスポーツ推進委員に変更になるというこ

とでありますが、変更の理由、また２点目として、

これはいつごろからそういうような体制になったの

か。また、体育指導員からスポーツ推進委員になっ

たときの新たな役割や何かが出てきているのか、そ

こら辺をお尋ねいたしたいと思います。 

○議長（西村昭教君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（北川和宏君） １番中澤議員のス

ポーツ推進委員にかかわる御質問にお答えしたいと

思います。 

 この規定につきましては、平成２３年にスポーツ

基本法の改正によりまして体育指導員からスポーツ

推進委員に改められたということから、関係例規の

整備等については進められたところでありますが、

報酬にかかわる部分について未整備だったことか
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ら、今回整備させていただくというものでございま

す。 

 また、スポーツ推進委員の業務等につきまして

は、スポーツ基本法に定める中において大きく体育

指導員とは変化はありませんが、法の改正によって

名称等の改正がされたということで、それに準じて

町のほうでも事務を進めているところでございま

す。 

 以上です。 

○議長（西村昭教君） １番中澤良隆君。 

○１番（中澤良隆君） 大体わかりましたけれど

も、役割等についてはほとんど変更がないと。名称

が体育指導員からスポーツ推進委員に平成２３年の

法律の改正でなったということで、今整備をすると

いう、そういう受けとめでまずはいいのですが、そ

れで、当然規則等も改正をしていると思うのです

が、そこら辺の内容についてどのような点が変更に

なっているかをちょっとお尋ねいたしたいと思いま

す。 

○議長（西村昭教君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（北川和宏君） １番中澤議員のス

ポーツ推進委員の関係ですが、関係規則等がござい

ますが、その部分については法の改正に伴いまして

その時点において起案等により改正しております

が、教育委員会のほうにも規則については付議して

いると思いますが、ちょっと確認がとれていません

が、関係例規についてはその時点で改正をしており

ます。ただ、今回この部分のみについて未整備で

あったことから、条例の改正するときに合わせて、

今回改正をさせていただきたいというものでござい

ます。 

○議長（西村昭教君） ほかにございませんか。 

 １３番村上和子君。 

○１３番（村上和子君） 学校運営協議会の委員の

年額１万８００円、ここのところをちょっとお伺い

したいのですけれども、新しく地域コミュニティ・

スクールが運営されますけれども、そういったもの

は含まれるというのではなくて、それはまた別個と

いうことでしょうか。その捉え方、この協議会委員

の方もそういうコミュニティ・スクールのほうの運

営に入るので、これも含まれているのかどうか、ま

た別個なのか、ちょっとお尋ねしたいと思います。 

○議長（西村昭教君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（北川和宏君） １３番村上議員の

学校運営協議会にかかわる質問でありますが、学校

運営協議会を設置する学校をコミュニティ・スクー

ルということでありまして、いわゆる学校協議会を

設置することによりまして、その学校をコミュニ

ティ・スクールということになるということであり

ますので、学校の運営自体が組織の中で動いていく

ということで御理解いただきたいと。 

 繰り返しになりますけれども、学校運営協議会イ

コールコミュニティ・スクールというよりも、学校

運営協議会を設置する学校がコミュニティ・スクー

ルと言うという定義であります。 

 以上です。 

○議長（西村昭教君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） なければ、これをもって質

疑を終了いたします。 

 討論を省略し、これより議案第１６号を採決いた

します。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ありま

せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第９ 議案第１７号 

○議長（西村昭教君） 日程第９ 議案第１７号上

富良野町集会施設の設置及び管理に関する条例の一

部を改正する条例を議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 教育振興課長。 

○教育振興課長（北川和宏君） ただいま上程いた

だきました議案第１７号上富良野町集会施設の設置

及び管理に関する条例の一部を改正する条例につき

まして、提案の要旨を御説明申し上げます。 

 集会施設清富会館の老朽化に伴い解体をしたこと

から、条例の一部を改正するものであります。 

 以下、議案の朗読は省略させていただき、その改

正点のみの説明とさせていただきますので、御了承

願いたいと思います。 

 第２条の表中及び第４条に規定する別表から、清

富会館の項目を削除するものであります。 

 なお、この条例は、公布の日から施行するもので

あります。 

 以上で議案第１７号上富良野町集会施設の設置及

び管理に関する条例の一部を改正する条例の説明と

いたします。御審議いただきまして、議決ください

ますようお願い申し上げます。 

○議長（西村昭教君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） なければ、質疑を終了いた

します。 
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 討論を省略し、これより議案第１７号を採決いた

します。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ありま

せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第１０ 議案第１８号 

○議長（西村昭教君） 日程第１０ 議案第１８号

上富良野町公民館条例の一部を改正する条例を議題

といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 教育振興課長。 

○教育振興課長（北川和宏君） ただいま上程いた

だきました議案第１８号上富良野町公民館条例の一

部を改正する条例につきまして、提案の要旨を御説

明申し上げます。 

 集会施設清富会館の廃止に伴い、上富良野町清富

多世代交流センターを清富分館として使用するた

め、条例の一部を改正するものであります。 

 以下、議案の朗読は省略させていただき、その改

正点のみの説明とさせていただきますので、御了承

願いたいと思います。 

 第３条第３項の分館の使用に関する規定に、上富

良野町多世代交流センター条例を追加するものであ

ります。 

 なお、この条例は、公布の日から施行するもので

あります。 

 以上で議案第１８号上富良野町公民館条例の一部

を改正する条例の説明といたします。御審議いただ

きまして、議決くださいますようお願い申し上げま

す。 

○議長（西村昭教君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） なければ、質疑を終了いた

します。 

 討論を省略し、これより議案第１８号を採決いた

します。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ありま

せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第１１ 議案第１９号 

○議長（西村昭教君） 日程第１０ 議案第１９号

上富良野町多世代交流センター条例の一部を改正す

る条例を議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 教育振興課長。 

○教育振興課長（北川和宏君） ただいま上程いた

だきました議案第１９号上富良野町多世代交流セン

ター条例の一部を改正する条例につきまして、提案

の要旨を御説明申し上げます。 

 東中地区には、東中会館及び東中多世代交流セン

ターが併存しているところでありますが、東中会館

の暖房設備及び屋根ふきかえの改修整備が終了し、

東中多世代交流センターを廃止することから、条例

の一部を改正するものであります。 

 以下、議案の朗読は省略させていただき、その改

正点のみの説明とさせていただきますので、御了承

願いたいと思います。 

 第２条の表中及び第４条に規定する別表から、東

中多世代交流センターの項目を削除するものであり

ます。 

 なお、この条例は、公布の日から施行するもので

あります。 

 以上で議案第１９号上富良野町多世代交流セン

ター条例の一部を改正する条例の説明とさせていた

だきます。御審議いただきまして、議決くださいま

すようお願い申し上げます。 

○議長（西村昭教君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

 １１番米沢義英君。 

○１１番（米沢義英君） お伺いいたします。 

 近年、学校等においても普通財産に移行するとい

う状況になってきまして、維持管理という点でも、

また将来的な活用の仕方という点でも、まだ定まっ

たものがありません。 

 確かに、周知して活用できる方がいれば、そうい

う活用できないかという周知もされているようです

が、いろいろとこういった面で、これも廃止になれ

ば普通財産ということになりますが、その活用の方

法、こういったものは今後どういうように活用され

るのか。全くこれはこのままという形になるのか、

その点をお伺いしておきたいと思います。 

 普通財産になった後、非常に東中中学校に至って

も、荒廃していると、周りが草がぼうぼうだったり

だとかして、せめてやっぱりそういった部分でもき

ちっと管理維持を必要最小限すべきではないかなと

いうふうに思っておりますので、近年、宿泊研修施

設だとかいろいろと住民からも要望があります。施

設整備に当たっての多くの課題もあるかというふう

に思いますが、そういうものも含めて活用方法につ
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いてお伺いいたします。 

○議長（西村昭教君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（宮下正美君） １１番米沢議員からあ

りました東中の多世代交流センター廃止後に普通財

産に移った以降の処分の方針ということでございま

したので、普通財産管理をしているのが総務課にな

りますので、私のほうから回答させていただきたい

と思います。 

 現時点ではまだ移っておりませんので、来年度以

降こうこうこういうふうに使いますよということで

の方針はまだ現在持ち合わせてございませんが、先

般申し上げたように、今、町で抱えている旧学校施

設、あるいはある程度の土地、そして今回東中の多

世代交流センターがやってきますが、それらにつき

ましては、極力有効活用を図っていきたいというこ

とで、これから中身を検討していきたいというふう

に思っています。 

 あと、質問の後段にありました東中中学校の維持

管理の分につきましては、これまでもお答えをさせ

ていただきましたが、経過がございまして、完全閉

鎖、ただ荒れ地にはできませんので、必要最低限の

管理はしっかりやっていきますよということで、今

進めさせていただいておりますので、来年４月以

降、こちらの施設につきましても有効活用ができる

のか等検討していきたいというふうに思っておりま

すので、御理解いただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（西村昭教君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） なければ、質疑を終了いた

します。 

 討論を省略し、これより議案第１９号を採決いた

します。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ありま

せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第１２ 議案第２０号 

○議長（西村昭教君） 日程第１２ 議案第２０号

見晴台公園の指定管理者の指定についてを議題とい

たします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 建設水道課長。 

○建設水道課長（佐藤清君） ただいま上程いただ

きました議案第２０号見晴台公園の指定管理者の指

定につきまして、提案の要旨を御説明申し上げま

す。 

 本議案につきましては、見晴台公園の現行の指定

管理者、指定期間が平成２９年度末をもって満了す

ることから、新たに平成３０年度から４年間につい

て見晴台公園の設置目的や期待する管理運営形態を

担えるものとして、上富良野町公の施設に係る指定

管理者の指定手続条例第５条第１項の規定に基づく

公募によらない方法により本町が出資している法

人、または公共団体もしくは公共的団体の中から最

も適切なものとして一般社団法人かみふらの十勝岳

観光協会を指定管理者の候補者として選定しました

ので、議決を得て指定管理者として指定したく、お

願いするものであります。 

 以下、議案を朗読し、提案理由の説明にかえさせ

ていただきます。 

 議案第２０号見晴台公園の指定管理者の指定につ

いて。 

 見晴台公園の指定管理者を次により指定したいの

で、地方自治法第２４４条の２第６項の規定により

議会の議決を求める。 

 記。 

 １、指定管理者に管理を行わせる施設の名称及び

所在地。 

 （１）名称、見晴台公園。 

 （２）所在地、空知郡上富良野町光町３丁目。 

 ２、指定管理者に指定する団体の名称及び所在

地。 

 （１）団体名、一般社団法人かみふらの十勝岳観

光協会。 

 （２）代表者、会長宮下吉勝。 

 （３）住所、空知郡上富良野町中町１丁目１番８

号。 

 ３、指定の期間。 

 平成３０年４月１日から平成３４年３月３１日ま

で。 

 以上、提案説明といたします。御審議いただきま

して、議決賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（西村昭教君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

 １３番村上和子君。 

○１３番（村上和子君） たしか、指定管理制度を

導入しましたころは、大体期間が３年と決めていた

かなと思うのですけれども、それから今度、後で５

年間に変えたような気がしておりますけれども、今

回平成３０年４月１日から平成３４年３月３１日ま

で４年としたという、その理由をちょっとお聞かせ

いただきたいのですけれどもお願いします。 

○議長（西村昭教君） 総務課長、答弁。 
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○総務課長（宮下正美君） １３番村上議員からあ

りました今回の指定管理に伴う年数の御質問につい

てお答えをさせていただきたいと思います。 

 指定管理の部分につきましては、今５年というこ

とで昨年振興公社等にした部分もございまして、こ

れまでの経過から見晴台公園につきましては後から

指定管理を追加したということで、年度がちょっと

ずれていた関係がございますので、昨年指定してい

たものが切れるときに見晴台の次の指定管理をあわ

せようということで、今回につきましては、５年で

はなくて４年にして、次の更新のときにほかのもの

とまとめた年度にできるということで、今回４年と

いうことで決めさせていただいたところでございま

すので、御理解いただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（西村昭教君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） なければ、これをもって質

疑を終了いたします。 

 討論を省略し、これより議案第２０号を採決いた

します。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ありま

せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第１３ 議案第１号 

○議長（西村昭教君） 日程第１３ 議案第１号平

成２９年度上富良野町一般会計補正予算(第７号)を

議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 総務課長。 

○総務課長（宮下正美君） ただいま上程いただき

ました議案第１号平成２９年度上富良野町一般会計

補正予算（第７号）につきまして、提案の要旨を御

説明申し上げます。 

 １点目は、橋梁長寿命化修繕事業に係る社会資本

整備交付金交付額の決定に伴い、事業量を変更した

ことから当該事業費の補正とあわせて地方債の減額

をお願いするものであります。 

 ２点目は、国の補助金を受け、マイナンバーカー

ド等の記載事項充実として、希望者に対し旧姓併記

を行えるよう住基システム等を改修するため、所要

の補正をお願いするものであります。 

 ３点目は、富良野広域連合の補正予算第１号及び

第２号に伴う補正で、前年度繰越金の精算等によ

り、本町の負担分が変更となっていることから、所

要の補正をお願いするものであります。 

 ４点目は、各認定こども園に対する教育・保育給

付費について、当初見込みよりも利用者数が伸びて

いることとあわせ、公定価格の変更及び処遇改善加

算の新設がなされたことから、所要の改正をお願い

するものであります。 

 ５点目は、後期高齢者医療広域連合への平成２８

年度負担金確定に伴い、療養給付費の負担及び特別

会計の繰出金について、所要の補正をお願いするも

のであります。 

 ６点目は、職員給与費について、さきに議決いた

だきました上富良野町職員の給与に関する条例の改

正に伴う月例給及び勤勉手当の増額改定による差額

支給対応分とあわせまして職員の会計間異動等伴う

所要の補正をお願いするものであります。 

 ７点目は、本年９月１４日付で国に申請しており

ました地域再生計画について、１１月７日付で認定

を受けたことから、当計画に基づく十勝岳「泥流地

帯」映画化地域活性化事業及び十勝岳四季彩イベン

ト推進事業に関し、初年度事業として計画していた

ものに係る費用について、所要の補正をお願いする

ものであります。 

 ８点目は、本年６月２１日から開始をしましたふ

るさと応援モニター事業により、これまで町に寄せ

られました寄附について歳入に計上するとともに、

寄付者の意向に沿いましてそれぞれ目的基金への積

立等歳出予算に計上するため、所要の補正をお願い

するものであります。 

 ９点目は、特定防衛施設整備調整交付金につい

て、２次配分額が示されたことから、既に完了した

事業の事業費調整を含め、後年度に整備更新を検討

していた町立病院医療機器の更新及び救助活動用資

機材の整備について、前倒しして実施するよう所要

の補正をお願いするものであります。 

 １０点目は、各事業における事業費の確定及び執

行見込みに伴い、所要の補正を行うものでありま

す。 

 以上、申し上げました内容を主な要素とするとと

もに、他の既決予算についてもて事業量の変更に伴

う補正及びモニター事業分を除くふるさと応援寄附

を受けたものについて寄付者の意向に沿った所要の 

補正を行い、財源調整を図った上で、財源として不

足する部分については、本年度公共施設整備基金へ

の積立として補正した額について減額し、かつ今後

の財政政需要に備えるため、予備費に留保すること

で補正予算を調整したところであります。 

 それでは以下、議案の説明につきましては、議決

項目の部分についてのみ説明をし、予算の事項別明

細書につきましては、省略をさせていただきますの
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で御了承を願います。 

 議案第１号をごらんください。 

 議案第１号平成２９年度上富良野町一般会計補正

予算（第７号）。 

 平成２９年度上富良野町の一般会計の補正予算

（第７号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正）。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

３,２０９万９,０００円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ６６億５０３万３,０００

円とする。 

 ２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該

区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 （地方債の補正）。 

 第２条、地方債の変更は、「第２表 地方債補

正」による。 

 １ページをお開きください。 

 第１表につきましては、款ごとの名称と補正額の

み申し上げます。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

 １、歳入。 

 ７款国有提供施設等所在市町村助成交付金２６７

万円の減。 

 １２款分担金及び負担金９万６,０００円の減。 

 １４款国庫支出金１,２１６万７,０００円。 

 １５款道支出金１,２３７万４,０００円。 

 １７款寄附金１,２５０万円。 

 ２０款諸収入２２万４,０００円。 

 ２１款町債２４０万円の減。 

 歳入合計３,２０９万９,０００円。 

 ２ページをお開きください。 

 ２、歳出。 

 ２款総務費２,４０９万２,０００円の減。 

 ３款民生費４,９６１万８,０００円。 

 ４款衛生費７４４万５,０００円。 

 ６款農林業費４０６万１,０００円。 

 ７款商工費４４万４,０００円。 

 ８款土木費７１万１,０００円の減。 

 ９款教育費１２８万３,０００円の減。 

 １１款給与費７７４万７,０００円の減。 

 １２款災害復旧費９万４,０００円の減。 

 １３款予備費４４５万８,０００円。 

 歳出合計３,２０９万９,０００円。 

 第２表、地方債の補正についてでありますが、前

段、御説明したとおり、橋梁長寿命化修繕事業に係

る社会資本整備交付金交付額の決定により、当該事

業費を変更したことに伴い、限度額の変更をするも

のであります。 

 以上で、議案第１号平成２９年度上富良野町一般

会計補正予算（第７号）の説明といたします。御審

議いただき、議決くださいますようお願い申し上げ

ます。 

○議長（西村昭教君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。ございませんか。 

 １１番米沢義英君。 

○１１番（米沢義英君） まず、１３ページから質

問させていただきます。 

 「泥流地帯」の映画化を進める関係団体負担金と

いう形になっております。ふるさと企業版を使った

映画化を進めるための予算という形で聞いておりま

す。それで、具体的にもう一度確認いたしますが、

これを進めるに当たって、関係団体の負担金という

ふうになっておりますが、この映画化を進めるため

の組織を立ち上げる、そのための負担なのかなとい

うふうに思いますが、構成員はどのようにされよう

としているのか、お伺いいたします。 

 二つ目に、全体的な計画とあわせてお伺いしたい

のですが、総事業費は８,８００万円という形の、

当初これは若干変更もあるかもしれないという形に

なっております。これを企業版の納税で財源を確保

するという形の説明でありましたが、しかし一方

で、これが全部確保できるのかといえば、必ずしも

そうでないというような状況になっていたかという

ふうに思います。 

 そうしますと、仮に、先の話で大変申しわけあり

ませんが、集まらないということになれば、町の持

ち出しも当然あり得るという形になっております。

そういうはっきりしない予算づけも今回の中では出

てきているという非常に不安な要素も含んでいると

いうのが現況かなというふうに思いますが、改めて

これは全額ふるさと企業版納税で対処できるのかど

うなのか、この点確認しておきたいというふうに思

います。 

 三つ目に確認したいのは、確かに映画化をするこ

とによって町の活性化、あるいは観光の誘導化を図

るということの説明でありましたが、近年、他の自

治体の話を聞きますと、相当自治体の当初の計画よ

りも持ち出しもふえたというような話も聞きます

し、また同時に、必ずしも観光に結びつかないとい

うような状況の話も聞きます。そういう意味で、こ

れが観光にイコール結びつくような、当然進めれば

努力もしなければなりませんが、どのようにお考え

なのか、お伺いいたします。 

 四つ目には、自治体が本来やるべき仕事なのかと

いうところをお伺いしておきたいと思います。 

 私は、これは本来、いわゆる製作会社、配給会社
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が向こうから来た場合、それに対して何らかの対処

というのは当然あるのかもしれませんが、先が見え

ない、何人どういう状況になるのかわからないとい

う状況の中で、仮にふるさと企業版納税を使ったと

しても、多額のお金でありますから、回り回って私

たちのいろいろなお金も入るのかもしれませんが、

そういうものを使ったやり方というのは自治体の本

来の仕事としてなじむのか、ふさわしいのかという

点で、私は当然疑問を投げかけなければならないと

いうふうに考えていますが、そういう意味では、改

めてこのあり方等について再構築すべきだというふ

うに、結論を言えば、そこであります。 

 もう一方で、五つ目には、本を活用するというこ

とで、「泥流地帯」の本だったのかなと２００冊ほ

どだという話でありましたが、あるいは人が集まる

銀行や店先だとかという形になっておりますが、果

たしてそういうものが読まれるかどうかという形に

なっております。なかなか時間の制約があって、ど

ういうふうに工夫するかによってはあるとは思いま

すが、果たしてその本が時間かけて読む暇があるの

かという点に疑問感がある。もしもそうでないとす

れば、今言われているインターネットやＳＮＳ等を

使った中で上富良野町がこういう配信をしています

というような、工夫をしながらやっぱりやるべきで

はないかというふうに思いますが、そういった本の

配布というのが現実的なものかどうなのかというと

ころで疑問を感じるところであります。 

 いずれにいたしましても、今回の全員協議会等の

説明でも将来的には観光に結びつけるためにつくっ

た施設を残して、保存して維持して観光に結びつけ

たいという話でありますが、今でも各施設の維持管

理が大変なのに、新たにこういうもののセットを残

して維持管理するということになれば、相当な費用

負担というのがどの規模によるかにも係りますが、

いずれにしても負担はかかるという話でありますか

ら、その点疑問を感じています。 

 六つ目には、やはり従来の観光振興計画、あるい

はそういう将来に負担を求めるということであれ

ば、住民の福祉や暮らしが向上するような、そう

いった予算づけに結びつけたほうが私はよっぽど観

光振興につながるのではないかと。例えば図書館の

基金をつくり、そこに三浦文学の泥流の痕跡をいわ

ゆる表示して、多くの愛する人たちに来てもらうだ

とか、いろいろな郷土館にもありますけれども、そ

ういう手法を使って従来の観光振興計画を充実発展

させる、そういった中で観光に結びつけるという、

こういったほうが本来の常道の策で、なかなか不透

明な中での今回の予算の配置というのは納得できま

せんが、明確な答弁を求めます。 

○議長（西村昭教君） 企画商工観光課長、答弁。 

○企画商工観光課長（辻 剛君） １１番米沢議員

からの何点かの、今回の映画化に関する予算の御質

問にお答えをさせていただきたいと思います。 

 まず１点目でございます。今後、映画化を進める

に当たって、どういうメンバーで推進体制、推進組

織を構成するかということでございますが、現在こ

ちらのほうで考えさせていただいてございますの

は、例えば町の芸術関連ですとか、あと歴史を研究

されている団体でありますとか、あともちろん「泥

流地帯」の舞台になります日新地区の方であります

とか草分地区の方の地域のほうからもぜひ参加いた

だきたいというふうに思っておりますし、まだ開拓

の歴史という部分では、やはり三重県の県人会の方

でありますとか、あと、そういうような物語に深く

かかわるというか関連のある、そういう地域であり

ますとか団体の皆さんにお声がけをさせていただい

て、組織の立ち上げをしていきたいなというふうに

思っております。 

 次に、２点目の財源の確保ということで、企業版

ふるさと納税で財源が確保できるのかというお話で

ございますけれども、こちらのほうは、こういう取

り組みに企業版ふるさと納税の寄附をいただいたも

のを財源に充てられるということでございますの

で、極力そういうような形で、いろいろ町としても

企業の皆さんにＰＲを進める中でそういう財源の確

保には努めたいというふうに思いますが、当然可能

性として議員おっしゃるとおり、それだけで全部賄

えるというような確約は一切ございませんので、そ

ちらにつきましては、他に財源を求めたり、一般財

源を充てるというようなこともあるというふうに理

解をしているところでございます。 

 次に、観光の誘客といいますか、観光誘導につな

がるのかというようなお話しでございますけれど

も、それに伴って観光の誘客につながるということ

で、映画製作に係る地元としての負担が今のところ

私どもで想定している金額、前回から資料でお示し

してございますけれども、それがさらにふえるので

はないかというような御質問でございますけれど

も、今回、町のほうで考えています映画の製作に関

しましては、基本的に製作は製作会社に行っていた

だく興行ベースであくまでも映画を製作するかどう

かは判断いただくということで言ってございますの

で、最初から約束された地元負担、地元支援という

部分では当然地元として行うべきではございますけ

れども、製作にかかわる財源につきましては、町が

これだけ支援するというような確約は一切ございま

せんし、なるべく今まで周りの自治体でそういうよ

うな事例も知ってございますので、その辺のリスク
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をかなり下げた形での町の製作のあり方といいます

か、先ほども言いましたが、興行ベースで行うとい

うところを町の考え方として持ってございますの

で、それは変化するものではございませんので、今

回の進め方については、よりリスクの少ない方法で

進めているのかなというふうに感じております。 

 次に、自治体がこういう仕事をするのかという 

お話でございますが、私どものほうといたしまして

は、映画化によって上富良野町が全国に発信され

る、また世界に発信されるということは、必ず地域

の振興策につながるものということで判断してござ

いますので、私どもとしては、積極的にかかわって

もいい仕事だというふうに認識しているところでご

ざいます。 

 あと、次に本の活用、こちらにつきましては、今

回補正で上程をさせていただいている内容のお話し

かというふうに思いますけれども、今のところ私ど

ものほうで想定される取り組みとして、一応本の活

用ということで、町民の皆さんへの機運の醸成と、

活動を進める上でそういうこともあるだろうという

想定の中で御説明をさせていただいている経過にご

ざいますけれども、先ほど言いましたように、今後

映画化を進める、あるいは映画化になったときに地

元の受け皿として機能しますそういう推進組織の中

で、本当に町民の皆さんの機運を醸成するために、

どういう活動が有効なのかというようなことは、今

後その組織の中でお話をさせていただきますので、

そちらのほうで時期的なものでありますとかタイミ

ング的なことで、さらにいい取り組みがそこで提案

されるということになれば、当然そちらのほうを実

践するということになりますし、そういう部分では

そういう協議を得ていろいろな有効な活動が出てき

たら、そういうところに対応していくというような

ことで、そちらのほうは御理解をいただきたいとい

うふうに思います。 

 次に、セットとかが、それが観光名所になるとい

うことで町が残した場合に、その維持費はどうなの

だというお話でございますけれども、基本的には観

光スポットとして成り立つように、町のほうとして

もいろいろと仕掛けをしたいと思いますけれども、

コストに見合う観光の誘客、そういうものに結びつ

けていきたいというのが基本的な考え方でございま

すので御理解いただきたいと思います。 

 あと、予算のつけ方の考え方でございますけれど

も、現行のものを利用して磨き上げをかけてやった

らいいのではないかというようなお話しかというふ

うに思いますが、それも一つの選択肢、方法である

というふうに認識しています。ただ、今回につきま

しては、こういう形をもって町の振興策にぜひつな

げていきたいというふうに考えてございますので、

ぜひ御理解をいただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（西村昭教君） １１番米沢義英君。 

○１１番（米沢義英君） いずれにしても、町の予

算は当然使うわけですから、担当課長が言うような

町の財源を使わないで極力済ませるようにリスクの

負担軽減という形で言われましたけれども、なかな

かそこが、予算をつけるに至ってははっきり見えて

こないものですから、私としては従来から今回の予

算、当初はこういう予算が計上されてきております

けれども、将来こういったものがどういうふうに町

に還元して、住民に負担が伴うのかどうかというこ

とを判断した上での予算ということに従来から教

わってきております。 

 その点からすると、今回の予算のつけ方というの

は将来の不透明な中での負担という形で、非常に問

題があるというふうに考えていますが、町長、この

点どうでしょうか。将来の映画化という点でも、企

業がするということはわかりますが、当然そこに町

もかかわるということになるわけですから、当然、

それに何らかの支援対策がなければならないという

問題も財源の問題も出てくるわけですから、私は、

従来の観光振興計画の充実やいろいろな手法の中で

やはり三浦文学を「泥流地帯」を前に押し出そうと

いうことであれば、他の手法を使ってジオパークな

ども含めて観光振興に結びつける、そういう政策が

一番上富良野町の背丈に合った進め方だというふう

に思いますが、この点、問題ないでしょうか。町

長。 

○議長（西村昭教君） 副町長、答弁。 

○副町長（石田昭彦君） １１番米沢議員の御質問

にお答えをさせていただきます。 

 いろいろ御質問いただきました基本的な今町が取

り組もうとしている考え方等につきましては、担当

の課長のほうからお答えをさせていただきました。 

 基本的に町といたしましては、三浦綾子さんの

「泥流地帯」「続・泥流地帯」につきましては、町

の多くの町民の皆様も大変親しんでいただいている

すばらしい作品だというふうに認識しております

し、この作品を通じて、こういうものの映像化が図

られることでしっかりと地域がＰＲできる、そうい

うきっかけになる、大きなものになるのだろうとい

うことも大変期待しているところでありますので、

こういう事業に着手をしていくことで地域のさらな

る発展につなげていけれるような、そういう仕掛け

をしっかりと取り組んでいくことが町にも求められ

ているというふうに思っています。 

 特に、大きな泥流災害を乗り越えたという、こう
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いう歴史は、本町にとりましても大変すばらしい歴

史でありますので、こういう災害の多い我が国にお

いて、こういうものを全国にＰＲしていくことで、

国全体の防災意識の高まりであったり、そういうも

のにもこういう歴史をしっかりと残していく、そう

いうことをしっかりと全国の皆さん、また全世界の

皆さんに知っていただくことが町にとっても大変大

きな有意義な事業になるのかなというふうに理解し

ておりますので、ぜひ応援をいただきたいというふ

うにも思っているところであります。 

 前段、課長が申し上げましたように、質問の中に

もありました、こういう仕事が果たして自治体が行

う仕事なのかということで、映画をつくるというこ

とにつきましては、当然製作会社にしっかりと対応

していただくことがベースだというふうに我々も

思っておりますので、作品の原作の地である上富良

野町としては、そういう製作会社がしっかりとそう

いう事業に取り組んでいくときに、地元としての応

援を町が行うことは町にとっても大変有意義なこと

だというふうに理解しておりますので、御理解を賜

りたいというふうに思います。 

 また、財源等につきましては、企業版ふるさと納

税を活用して取り組むような地方創生事業に対して

内閣のほうで認定をいただくような仕組みになって

おりますので、当然そういうものも財源として活用

していいですよという、そういう事業になってござ

います。それだけで全てのものが賄えるかどうかと

いうものはこれからの状況にもよりますけれども、

当然今、町のほうでは９月議会の中でも条例改正を

させていただきましたが、基金条例等に伴って一般

のふるさと納税などの御寄附についてもそういった

災害の歴史を伝承する事業等にもそういった基金も

活用したいと、そういった応援も活用したいという

ことで、そのようなことから条例の改正もいただい

たところであります。 

 ぜひそういう財源も積極的にＰＲしながら活用で

きるように、少しでも全国の多くの皆様の応援をい

ただく中で、こういう事業を進めていきたいなとい

うふうに考えておりますので、ぜひ御理解をいただ

きたいというふうに思います。 

○議長（西村昭教君） 再質問よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 ６番金子益三君。 

○６番（金子益三君） １６ページの社会福祉総務

費の中の前年度臨時福祉給付返還金についてちょっ

とお伺いしたいのですけれども、割と上富良野町は

非常に丁寧で、受け付けされない方に対しては数度

手紙を出されたりとかということをされているので

すけれども、今年度は、前年度、割と大きく金額が

返還ということですが、何名ほどいらっしゃって、

その理由というのは、例えば居所不明だったりとか

転出されたりとかということなのかと思うのですけ

れども、その辺もしわかれば教えていただきたいと

思います。 

○議長（西村昭教君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（北川徳幸君） ただいまの金子議

員の臨時福祉給付金の関係の御質問ですが、まず、

返還金につきましては実は平成２８年度の歳入にお

いて概算でいただいておりました。それで、結果的

に平成２９年度にわたって繰越明許を設定していた

だいて、その結果２１７万２,０００円の返還金が

発生したというような内容でございます。 

 あわせまして、申請に対しての給付状況なのです

けれども、全体人数が２,０３０人の対象者のうち

１,９８７人の申請いただきました。率にいたしま

して９７.８％となっております。それで、申請さ

れなかった方ですが、御辞退された方等もいらっ

しゃいまして、あと連絡がつかなかった方、我々の

ほうも何回か再度御連絡したり、電話にて連絡した

結果、４３名ですか、その方が未申請という形で

なっております。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） よろしいですか。 

 ほかにありませんか。 

 １０番髙松克年君。 

○１０番（髙松克年君） １３ページに戻って、先

ほどの「泥流地帯」映画化を進める関係団体の負担

金というところからの質問をしたいと思うのですけ

れども、以前の補正のときに、青写真の青写真とい

う発言があって、その後にまたビックプロジェクト

というところの発言があって、いろいろ議論になっ

たわけですけれども、それがようやっと青写真の青

写真というのが青写真になったのかなというふうに

は思うのですけれども、自分としては、どうもしっ

かりと焼かれた青写真が示されているように思えな

いのですね。これをしっかり青写真というからに

は、数字から形から方向性から、全てのものが載っ

てきて本当に青写真になるだろうというふうに理解

するわけです。 

 それで、我々にも示されてはいないけれども、町

民にもしっかりと焼かれた、どうも焼かれていない

ところが多い青写真を示されているのではないか。

自分にもどうもよく見えてこない。どうも財源の中

で今回７０万円云々ということに対してもどうも

はっきりした色合いが出ている、時間を置けば赤く

なったりとか、ちょっとこの辺どうなのだろうな、

どういうふうに読めばいいのかなということがわか

らないような、そのような計画の中でこれを進める
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ということはどういうことなのだろう。これを今こ

のような状況の中で町民に示しても本当に理解して

もらえるのかどうかということを思っています。そ

れで質問しているわけです。 

 これについてどういうふうに考えているのか、答

弁願いたいと思います。 

○議長（西村昭教君） 副町長、答弁。 

○副町長（石田昭彦君） １０番髙松議員の映画化

の関係団体の負担金にかかわる御質問にお答えをさ

せていただきます。 

 議員から御質問で御発言のありました青写真とい

うものをどういうふうに理解したらいいのかという

こともございますけれども、多分、製作会社なりと

がしっかりと町ともきちんとある程度条件が整う中

で、そういう製作会社から企画書なりが示されて、

こういうような形でつくっていきたいというような

ものが町としても確認ができた時点で、そういう企

画書なりが青写真というふうに捉えられるとすれ

ば、こういうものがきちんとまとまれば、当然議会

の皆様や町民の皆様にもこういうような企画に基づ

いて今製作会社のほうで映画をつくっていこうとい

うような動きがスタートしますよということをお示

しできるのかなというふうに思っておりますけれど

も、いち早くそういうものにつながるように、我々

としてはまず地域全体でそういう地域としての気運

を高めていきたいと、そういう事業にまず取り組ん

でいくことは地域の私たちの町として行っていくま

ず前段の作業なのかなというふうに思っておりま

す。 

 当然、気運を高める事業は、いろいろなことが考

えられると思いますので、それは先ほど担当課長が

答えたように、そういう団体の議論の中でこういう

機運醸成事業を行ったらいいのではないかというよ

うなことで正式には決定していくだろうというふう

に思いますけれども、今、町のほうで当初再生計画

の中で上げさせていただいた平成２９年度中の事業

費で映画づくりのほうに掲げさせていただいた事業

費一応７０万円ということで国のほうにも申請をさ

せていただきましたが、それにつきましても、そう

いう地域の皆さんや上富良野を来訪されるお客さん

に「泥流地帯」というものをまず知っていただくた

めにも、町のあらゆるところに「泥流地帯」「続・

泥流地帯」を置いておけるような、まず目にしてい

ただけるような、そういうことも必要な事業なのか

なと。あるいは旭川の三浦文学館の御協力をいただ

いて館長の講演会をこの地域で行ったりとか、こう

いうような事業をぜひすることで、三浦綾子、それ

から「泥流地帯」に地域の人に親しんでいただける

ような、そういう事業を進めていきたいというのが

思いで、今回７０万円の負担金をお願いしていると

いうことでございます。 

○議長（西村昭教君） １０番髙松克年君。 

○１０番（髙松克年君） 今、そのことについて

の、本当にそれこそ今言った中でも、自分にしては

本当に青写真のどこか一部分ということなのだろう

というふうに思うのですね。大枠というか、大枠は

示されたかもしれないけれども、その中身がどうも

自分では読み切れない。これはどうなのだろうとい

ういって、この間も、全員協議会のときにも話をし

ましたけれども、それに対しての答弁が明確なもの

が返ってきていないと、言われている企画書ができ

てくるときが青写真の完成なのだということなのか

というふうに捉えると、そうではないだろうと。そ

のほかにも青写真に書かなければならない、青写真

に入れなければならないものがあるのではないかと

いうことを思うのですけれども、その辺について、

やはりそれが本当にしっかりここでも論議ができ、

今言われるように地域の人たちからの醸成もある程

度できてくれば、それが本当の青写真なのではない

かというふうに思うのですけれども、その辺につい

てはどう考えているのか、お伺いしたいと思いま

す。 

○議長（西村昭教君） 副町長、答弁。 

○副町長（石田昭彦君） 髙松議員の再質問にお答

えいたしますが、青写真とおっしゃっているその捉

え方が、例えば私どもと髙松議員とが多少違いがあ

るのかもしれませんけれども、しっかりと地域の皆

様に、今こういう形で映画づくりが具体的にスター

トされますというようなことをお示しできるときに

は、当然一定程度の企画書なり、その企画書に基づ

いたスケジュールなりが示されてくると思いますの

で、こんな形で今そういう製作会社が決定され、こ

ういうスケジュールで今作業が進められていこうと

されているので、そういうものに町も一定程度応援

していきたいということを示せられる、そういう時

期が私どものほうもなるべく早くそういうふうに皆

さんにお示しできるようなものが近づけばいいなと

いうふうに思っていますけれども、今それぞれ積極

的に原作をもとに映画をつくりたいというふうにお

声をかけていただいている事業者がございますの

で、そういう方たちが今一生懸命準備を進めている

段階かなというふうに思っています。 

 一定程度企画案などが示された段階で、町として

もしっかりとそういうところと手を組んでいくこと

がベターなのかどうなのかという判断もしながら、

お示しをしていきたい。その前段として、地域とし

ての盛り上がりをつくっていくことが必要かなとい

うことで、まずは地域としての機運醸成事業を図っ
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ていきたいというのが補正予算での御提案の内容に

なりますので、ぜひ御理解をいただきたいと思いま

す。 

○議長（西村昭教君） １０番髙松克年君。 

○１０番（髙松克年君） 鶏が先か卵が先かという

話になってしまうのかもしれないのですけれども、

補正に上げてきている７０万円というお金が、これ

が論議になっているわけですけれども、やはり我々

としては企画書がもうできてきて、青写真を示せる

というところへきての費用負担というか、出てくる

ものであればまだわかるのかなと。このことについ

ても、後ろで８,８００万円なり何ぼという全員協

議会の中で話されている金額が出てきていて、それ

らももう出てきたらやっぱり走ってしまいますよ

ね。動き出す。そういうことからしても、企画書な

どが出てきて、はっきり町側も青写真として示せる

ものが出てきてから、ぜひ予算措置云々ということ

を議会にかけてくるべきではないかというふうに思

うのですけれども、その辺についてはどうでしょう

か。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １０番髙松議員の御質問に

お答えさせていただきます。 

 まず基本的な認識について、私、述べさせていた

だきますが、本事業の進め方につきまして、ことし

の再生事業に申請を行う時点から、機会を捉えまし

て町民の皆様方とお会いする中で、町として町の活

性化を図るため、あるいは教育的な財産、教育的な

価値も含め、あるいは歴史を残すというさまざまな

思いが包含できる事業として、映画として、この

「泥流地帯」が残っていけばいいなという話題提供

をさせていただきました。 

 今まで私、首長として９年間皆様方といろいろな

事業を通じて会話をさせていただきました。そして

また町民の皆様方とも会話をさせていただきまし

た。今回ぐらい本当に町民の皆さん方の反応が早

かった、そしてまた熱いというものを、私は久しぶ

りに感じるぐらいに町民の作品に寄せる思いという

のを感じたところでございます。そういったものを

積み上げて、今回申請をして認定をいただいたとこ

ろでございます。 

 そして、予算の組み立て方等につきましては、こ

れが全て正しい例えかどうかは断言できませんが、

一つの物の考え方として、ぜひ御理解いただきたい

と。 

 確かに先ほどから担当課長、副町長からお話しさ

せていただいておりますように、町が製作を主体的

にするという性格のものではまずないことを前提に

お話しさせていただきますが、いつも私、自分の気

持ちの中で思っておりますが、家族が集まって、我

が家も大分年数たって古くなってしまったと。新し

い家に建てかえようかと。では、どんなような家に

すればいいのか、それぞれ世代によって思いも違

う。では、少しいろいろなところを見て勉強しよう

かと。そして、それらの予備知識を固めた中で、そ

して本当にしっかりとした建築計画に結んでいこう

という流れの中で、今、私の思いとしては、そう

いった前段をまずしっかりと固めると。後々後悔の

ない仕事になるような前段を固めようと。それが先

ほどから申し上げております町民の意識を醸成して

いくということにつながっているところでございま

す。 

 全く扉があかないと、何にも前に進みようないと

いうことは、ぜひ皆さん御理解いただいて、そして

今ここで皆さん方に予算の補正をお願いしているこ

とが、絶対そこへ終着まで何が何でも進むのだとい

う、そういうことではなくて、今ここでしっかりと

学習することによって、事業として成果が出せるよ

うなものに確実に結びつけていくと、そんなような

今、その立ち位置にあるのだということで御理解い

ただければと思うところでございます。 

 髙松議員からお話がありました青写真にふさわし

い青写真というのは、今後しっかりと示していける

ものだと、そんなふうに御理解いただければと思い

ます。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） ほかにございませんか。 

 １２番中瀬実君。 

○１２番（中瀬 実君） １５ページの防災対策費

の一般管理費、この中の備品購入費とありますけれ

ども、防災情報機器と、それから救助活動用資機

材、これらの中身についてちょっと教えていただき

たい。 

○議長（西村昭教君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（宮下正美君） １２番中瀬議員から御

質問のありました防災関係の備品購入費の補正につ

きまして回答させていただきます。 

 まず、二つ目の救助活動用資機材につきまして

は、先般、２次交付を受けました調整交付金事業の

追加事業で購入するものでございます。中身としま

しては、富良野広域連合上富良野消防署の機材とい

うことで、今予定をしておりますのは救助用という

ことで、エアージャッキ安定具、あと空気切断機、

それとあと空気呼吸器ボンベの購入と、あと、消防

団員が現場で使うトランシーバーの整備を予定して

ございます。あと、その前の防災情報機器のほうに

つきましては、ふるさと応援モニター制度のほうで

防災に対して御寄附をいただいてございますので、
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それを活用したものということで、各種防災情報表

示用の大型ディスプレイを今回購入して、今後の防

災訓練等の中で活用したいというふうに思っており

ます。 

 以上です。 

○議長（西村昭教君） １２番中瀬実君。 

○１２番（中瀬 実君） これらの機器について

は、今消防の関係での機器ということで承知いたし

ましたけれども、消防のほうからこういったものが

必要だからこういうものを購入してほしいというこ

とがあっての購入になったということでよろしいで

すか。 

○議長（西村昭教君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（宮下正美君） １２番中瀬議員の質問

ですが、救助活動用機材につきましては、私どもの

ほうと、あと消防署のほうで調整をしまして、向こ

うのほうからこういうものを今回前倒しで整備をし

てほしいということでいただきましたので、組み込

んだところでございます。 

 以上です。 

○議長（西村昭教君） よろしいですか。 

 ほかに質問ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） なければ、質疑を終了いた

します。 

 討論を省略し、これより議案第１号を起立により

採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決することに賛成の諸君の

起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（西村昭教君） 起立多数であります。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

 暫時休憩といたします。再開を１１時１５分とし

ます。 

────────────────── 

午前１０時４７分 休憩 

午前１１時１５分 再開 

────────────────── 

○議長（西村昭教君） 休憩前に引き続き、会議を

再開いたします。 

────────────────── 

◎日程第１４ 議案第２号 

○議長（西村昭教君） 日程第１４ 議案第２号平

成２９年度上富良野町町国民健康保険特別会計補正

予算（第３号）を議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 町民生活課長。 

○町民生活課長（鈴木真弓君） ただいま上程いた

だきました議案第２号平成２９年度上富良野町国民

健康保険特別会計補正予算（第３号）につきまし

て、提案の要旨を御説明申し上げます。 

 歳入につきましては、１点目、職員の給与費につ

いて、上富良野町職員に関する給与条例の一部改正

に伴い、国民健康保険特別会計に係る職員の給与等

につきまして一般会計から繰り入れするものであり

ます。 

 ２点目は、国民健康保険制度改正に伴う関連業務

準備経費に対して、国、道からの補助が決定したこ

とから、国、道からの支出金について所要の補正を

するものであります。 

 ３点目は、前期高齢者交付金にかかる精算額、一

般会計からの繰り入れに係る保険基盤安定負担金及

び財政安定化支援事業等の額確定により、所要の補

正をするものであります。 

 次に、歳出につきましては、１点目、国民健康保

険特別会計に係る職員給与費等について所要の補正

をするものであります。 

 ２点目は、国民健康保険制度改革に伴うシステム

改修及び業務端末機保守に係る費用と国保総合シス

テム等端末機更新等に係る負担金の額確定に伴い、

所要の補正をするものでございます。 

 ３点目は、平成２９年度後期高齢者支援金、前期

高齢者納付金、介護納付金の額確定に伴い所要の補

正をするものであります。 

 以下、議案の朗読をもって説明にかえさせていた

だきます。 

 なお、議決項目の部分について説明し、予算の事

項別明細書につきましては省略させていただきます

ので御了承願います。 

 議案第２号平成２９年度上富良野町国民健康保険

特別会計補正予算（第３号）。 

 平成２９年度上富良野町の国民健康保険特別会計

の補正予算（第３号）は、次に定めるところによ

る。 

 （歳入歳出予算の補正）。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

９５万３,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ１５億８,６２７万８,０００円

とする。 

 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区

分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 １ページをお開き願います。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

 １、歳入。 

 ２款国庫支出金６１万５,０００円。 

 ４款前期高齢者交付金２４万６,０００円。 

 ５款道支出金１８９万９,０００円の減。 
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 ８款繰入金１９９万１,０００円。 

 歳入合計は９５万３,０００円であります。 

 ２、歳出。 

 １款総務費１９３万５,０００円。 

 ３款後期高齢者支援金等４２万７,０００円の

減。 

 ４款前期高齢者納付金等５,０００円。 

 ５款介護納付金５６万円の減。 

 歳出合計は９５万３,０００円であります。 

 以上で、議案第２号平成２９年度上富良野町国民

健康保険特別会計補正予算（第３号）の説明といた

します。御審議いただきまして、議決くださいます

ようお願い申し上げます。 

○議長（西村昭教君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） なければ、質疑を終了いた

します。 

 討論を省略し、これより議案第２号を採決いたし

ます。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ありま

せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決しました。 

────────────────── 

◎日程第１５ 議案第３号 

○議長（西村昭教君） 日程第１５ 議案第３号平

成２９年度上富良野町後期高齢者医療特別会計補正

予算（第２号）を議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 町民生活課長。 

○町民生活課長（鈴木真弓君） ただいま上程いた

だきました議案第３号平成２９年度上富良野町後期

高齢者医療特別会計補正予算（第２号）につきまし

て、提案の要旨を御説明申し上げます。 

 歳入につきましては、平成２８年度後期高齢者医

療保険広域連合市町村事務費繰入金の確定に伴う精

算並びに平成２９年度後期高齢者医療保険基盤安定

繰入金確定により補正をするものであります。 

 歳出につきましては、広域連合納付金について所

要の補正をするものでございます。 

 以下、議案の朗読をもって説明にかえさせていた

だきます。 

 なお、議決項目の部分について説明し、予算の事

項別明細書につきましては省略させていただきます

ので御了承願います。 

 議案第３号平成２９年度上富良野町後期高齢者医

療特別会計補正予算（第２号）。 

 平成２９年度上富良野町の後期高齢者医療特別会

計の補正予算（第２号）は、次に定めるところによ

る。 

 （歳入歳出予算の補正）。 

 第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞ

れ１２４万５,０００円を減額し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ１億３,５８８万５,０００

円とする。 

 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区

分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 １ページをお開き願います。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

 １、歳入。 

 ３款繰入金１２４万５,０００円の減。 

 歳入合計は１２４万５,０００円減であります。 

 ２、歳出。 

 ２款広域連合納付金１２４万５,０００円の減。 

 歳出の合計は１２４万５,０００円の減でありま

す。 

 以上で、議案第３号平成２９年度上富良野町後期

高齢者医療特別会計補正予算（第２号）の説明とい

たします。御審議いただきまして、議決くださいま

すようお願い申し上げます。 

○議長（西村昭教君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） なければ、質疑を終了いた

します。 

 討論を省略し、これより議案第３号を採決いたし

ます。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ありま

せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第１６ 議案第４号 

○議長（西村昭教君） 日程第１６ 議案第４号平

成２９年度上富良野町介護保険特別会計補正予算

（第３号）を議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（北川徳幸君） ただいま上程いた

だきました議案第４号平成２９年度上富良野町介護

保険特別会計補正予算（第３号）につきまして、提

案の要旨を御説明申し上げます。 
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 補正の主な内容ですが、まず、歳出につきまして

は、１点目は、今回の給与条例改正及び会計間異動

に伴う職員給与費の減額補正でございます。 

 ２点目につきましては、介護給付費実績見込みに

よる補正となっており、福祉用具購入及び住宅改修

費につきまして、利用実績見込みによりそれぞれ６

０万円の増額補正をお願いするものでございます。 

 ３点目につきましては、介護予防支援・介護予防

マネジメント業務につきまして、委託実績見込みに

よりまして計画策定委託件数の増による見込みから

補正するものでございます。 

 ４点目につきましては、地域包括支援センターシ

ステムの更新に伴う補正をお願いするもので、内容

は平成２９年２月に行ったセキュリティ強靱化以降

インターネット接続を分離したことから、現行シス

テムでの業務に支障があるため、それらに対応した

システムに更新をするものでございます。 

 また、歳入につきましては、操出基準に基づきま

して所要の経費を一般会計から繰り入れを行うもの

で、収支の差額につきましては、予備費を充当して

今補正予算を調整したものでございます。 

 以下、議案を朗読し説明といたします。 

 議案第４号をごらんください。 

 議案第４号平成２９年度上富良野町介護保険特別

会計補正予算（第３号）。 

 平成２９年度上富良野町の介護保険特別会計の補

正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正）。 

 第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞ

れ３８１万３,０００円を減額し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ９億４,０４５万７,０００

円とする。 

 ２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該

区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 １ページをお開きください。 

 議決項目であります款ごとの名称と補正額のみを

申し上げます。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

 １、歳入。 

 ７款繰入金３８１万３,０００円の減。 

 歳入合計３８１万３,０００円減となっておりま

す。 

 ２、歳出。 

 １款総務費６０４万２,０００円の減。 

 ２款保険給付費１２０万円。 

 ３款地域支援事業費３３３万９,０００円 

 ７款予備費２３１万円の減。 

 歳出合計３８１万３,０００円の減です。 

 ２ページ以降の事項別明細書につきましては、既

に御高覧いただいておりますことで説明を省略させ

ていただきます。 

 以上、議案第４号平成２９年度上富良野町介護保

険特別会計補正予算（第３号）の説明といたしま

す。御審議いただき、議決くださいますようお願い

申し上げます。 

○議長（西村昭教君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） なければ、質疑を終了いた

します。 

 討論を省略し、これより議案第４号を採決いたし

ます。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ありま

せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第１７ 議案第５号 

○議長（西村昭教君） 日程第１７ 議案第５号平

成２９年度上富良野町ラベンダーハイツ事業特別会

計補正予算（第４号）を議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 ラベンダーハイツ所長。 

○ラベンダーハイツ所長（大石輝男君） ただいま

上程いただきました議案第５号平成２９年度上富良

野町ラベンダーハイツ事業特別会計補正予算（第４

号）につきまして、提案の要旨を御説明申し上げま

す。 

 １点目は、寄附採納による補正でございます。ふ

るさと応援モニター事業によります寄附採納の１件

１万５,０００円をサービス事業費の備品購入費に

充当し、一般財源からその他財源への組みかえをす

るものであります。 

 ２点目は、組みかえにより生じた１万５,０００

円を予備費に計上いたしまして、ラベンダーハイツ

事業における業者のサービス利用状況等に対処し、

今後の施設運営に支障が生じないよう不測の事態に

に備えようとするものでございます。 

 ３点目は、給与条例の一部改正等に伴う職員給与

費等の補正を行い、予備費より不足する財源を充当

するものであります。 

 以下、議案を朗読し、説明とさせていただきま

す。 

 議案第５号平成２９年度上富良野町ラベンダーハ

イツ事業特別会計補正予算（第４号）。 
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 平成２９年度上富良野町のラベンダーハイツ事業

特別会計の補正予算（第４号）は、次に定めるとこ

ろによる。 

 （歳入歳出予算の補正）。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

１万５,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ３億７万９,０００円とする。 

 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区

分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 １ページをお開きください。 

 第１表につきましては、款ごとの名称と補正額の

み申し上げます。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

 １、歳入。 

 ４款繰入金１万５,０００円。 

 歳入補正額の合計は１万５,０００円でございま

す。 

 ２、歳出。 

 １款総務費１４４万３,０００円。 

 ５款予備費１４２万８,０００円の減。 

 歳出補正額の合計は１万５,０００円でございま

す。 

 これをもちまして、議案第５号平成２９年度上富

良野町ラベンダーハイツ事業特別会計補正予算（第

４号）の説明といたします。御審議いただきまし

て、議決くださいますようよろしくお願い申し上げ

ます。 

○議長（西村昭教君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） なければ、質疑を終了いた

します。 

 討論を省略し、これより議案第５号を採決いたし

ます。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ありま

せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第１８ 議案第６号 

○議長（西村昭教君） 日程第１８ 議案第６号平

成２９年度上富良野町簡易水道事業特別会計補正予

算（第２号）を議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 建設水道課長。 

○建設水道課長（佐藤 清君） ただいま上程いた

だきました議案第６号平成２９年度上富良野町簡易

水道事業特別会計補正予算（第２号）につきまし

て、補正の要旨を御説明申し上げます。 

 まず、歳入におきましては、１点目は、一般会計

繰入金の減と、２点目は、諸収入の消費税確定によ

ります消費税還付金の増であります。 

 次に、歳出におきましては、１点目は、役務費の

保険料確定によります減と、２点目は、使用料及び

賃借料確定によります減と、３点目は、公課費の消

費税確定によります減と、４点目は、償還金利子の

額確定によります減となり、歳入歳出同額を減額補

正するものとなっております。 

 以下、議案を朗読し、説明にかえさせていただき

ます。 

 なお、事項別明細書につきましては、割愛させて

いただきます。 

 議案第６号平成２９年度上富良野町簡易水道事業

特別会計補正予算（第２号）。 

 平成２９年度上富良野町の簡易水道事業特別会計

の補正予算（第２号）は、次に定めるところによ

る。 

 （歳入歳出予算の補正）。 

 第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞ

れ３２万５,０００円を減額し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ６,４４７万２,０００円とす

る。 

 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区

分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 １ページをお開きください。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

 以下、款ごとの補正額のみを申し上げます。 

 １、歳入。 

 ２款繰入金２６５万６,０００円の減。 

 ４款諸収入２３３万１,０００円の増。 

 歳入合計３２万５,０００円の減額となるもので

す。 

 ２、歳出。 

 １款衛生費２５万１,０００円の減。 

 ２款公債費７万４,０００円の減。 

 歳出合計３２万５,０００円の減額となるもので

あります。 

 以上、議決項目についてのみ御説明申し上げまし

た。御審議いただきまして、議決くださいますよう

お願い申し上げます。 

○議長（西村昭教君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 



― 63 ―

○議長（西村昭教君） なければ、質疑を終了いた

します。 

 討論を省略し、これより議案第６号を採決いたし

ます。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ありま

せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第１９ 議案第７号 

○議長（西村昭教君） 日程第１９ 議案第７号平

成２９年度上富良野町公共下水道事業特別会計補正

予算（第２号）を議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 建設水道課長。 

○建設水道課長（佐藤 清君） ただいま上程いた

だきました議案第７号平成２９年度上富良野町公共

下水道事業特別会計補正予算（第２号）につきまし

て、補正の要旨を御説明いたします。 

 まず、歳入につきましては、国庫支出金及び町債

の減と一般会計繰入金の増で、内訳は、１点目は、

受益者負担金及び分担金の賦課確定に伴います増

と、２点目は、事業費確定に伴います社会資本整備

総合交付金の減と、３点目は、財源組みかえに伴い

ます一般会計繰入金の増と、４点目は、事業費確定

に伴います下水道事業債一般分の減であります。 

 次に、歳出につきましては、下水道事業費の減で

ありますが、１点目は、給与改定及び制度改正に伴

います一般管理費の人件費の増と、２点目は、社会

資本整備総合交付金事業確定によります建設事業費

委託料の減と、３点目は、地方債借入利子の確定に

伴います公債費償還金利子の減と、償還金元金の財

源組みかえとなり、歳入歳出それぞれ同額を減額補

正するものであります。 

 以下、議案を朗読し、説明にかえさせていただき

ます。 

 なお、事項別明細書につきましては、割愛させて

いただきます。 

 議案第７号平成２９年度上富良野町公共下水道事

業特別会計補正予算（第２号）。 

 平成２９年度上富良野町の公共下水道事業特別会

計の補正予算（第２号）は、次に定めるところによ

る。 

 （歳入歳出予算の補正）。 

 第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞ

れ２,２５３万２,０００円を減額し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ４億１,１３１万６,００

０円とする。 

 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区

分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 （地方債の補正）。 

 第２条地方債の変更は、「第２表 地方債補正」

による。 

 １ページをお開きください。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

 以下、款ごとの補正額のみを申し上げます。 

 １、歳入。 

 １款分担金及び負担金１７１万２,０００円の

増。 

 ３款国庫支出金１,０７２万６,０００円の減。 

 ４款繰入金１１８万２,０００円の増。 

 ７款町債１,４７０万円の減。 

 歳入合計２,２５３万２,０００円の減額となるも

のです。 

 ２、歳出。 

 １款下水道事業費２,１３０万４,０００円の減。 

２款公債費１２２万８,０００円の減。 

 歳出合計２,２５３万２,０００円の減額となるも

のです。 

 第２表、地方債補正。 

 公共下水道事業、一般分。 

 補正前が３,５７０万円、補正後２,１００万円で

１,４７０万円の減額となるものです。 

 以上、議決項目についてのみ御説明申し上げまし

た。御審議いただきまして、議決くださいますよう

お願い申し上げます。 

○議長（西村昭教君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） なければ、質疑を終了いた

します。 

 討論を省略し、これより議案第７号を採決いたし

ます。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ありま

せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第２０ 議案第８号 

○議長（西村昭教君） 日程第２０ 議案第８号平

成２９年度上富良野町水道事業会計補正予算（第１

号）を議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 建設水道課長。 
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○建設水道課長（佐藤 清君） ただいま上程いた

だきました議案第８号平成２９年度上富良野町水道

事業会計補正予算（第１号）の補正の要旨につきま

して御説明申し上げます。 

 歳出において、人事異動及び給与改定等に伴いま

す給料、手当等を増額し、同額を予備費より充てる

内容となっており、総予算の増減は伴わない内容と

なっております。 

 以下、議案の朗読をもって説明にかえさせていた

だきます。 

 議案第８号平成２９年度上富良野町水道事業会計

補正予算（第１号）。 

 （総則）。 

 第１条、平成２９年度上富良野町の水道事業会計

の補正予算（第１号）は、次に定めるところによ

る。 

 （収益的収入及び支出）。 

 第２条、予算第３条に定めた収益的収入及び支出

の予定額を次のとおり補正する。 

 以下、補正額のみ申し上げます。 

 支出。 

 第１款水道事業費用。 

 第１項営業費用９５万７,０００円の増。 

 第４項予備費９５万７,０００円の減額となるも

のです。 

 （議会の議決を経なければ流用することのできな

い経費）。 

 第３条、予算第６条に定めた経費の金額を次のよ

うに定める。 

 （１）職員給与費９５万７,０００円の増額とな

るものです。 

 以上、補正予算の説明といたします。御審議いた

だきまして、議決くださいますようお願い申し上げ

ます。 

○議長（西村昭教君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） なければ、質疑を終了いた

します。 

 討論を省略し、これより議案第８号を採決いたし

ます。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ありま

せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第２１ 議案第９号 

○議長（西村昭教君） 日程第２１ 議案第９号平

成２９年度上富良野町病院事業会計補正予算（第３

号）を議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 町立病院事務長。 

○町立病院事務長（山川 護君） ただいま上程い

ただきました議案第９号平成２９年度上富良野町病

院事業会計補正予算（第３号）の概要について御説

明申し上げます。 

 今回の補正は、二つの項目により構成されており

ます。 

 一つ目は、一般会計からの出資金３８０万５,０

００円の補正でありまして、内訳は、３名の方から

ラベンダーの里かみふらのふるさと応援寄附により

２０万円を賜りましたので、建設改良費を補正し、

什器備品の購入費用として予算措置するものであり

ます。 

 二つ目は、特定防衛施設周辺整備調整交付金事業

の２次交付金による医療器械整備の補正でありまし

て、一般会計からの出資金３６０万５,０００円と

調整交付金１,４００万円を合わせまして１,７６０

万５,０００円により医療器械を整備するものであ

ります。 

 購入予定の医療器械は、胃カメラ、大腸カメラの

ハイビジョンビデオスコープとハイビジョンシステ

ムモニターなどの内視鏡検査器械一式であります。

これらのハイビジョン対応の内視鏡システムの整備

で、最新先端の画像技術により画像の精度が上がる

ことから、極めて微小な病変も診断可能となりま

す。これは同時に、医師の診断時間の短縮が図ら

れ、患者さんの身体的な負担軽減に大きく貢献する

ことになります。 

 以下、議案を朗読し、説明とさせていただきま

す。 

 議案第９号平成２９年度上富良野町病院事業会計

補正予算（第３号）。 

 （総則）。 

 第１条、平成２９年度上富良野町の病院事業会計

の補正予算（第３号）は、次に定めるところによ

る。 

 （資本的収入及び支出）。 

 第２条、平成２９年度上富良野町病院事業会計予

算第４条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次

のとおり補正する。 

 以下、補正予定額のみ申し上げます。 

 収入。 

 第１款資本的収入１,７８０万５,０００円。 

 第１項出資金３８０万５,０００円。 

 第２項補助金１,４００万円。 
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 支出。 

 第１款資本的支出１,７８０万５,０００円。 

 第２項建設改良費１,７８０万５,０００円。 

 以上で、議案第９号平成２９年度上富良野町病院 

事業会計補正予算（第３号）の御説明といたしま

す。御審議いただき、議決賜りますようよろしくお

願い申し上げます。 

○議長（西村昭教君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） なければ、質疑を終了いた

します。 

 討論を省略し、これより議案第９号を採決いたし

ます。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ありま

せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第２２ 認定第１号及び 

日程第２３ 認定第２号 

○議長（西村昭教君） 日程第２２ 認定第１号平

成２９年第３回定例会で付託されました議案第８号

平成２８年度上富良野町各会計歳入歳出決算の認定

について、日程第２３ 認定第２号平成２９年第３

回定例会で付託されました議案第９号平成２８年度

上富良野町企業会計決算の認定についてを一括して

議題といたします。 

 本件に関し、決算特別委員長の報告を求めます。 

 決算特別委員長、村上和子君 

○決算特別委員長（村上和子君） ただいま上程さ

れました認定第１号、第２号について、決算特別委

員会審査報告書の朗読をもって説明にかえさせてい

ただきます。 

 １ページをごらんください。 

 決算特別委員会審査報告書。 

 平成２９年第３回定例会において、本委員会に付

託された下記案件を審査した結果、次の意見を付

し、認定すべきものと決定したので、会議規則第７

７条の規定により報告する。 

 平成２９年１０月６日。 

 上富良野町議会議長、西村昭教様。 

 決算特別委員長、村上和子。 

 記。 

 付託事件名、議案第８号平成２８年度上富良野町

各会計歳入歳出決算の認定について及び議案第９号

平成２８年度上富良野町企業会計決算の認定につい

て。 

 １、審査の経過。 

 本委員会は、平成２９年１０月４日、５日、６日

の３日間開催し、正・副委員長を選出後、委員会を

公開とし、直ちに２分科会による書類審査を行い、

全体による質疑応答を行った上、各分科会から審査

意見を求め、これをもとに全体で審査意見書を作成

し、理事者の所信をただし表決をした。 

 ２、決定。 

 慎重に審査した結果、本決算は次の意見を付し、

原案のとおり認定するものとした。 

 特に、委員会で発言された質問並びに別記、平成

２９年度（平成２８年度会計）上富良野町決算特別

委員会審査意見書については、今後の予算編成と町

政運営に反映されたい。 

 また、監査委員の審査意見はいずれも的確な判断

によると認められ、指摘事項については、早急に改

善または対応して予算執行に当たられたい。 

 なお、２ページの平成２９年度（平成２８年度会

計）上富良野町決算特別委員会審査意見書は、御高

覧をいただいたものとして省略させていただきま

す。御審議賜りまして、認定くださいますようよろ

しくお願い申し上げます。 

○議長（西村昭教君） これをもって、決算特別委

員長の報告を終わります。 

 これより、採決を行います。 

 最初に、認定第１号を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第８号平成２８年度上富良野町各会計歳入歳

出決算の認定についてに対する委員長の報告は、意

見を付し認定すべきとするものであります。 

 本決算は、委員長の報告のとおり認定することに

御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は、委員長の報告のとおり認定する

ことに決しました。 

 次に、認定第２号を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第９号平成２８年度上富良野町企業会計決算

の認定についてに対する委員長の報告は、意見を付

し認定すべきをするものであります。 

 本決算は、委員長の報告のとおり認定することに

御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は、委員長の報告のとおり認定する

ことに決しました。 

────────────────── 
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◎日程第２４ 諮問第１号 

○議長（西村昭教君） 日程第２４ 諮問第１号人

権擁護委員候補者の推薦についてを議題といたしま

す。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 町長、向山富夫君。 

○町長（向山富夫君） ただいま上程をいただきま

した諮問第１号人権擁護委員候補者の推薦につきま

して、提案の要旨を御説明申し上げます。 

 本町では、４名の方々に人権擁護委員を務めてい

ただいているところであります。その人権擁護委員

の中で川鍋まさ子氏が、平成３０年３月３１日を

もって任期満了を迎えるところであり、川鍋まさ子

氏におかれましては、これまで２期６年の長きにわ

たり御活躍をいただいたところであり、このたび御

本人からは後進に道を譲りたいとの強い御意向が示

されましたことから、今期の任期満了をもちまして

退任されることを了承したところでございます。 

 つきましては、川鍋まさ子氏の後任の人権擁護委

員といたしまして、座間雪子氏を推薦申し上げたく

御提案申し上げるところでございます。 

 座間雪子氏につきましては、人格識見ともにすぐ

れた方でございますので、以下、議案を朗読し、提

案の説明とさせていただきます。 

 諮問第１号。 

 人権擁護委員候補者の推薦について。 

 人権擁護委員の候補者として、次の者を推薦した

いので、人権擁護委員法第６条第３項の規定によ

り、議会の意見を求める。 

 記。 

 住所、上富良野町■■■■■■■■■■。 

 氏名、座間雪子。 

 生年月日、■■■■■■■■■であります。 

 以上でございますが、経歴等は別添配付させてい

ただいておりますので、参考にしていただければと

思うところでございます。 

 以上、御審議をいただきまして、御同意賜ります

ようお願い申し上げます。 

○議長（西村昭教君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 お諮りいたします。 

 本件は先例により、質疑、討論を省略し、直ちに

採決をいたしたいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 これより、諮問第１号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり適任と認めることに御異議

ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり適任と認めること

に決しました。 

────────────────── 

◎日程第２５ 発議案第１号 

○議長（西村昭教君） 日程第２５ 発議案第１号

議会懇談会実施に関する決議についてを議題といた

します。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 ３番佐川典子君。 

○３番（佐川典子君） ただいま上程されました発

議案第１号につきまして、以下、朗読をもって要旨

の説明とさせていただきます。 

 発議案第１号議会懇談会実施に関する決議につい

て。 

 上記議案を次のとおり、会議規則第１４条第２項

の規定により提出いたします。 

 平成２９年１２月１２日提出。 

 上富良野町議会議長、西村昭教様。 

 提出者、上富良野町議会議員、佐川典子。 

 賛成者、上富良野町議会議員、岡本康裕。上富良

野町議会議員、荒生博一。 

 議会懇談会実施に関する決議について。 

 本議会は、次により議会懇談会を実施する。 

 記。 

 １、実施の期日。 

 議決の日以降において、１日以内とする。 

 ２、実施の目的。 

 議会の監視機能や政策提言活動などの議会活動に

ついて町民と直接意見交換するため。 

 ３、実施方法。 

 （１）町内の公共施設で開催する。 

 （２）全議員による懇談会とする。 

 （３）本件は、議会閉会中において開催するもの

とする。 

 以上でございます。御審議賜りまして、お認めい

ただきますようよろしくお願いいたします。 

○議長（西村昭教君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） なければ、質疑を終了いた

します。 

 討論を省略し、これより発議案第１号を採決いた

します。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ありま

せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
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○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第２６ 閉会中の継続調査申し出について 

○議長（西村昭教君） 日程第２６ 閉会中の継続

調査申し出についてを議題といたします。 

 議会運営委員会並びに各常任委員会から、会議規

則第７５条の規定により、各委員会において、別紙

配付の申出書の事件について閉会中の継続調査の申

し出があります。 

 お諮りいたします。 

 各委員会からの申し出のとおり、閉会中の継続調

査とすることに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、各委員会からの申し出のとおり、閉会中

の継続調査とすることに決しました。 

────────────────── 

◎町 長 挨 拶             

○議長（西村昭教君） ここで、年末に当たりまし

て町長から御挨拶がありますので、町長の御挨拶を

お願い申し上げます。 

○町長（向山富夫君） 平成２９年の議会の最終日

に当たりまして、議長のお許しをいただきまして、

一言お礼の御挨拶を申し上げたいと思います。 

 平成２９年１月１日、北の大文字の壮大なかがり

火やすばらしい花火のもとで一年が明けました。気

がついてみますと、もう１２月１３日ということ

で、ことしほど時間の経過が早く感じた一年はない

ぐらい、そんな心に残る一年でありました。 

 この間、議会の皆様方には、開基１２０年という

に大きな節目を迎える中で、議会の議論を通じまし

てさまざまな温かい御指導御協力を賜りまして、こ

の第４回定例町議会を無事終えることができました

ことに改めて感謝を申し上げる次第でございます。

本当にありがとうございました。 

 御案内のように、社会情勢は本当に私どもの想像

を超える速さで、また、想像を超える形で変化をし

ているなということを日々実感するところでござい

ます。 

 とりわけことしは、申し上げましたように、開基

１２０年という大きな節目の一年でございまして、

こういった機会にさまざまなイベント等を通じてふ

だんより多くの町民の皆様方と接する機会をいただ

きました。そして、改めて感じましたのは、全ての

町民の皆さん方が上富良野町に対する深い愛着を郷

土愛を持っていただいているということをつくづく

感じたところでございます。 

 そういったことを胸にしっかりとめまして、迎え

るべく平成３０年をさらに飛躍のきっかけの年にな

るように、全力をもって行政運営に取り組んでまい

りたいと思います。 

 結びになりますが、まもなく新年を迎えますが、

インフルエンザ等の流行も心配されているところで

ございます。どうか議員各位におかれましては、十

分に健康に御留意いただきまして、すばらしい年末

年始を迎えていただきまして、輝かしい新年をぜひ

御家族おそろいでお迎えいただきますことを心から

御祈念申し上げる次第でございます。 

 重ねて申し上げますが、平成２９年一年間皆様方

に大変御指導御協力を賜りましたことを感謝申し上

げまして御挨拶とさせていただきたいと思います。

本当にありがとうございました。 

────────────────── 

◎議 長 挨 拶             

○議長（西村昭教君） 私のほうからも一言お礼を

申し上げたいと思います。 

 今、町長も申しました、本当にことし一年は時間

がすごく早くたったという感じを私自身受けまし

た。 

 また、議会については、試行的な試みということ

で、今まで取り組んできた流れを少し逆の流れで取

り組んで、まだ結論は出てはおりませんですけれど

も、いろいろなことを気づかさせられた一年だった

と私自身思っておりますし、ある意味では議会の委

員会のあり方、どうあるべきかということに、ある

面では私は非常に関心を持っていたわけであります

けれども、それが今どう発揮していくのかなという

ことになりますと、これからの問題なのかなと思っ

ております。 

 またあわせて、全国的には議員のなり手不足、あ

るいは選挙になると欠員が出るというような状況

で、四国の大川村だったと思うのですが、議会がな

くなるというような形で新聞に何度か取り上げられ

て、総務省も慌ててそれに対するマニュアルをつ

くって、現場の状況もいろいろと把握してやったよ

うでありますけれども、結果的には議会はなくさな

いで済んだということでありますけれども、やはり

それを見ますと、今の日本の国内のいわゆる都市と

地方の格差がある面で出てきているのかなと思って

感じたところでありました。 

 管内にも、それこそ１,０００人を切る自治体も

ありますけれども、やはりこれから、こういう問題

が私たちの身近なところで出てくるのかなと思って

おります。 

 また、皆さん御存じのとおり、２年前にＪＲ北海

道が１０路線１３区間のいわゆる問題が提起されま

して今日に至っておりますが、基本的には、北海道
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の鉄路を守るのはＪＲ北海道でありますけれども、

そのＪＲ北海道が守れなくなってきて、ああいう形

で経営状況を発表して、いわゆる維持のための方策

を沿線自治体にも求め出したということであります

が、結果的にはいろいろな問題が浮き彫りになった

一年だと思いますし、またあわせて、行政の対応、

あるいは道の対応、国の対応といったものがいろい

ろと提起された一年だったかなと思いますが、来年

はそれが具体的にどう取り組まれてくるのかという

勝負年だと私は思っておりますし、これによっては

北海道の鉄路が沿線自治体の経済、あるいは観光と

かいろいろな面に大きな影響を与えることが予想さ

れますので、これはもう北海道が一丸となってやは

り取り組んでいかなければならないのかなと思って

おりますし、そういう面では北海道の大きな産業で

あります農業はもとより、これから大きな産業に成

長する観光という面で大きな影響を受ける一面もあ

るわけでありますから、そういう点ではしっかりと

一丸となって、国にも要請すべきところは要請して

いかなければならないのかなと思っているところで

あります。 

 議会も、よく車の両輪と言われますけれども、確

かに車の両輪で歩まなければなりませんが、そこに

しょっている荷物が思いが違う荷物では困るわけで

ありまして、そういう意味では理事者が背負う荷物

と議会の背負う荷物が一緒なものでなければならな

いわけでありまして、これが違うとなかなか真っす

ぐには進めないと。どっちかが疲れたりどっちかが

力が緩んだりして真っすぐに行かない、ふらふら進

んでいかなければならないと、そんな一面もあるの

かなと思っておりますので、両輪とは言いながら、

背負う荷物が一緒になって背負っていくと。その中

の中身について一生懸命みんなで議論して、やはり

手を携えて進んでいくということが私は一番大きな

大事なことかなと思っておりますので、そういう視

点から見ますと、理事者の皆さん方と十分コミュニ

ケーションをとりながら、やはりしっかりと検証し

ながら進んでいくということが私は大事かなと思っ

ています。 

 来年一年、映画も取りかかるような可能性も大き

く出てまいりますので、またそういう点でしっかり

とした歩みができるように、来年一年皆さんにとり

ましていい年であることを御祈念申し上げますとと

もに、一年間理事者の皆さんも含めまして大変お世

話になりましたことを厚くお礼申し上げまして、一

言お礼の言葉にかえさせていただきます。どうもあ

りがとうございました。 

────────────────── 

◎閉 会 宣 告             

○議長（西村昭教君） 以上をもって、本定例会に

付議された案件の審議は全て終了いたしました。 

 これにて、平成２９年第４回上富良野町議会定例

会を閉会といたします。 

午後 ０時０６分 閉会 
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